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改正理由 

（機関） 

統計値、期間の変更など（長崎地方気象台） 

ページ 現 行 計 画 修 正 計 画（案） 

 

 

１４ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１編 序説 

第２章 長崎県の概況 

第２節 長崎県の風水害 

 

２ 長崎県内気象官署の気象観測記録 

(6) 日最大１時間降水量の極値・順位値            （単位：㎜） 

 １ 位 ２ 位 ３ 位 ４ 位  ５ 位 
長 崎 
1897/4～ 
2023/10 

127.5 
1982/7/23 

102.0 
1981/9/25 

87.8 
1923/9/5 

87.0 
2020/9/12 

86.2 
1927/8/27 

福 江 
1962/5～ 
2023/10 

113.5 
1967/7/9 

93.5 
1989/9/12 

89.0 
2005/9/10 

88.0 
2020/9/7 

86.7 
1965/11/19 

厳 原 
1904/1～ 
2023/10 

116.0 
2003/7/23 

111.8 
1915/11/25 

98.0 
1980/7/25 

96.3 
1967/7/5 

95.8 
1954/7/16 

佐世保 
1946/11～ 
2023/10 

125.1 
1967/7/9 

104.5 
2001/6/23 

102.4 
1956/8/27 

90.0 
1948/9/11 

87.0 
2001/9/5 

平 戸 
1940/1～ 
2023/10 

125.5 
1999/9/2 

114.5 
2011/8/23 

108.0 
1989/7/28 

104.0 
1982/7/23 

90.0 
1959/7/15 

 

 

 
 
(７）日降水量の極値・順位値               （単位：㎜） 

 １ 位 ２ 位 ３ 位 ４ 位  ５ 位 
長 崎 
1878/7～ 
2023/10 

448.0 
1982/7/23 

385.4 
1928/6/28 

345.4 
1882/4/11 

344.5 
1945/9/3 

344.0 
1989/7/28 

第１編 序説 

第２章 長崎県の概況 

第２節 長崎県の風水害 

 

２ 長崎県内気象官署の気象観測記録 

(6) 日最大１時間降水量の極値・順位値             （単位：㎜） 

 １ 位 ２ 位 ３ 位 ４ 位  ５ 位 
長 崎 
1897/4～ 
   2024/8 

127.5 
1982/7/23 

102.0 
1981/9/25 

87.8 
1923/9/5 

87.0 
2020/9/12 

86.2 
1927/8/27 

雲仙岳 
1937/1～
2024/8 

134.5 
2015/8/25 

124.5 
2016/6/20 

103.5 
1972/7/6 

99.0 
1964/8/23 

96.8 
1956/8/27 

 

福 江 
1962/5～ 
2024/8 

113.5 
1967/7/9 

93.5 
1989/9/12 

89.0 
2005/9/10 

88.0 
2020/9/7 

86.7 
1965/11/19 

厳 原 
1904/1～ 
2024/8 

116.0 
2003/7/23 

111.8 
1915/11/25 

98.0 
1980/7/25 

96.3 
1967/7/5 

95.8 
1954/7/16 

佐世保 
1946/11～ 

2024/8 

125.1 
1967/7/9 

104.5 
2001/6/23 

102.4 
1956/8/27 

90.0 
1948/9/11 

87.0 
2001/9/5 

平 戸 
1940/1～ 
2024/8 

125.5 
1999/9/2 

114.5 
2011/8/23 

108.0 
1989/7/28 

104.0 
1982/7/23 

90.0 
1959/7/15 

 

(７）日降水量の極値・順位値               （単位：㎜） 

 １ 位 ２ 位 ３ 位 ４ 位  ５ 位 
長 崎 
1878/7～ 
2024/8 

448.0 
1982/7/23 

385.4 
1928/6/28 

345.4 
1882/4/11 

344.5 
1945/9/3 

344.0 
1989/7/28 
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福 江 
1962/5～ 
2023/10 

432.5 
2005/9/10 

326.0 
1985/6/28 

310.5 
1974/5/18 

294.0 
2019/7/20 

290.5 
2011/11/18 

厳 原 
1886/9～ 
2023/10 

392.5 
1916/9/24 

344.0 
1985/6/23 

328.5 
1972/8/20 

305.5 
1972/7/11 

290.6 
1928/9/18 

佐世保 
1946/11～ 
2023/10 

371.8 
1957/7/25 

344.4 
1955/4/15 

322.5 
1990/7/2 

301.5 
1989/7/28 

274.0 
2020/6/25 

平 戸 
1940/1～ 
2023/10 

406.9 
1959/7/13 

365.5 
2011/8/23 

359.5 
1953/6/25 

335.5 
2023/9/15 

329.5 
1980/8/29 

 

 

 

 

(8) 月降水量の多い方からの極値・順位値           （単位：㎜） 

 １ 位 ２ 位 ３ 位 ４ 位  ５ 位 

長 崎 
1878/7～ 
2023/10 

1178.5 
1982/7 

985.4 
1885/6 

973.4 
1922/9 

939.4 
1928/6 

935.0 
2021/8 

福 江 
1962/5～ 
2023/10 

961.5 
2021/8 

872.5 
1987/7 

711.5 
1972/6 

702.5 
2019/9 

696.5 
2019/7 

厳 原 
1888/1～ 
2023/10 

1152.0 
1891/7 

1101.0 
1985/6 

1014.0 
2020/7 

992.0 
1993/8 

915.5 
1899/8 

佐世保 
1946/11～ 
2023/10 

1154.9 
1957/7 

1058.0 
1953/6 

989.5 
2021/8 

836.5 
2020/7 

807.1 
1962/7 

平 戸 
1940/1～ 
2023/10 

1183.7 
1953/6 

1126.0 
1945/9 

1075.0 
2021/8 

1028.1 
1957/7 

1008.5 
2020/7 

 

 

 

 

雲仙岳 
1924/1 ～

2024/8 

482.0 
1982/7/24 

470.4 
1964/8/23 

465.2 
1957/7/25 

459.2 
1928/6/28 

456.5 
2006/8/18 

 

福 江 
1962/5～ 
2024/8 

432.5 
2005/9/10 

326.0 
1985/6/28 

310.5 
1974/5/18 

294.0 
2019/7/20 

290.5 
2011/11/18 

厳 原 
1886/9～ 
2024/8 

392.5 
1916/9/24 

344.0 
1985/6/23 

328.5 
1972/8/20 

305.5 
1972/7/11 

290.6 
1928/9/18 

佐世保 
1946/11～ 

2024/8 

371.8 
1957/7/25 

344.4 
1955/4/15 

322.5 
1990/7/2 

301.5 
1989/7/28 

274.0 
2020/6/25 

平 戸 
1940/1～ 
2024/8 

406.9 
1959/7/13 

365.5 
2011/8/23 

359.5 
1953/6/25 

335.5 
2023/9/15 

329.5 
1980/8/29 

 

 

(8) 月降水量の多い方からの極値・順位値            （単位：㎜） 

 １ 位 ２ 位 ３ 位 ４ 位  ５ 位 
長 崎 

1878/7～ 
2024/8 

1178.5 
1982/7 

985.4 
1885/6 

973.4 
1922/9 

939.4 
1928/6 

935.0 
2021/8 

雲仙岳 
1924/1 ～
2024/8 

1587.5 
2021/8 

1579.5 
1982.7 

1362.0 
2020/7 

1324.5 
1987/7 

1306.7 
1928/6 

福 江 
1962/5～ 
2024/8 

961.5 
2021/8 

872.5 
1987/7 

711.5 
1972/6 

702.5 
2019/9 

696.5 
2019/7 

厳 原 
1888/1～ 
2024/8 

1152.0 
1891/7 

1101.0 
1985/6 

1014.0 
2020/7 

992.0 
1993/8 

915.5 
1899/8 

佐世保 
1946/11～ 

2024/8 

1154.9 
1957/7 

1058.0 
1953/6 

989.5 
2021/8 

836.5 
2020/7 

807.1 
1962/7 

平 戸 
1940/1～ 
2024/8 

1183.7 
1953/6 

1126.0 
1945/9 

1075.0 
2021/8 

1028.1 
1957/7 

1008.5 
2020/7 
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(9) 月降水量の少ない方からの極値・順位値          （単位：㎜） 

 １ 位 ２ 位 ３ 位 ４ 位  ５ 位 
長 崎 

1878/7～ 
2023/10 

1.8 
1967/9 

3.5 
1997/10 

4.5 
1998/12 

5.1 
1929/10 

5.5 
1994/7 

福 江 
1962/5～ 
2023/10 

3.5 
1971/11 

4.5 
2007/11 

5.0 
2003/10 

6.5 
1984/10 

7.5 
1997/10 

厳 原 
1886/9～ 
2023/10 

0.0 
2011/1 

0.0 
2007/11 

0.5 
1976/1 

2.0 
1987/12 

2.1 
1918/1 

佐世保 
1946/11～ 
2023/10 

0.5 
2003/10 

2.0 
1998/12 

 6.0 
2021/10 

10.5 
1974/8 

10.5 
1971/11 

平 戸 
1940/1～ 
2023/10 

3.0 
2007/11 

4.0 
2003/10 

4.5 
1978/7 

9.5 
1998/12 

10.0 
1997/10 

 

 

 

 

 

(10) 日最大風速の極値・順位値及びその風向   （単位：ｍ/ｓ及び16方位） 

 １ 位 ２ 位 ３ 位 ４ 位  ５ 位 

長 崎 
1878/7～ 
2023/10 

43.5 
南南東 

1900/8/24 

35.0 
西北西 

1942/8/27 

33.8 
東南東 

1927/9/13 

33.5 
南西 

1919/8/16 

32.4 
南南東 

1930/7/18 

福 江 
1962/5～ 
2023/10 

31.3 
南 

1987/8/31 

26.9 
南南西 

1991/7/29 

26.6 
南 

1978/9/15 

26.5 
南 

1987/8/30 

26.0 
北北西 

2006/9/17 

厳 原 
1886/9～ 
2023/10 

31.4 
南東 

2020/9/7 

29.4 
南南東 

2020/9/3 

28.1 
南南東 

2022/9/6 

28.1 
南東 

2020/9/2 

27.1 
南南東 

2004/8/19 

佐世保 
1946/11～ 
2023/10 

29.8 
北 

1951/10/14 

29.2 
北 

1951/10/15 

26.3 
南南東 

2020/9/7 

26.1 
北 

1950/9/13 

25.7 
北 

1949/6/21 

(9) 月降水量の少ない方からの極値・順位値           （単位：㎜） 

 １ 位 ２ 位 ３ 位 ４ 位  ５ 位 
長 崎 

1878/7～ 
2024/8 

1.8 
1967/9 

3.5 
1997/10 

4.5 
1998/12 

5.1 
1929/10 

5.5 
1994/7 

雲仙岳 
1924/1～
2024/8 

3.0 
1998/12 

3.4 
1939/12 

3.8 
1967/9 

9.0 
1997/10 

13.0 
2006/10 

福 江 
1962/5～ 
2024/8 

3.5 
1971/11 

4.5 
2007/11 

5.0 
2003/10 

6.5 
1984/10 

7.5 
1997/10 

厳 原 
1886/9～ 
2024/8 

0.0 
2011/1 

0.0 
2007/11 

0.5 
1976/1 

2.0 
1987/12 

2.1 
1918/1 

佐世保 
1946/11～ 

2024/8 

0.5 
2003/10 

2.0 
1998/12 

 6.0 
2021/10 

10.5 
1974/8 

10.5 
1971/11 

平 戸 
1940/1～ 
2024/8 

3.0 
2007/11 

4.0 
2003/10 

4.5 
1978/7 

9.5 
1998/12 

10.0 
1997/10 

 

 

 

(10) 日最大風速の極値・順位値及びその風向   （単位：ｍ/ｓ及び16方位） 

 １ 位 ２ 位 ３ 位 ４ 位  ５ 位 

長 崎 
1878/7～ 
2024/8 

43.5 
南南東 

1900/8/24 

35.0 
西北西 

1942/8/27 

33.8 
東南東 

1927/9/13 

33.5 
南西 

1919/8/16 

32.4 
南南東 

1930/7/18 

雲仙岳 
1924/4～ 

2024/8 

60.0 
東南東 

1942/8/27 

49.0 
南東 

1927/9/13 

42.0 
南南東 

1940/9/11 

42.0 
北東 

1939/10/16 

41.4 
北北東 

1938/10/15 

福 江 
1962/5～ 
2024/8 

31.3 
南 

1987/8/31 

26.9 
南南西 

1991/7/29 

26.6 
南 

1978/9/15 

26.5 
南 

1987/8/30 

26.0 
北北西 

2006/9/17 

厳 原 
1886/9～ 
2024/8 

31.4 
南東 

2020/9/7 

29.4 
南南東 

2020/9/3 

28.1 
南南東 

2022/9/6 

28.1 
南東 

2020/9/2 

27.1 
南南東 

2004/8/19 
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平 戸 
1940/1～ 
2023/10 

36.8 
北西 

1942/8/27 

32.4 
南南東 

1956/9/10 

31.1 
南南東 

1959/9/17 

29.0 
北北東 

1951/10/14 

27.5 
北北東 

1945/10/10 

 

 

 

 

 

(11) 日最大瞬間風速の極値・順位値及びその風向 （単位：ｍ/ｓ及び16方位） 

 １ 位 ２ 位 ３ 位 ４ 位  ５ 位 
長 崎 
1951/9～ 
2023/10 

54.3 
南西 

1991/9/27 

43.5 
東南東 

2006/9/17 

41.9 
南西 

2004/9/7 

41.5 
南西 

1957/12/12 

39.1 
南東 

1993/8/10 

福 江 
1962/5～ 
2023/10 

55.6 
南 

1987/8/31 

54.1 
南 

1987/8/30 

53.4 
北 

2006/9/17 

49.5 
南 

1991/7/29 

47.5 
北北西 

1991/9/27 

厳 原 
1918/10～ 
2023/10 

52.1 
南東 

1987/8/31 

48.7 
南南東 

2004/8/19 

47.2 
南南西 

1968/8/16 

46.5 
南南東 

2003/9/12 

46.2 
南南東 

2020/9/3 

佐世保 
1951/3～ 
2023/10 

49.3 
北 

2004/10/20 

43.5 
北東 

2006/9/17 

42.1 
西 

1991/9/27 

41.6 
東南東 

2020/9/7 

41.4 
北北西 

2004/8/30 

平 戸 
1940/1～ 
2023/10 

53.2 
南 

1987/8/31 

49.5 
北西 

1991/9/27 

47.0 
北西 

1942/8/27 

44.3 
南南東 

1993/8/10 

42.8 
南東 

2020/9/7 
 
 

 

 

佐世保 
1946/11～ 

2024/8 

29.8 
北 

1951/10/14 

29.2 
北 

1951/10/15 

26.3 
南南東 

2020/9/7 

26.1 
北 

1950/9/13 

25.7 
北 

1949/6/21 

平 戸 
1940/1～ 
2024/8 

36.8 
北西 

1942/8/27 

32.4 
南南東 

1956/9/10 

31.1 
南南東 

1959/9/17 

29.0 
北北東 

1951/10/14 

27.5 
北北東 

1945/10/10 

 

 

 

(11) 日最大瞬間風速の極値・順位値及びその風向 （単位：ｍ/ｓ及び16方位） 

 １ 位 ２ 位 ３ 位 ４ 位  ５ 位 
長 崎 
1951/9～ 
2024/8 

54.3 
南西 

1991/9/27 

43.5 
東南東 

2006/9/17 

41.9 
南西 

2004/9/7 

41.5 
南西 

1957/12/12 

39.1 
南東 

1993/8/10 

雲仙岳 
1938/1 ～

2024/8 

63.7 
北 

2004/10/20 

60.0] 
南東 

1942/8/27 

58.1 
東南東 

2006/9/17 

54.8 
× 

1970/8/14 

54.4 
北東 

1939/10/16 

福 江 
1962/5～ 
2024/8 

55.6 
南 

1987/8/31 

54.1 
南 

1987/8/30 

53.4 
北 

2006/9/17 

49.5 
南 

1991/7/29 

47.5 
北北西 

1991/9/27 

厳 原 
1918/10～ 

2024/8 

52.1 
南東 

1987/8/31 

48.7 
南南東 

2004/8/19 

47.2 
南南西 

1968/8/16 

46.5 
南南東 

2003/9/12 

46.2 
南南東 

2020/9/3 

佐世保 
1951/3～ 
2024/8 

49.3 
北 

2004/10/20 

43.5 
北東 

2006/9/17 

42.1 
西 

1991/9/27 

41.6 
東南東 

2020/9/7 

41.4 
北北西 

2004/8/30 

平 戸 
1940/1～ 
2024/8 

53.2 
南 

1987/8/31 

49.5 
北西 

1991/9/27 

47.0 
北西 

1942/8/27 

44.3 
南南東 

1993/8/10 

42.8 
南東 

2020/9/7 
]：統計を行う対象資料が許容範囲を超えて欠けている（資料不足値）。 値そのものを信用する

ことはできず、通常は上位の統計に用いないが、極値、合計、度数等の統計ではその値以上

（以下）であることが確実である、といった性質を利用して統計に利用できる場合がある。 

×：欠測の場合、または欠測のために合計値や平均値等が求められない場合 
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改正理由 

（機関） 

誤字の修正（九州電力長崎支店） 

 

ページ 現 行 計 画 修 正 計 画（案） 

 

 

 

 

４０ 

第１編 序説 

第４章 防災に関し関係機関の処理すべき事務又は業務の大綱 

第２節 所掌事務又は業務 

 

５ 指定公共機関 

 

機  関  名 所    掌    事    項 

九州電力株式会社 

（長 崎 支 社） 

（1） 電力施設の整備と防災管理 

（2） 災害時における電力供給確保 

（3） 被災施設の応急対策と災害復旧 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１編 序説 

第４章 防災に関し関係機関の処理すべき事務又は業務の大綱 

第２節 所掌事務又は業務 

 

５ 指定公共機関 

 

機  関  名 所    掌    事    項 

九州電力株式会社 

（長 崎 支 店） 

（1） 電力施設の整備と防災管理 

（2） 災害時における電力供給確保 

（3） 被災施設の応急対策と災害復旧 
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改正理由 

（機関） 

防災基本計画の修正に伴う修正（県生活衛生課） 

 

ページ 現 行 計 画 修 正 計 画（案） 

 

 

 

 

４２ 

第２編 災害予防計画 

第１章 地域防災体制の確立 

第１節 防災知識普及計画 

 

防災関係職員及び一般住民に対し、災害予防又は災害応急措置等防災知識の普

及徹底を図り、より効果的な災害対策の実施に努めるものとする。その際には、

高齢者，障害者，外国人，乳幼児，妊産婦等の要配慮者の多様なニーズに十分配

慮し，地域において要配慮者を支援する体制が整備されるよう努めるとともに、

被災時の男女のニーズの違い等男女双方の視点に十分配慮するよう留意する（追

記）。 

また県及び市町は、災害発生後に、避難所や仮設住宅、ボランティアの活動場

所等において、被災者や支援者が性暴力・ＤＶの被害者にも加害者にもならない

よう、「暴力は許されない」意識の普及、徹底を図るものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２編 災害予防計画 

第１章 地域防災体制の確立 

第１節 防災知識普及計画 

 

防災関係職員及び一般住民に対し、災害予防又は災害応急措置等防災知識の普

及徹底を図り、より効果的な災害対策の実施に努めるものとする。その際には、

高齢者，障害者，外国人，乳幼児，妊産婦等の要配慮者の多様なニーズに十分配

慮し，地域において要配慮者を支援する体制が整備されるよう努めるとともに、

被災時の男女のニーズの違い等男女双方の視点に十分配慮するよう留意するこ

とに加え、家庭動物の飼養の有無による被災時のニーズの違いに配慮するよう努

める。 

また県及び市町は、災害発生後に、避難所や仮設住宅、ボランティアの活動場

所等において、被災者や支援者が性暴力・ＤＶの被害者にも加害者にもならない

よう、「暴力は許されない」意識の普及、徹底を図るものとする。 
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改正理由 

（機関） 

国の防災基本計画の修正に伴う追記（国土地理院九州地方測量部） 

ページ 現 行 計 画 修 正 計 画（案） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４３ 

第２編 災害予防計画 

第１章 地域防災体制の確立 

第１節 防災知識普及計画 

 

（略） 

 

３ 普及にあたっては徹底を図る必要のある事項を重点に普及するものとし、お

おむね次のとおりである。 

 

（略） 

 

（５）災害教訓の伝承 

過去に起こった大規模災害の教訓や災害文化を確実に後世に伝えていくため、

大規模災害に関する調査分析結果や映像を含めた各種資料をアーカイブとして

広く収集・整理し、適切に保存するとともに、広く一般の人々が閲覧できるよう

地図情報その他の方法により公開に努めるものとする。また、災害に関する石碑

やモニュメント等の（追加）持つ意味を正しく後世に伝えていくよう努めるもの

とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２編 災害予防計画 

第１章 地域防災体制の確立 

第１節 防災知識普及計画 

 

（略） 

 

３ 普及にあたっては徹底を図る必要のある事項を重点に普及するものとし、お

おむね次のとおりである。 

 

（略） 

 

（５）災害教訓の伝承 

過去に起こった大規模災害の教訓や災害文化を確実に後世に伝えていくため、

大規模災害に関する調査分析結果や映像を含めた各種資料をアーカイブとして

広く収集・整理し、適切に保存するとともに、広く一般の人々が閲覧できるよう

地図情報その他の方法により公開に努めるものとする。また、災害に関する石碑

やモニュメント等の自然災害伝承碑が持つ意味を正しく後世に伝えていくよう

努めるものとする。 
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改正理由 

（機関） 

自主防災組織の組織率の修正（県防災企画課） 

ページ 現 行 計 画 修 正 計 画（案） 

 

 

 

 

 

 

４９ 

 

 

 

 

 

第２編 災害予防計画 

第１章 地域防災体制の確立 

第５節 自主防災活動 

 

１．自主防災組織の役割 

（略） 

（３）自主防災組織の組織化 

 令和５年４月現在、長崎県における自主防災組織の組織率は74.3％にとどま

っている。県は、市町に対して、組織化促進に向けて強力に働きかけていくも

のとする。 

  組織化に関しては、全市町に対して目標値を設定し、県全体として令和７年 

度には80％台の組織率となることを目途として推進していく。 

市町は、市町地域防災計画に自主防災組織の整備計画を定め、その役割及び 

活動、市町の行う指導方針を具体的に明らかにするとともに、組織化における 

年次計画を策定するものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２編 災害予防計画 

第１章 地域防災体制の確立 

第５節 自主防災活動 

 

１．自主防災組織の役割 

（略） 

（３）自主防災組織の組織化 

 令和６年４月現在、長崎県における自主防災組織の組織率は74.8％にとどま

っている。県は、市町に対して、組織化促進に向けて強力に働きかけていくも

のとする。 

  組織化に関しては、全市町に対して目標値を設定し、県全体として令和７年 

度には80％台の組織率となることを目途として推進していく。 

市町は、市町地域防災計画に自主防災組織の整備計画を定め、その役割及び 

活動、市町の行う指導方針を具体的に明らかにするとともに、組織化における 

年次計画を策定するものとする。 
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改正理由 

（機関） 

能登半島地震を踏まえた防災対策の見直し（県地域づくり推進課、防災企画課） 

 

ページ 現 行 計 画 修 正 計 画（案） 

 

 

 

 

５２ 

第２編 災害予防計画 

第１章 地域防災体制の確立 

第５節 自主防災活動 

 

２ 県、市町の指導・助成 

県、市町は、自主防災組織づくりを積極的に推進し、組織内の充実を図るため国

の補助事業、助成制度等を有効に活用するとともに、（追加）自主防災に関する認

識を深めるため定期的な研修会を実施する。 

 

（追加） 

 

 

 

第２編 災害予防計画 

第１章 地域防災体制の確立 

第５節 自主防災活動 

 

２ 県、市町の指導・助成 

県、市町は、自主防災組織づくりを積極的に推進し、組織内の充実を図るため国

の補助事業、助成制度等を有効に活用するとともに、全国の奏功事例を踏まえた指

導・助言に努める。また、自主防災に関する認識を深めるため定期的な研修会を実

施する。 

 

（３）地域コミュニティ対策 

地域コミュニティの維持、活性化に向けて、市町などの求めに応じて集落

対策や地域運営組織の設立に関するアドバイザーを派遣するとともに、県内

先進事例について、ホームページでの発信に努める。 
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改正理由 

（機関） 

能登半島地震を踏まえた防災対策の見直しに係る追記（県防災企画課、福祉保健課、地域保健推進課、道路維持課） 

防災基本計画の記載事項の追記 

ページ 現 行 計 画 修 正 計 画（案） 

 

 

 

 

５４ 

 

 第２編 災害予防計画 

第１章 地域防災体制の確立 

第７節 防災体制の課題への備え 

 

１ 連携と協力 

（１）連携と協力 

平常時から、県、市町は、企業等との間で協定を締結するなど、連携強化を

進めることにより、災害時に各主体が迅速かつ効果的な災害応急対策等が行え

るように努めるものとし、協定締結などの連携強化に当たっては、訓練等を通

じて、発災時の連絡先、要請手続等の確認を行うなど、実効性の確保に留意す

るものとする。また、民間事業者に委託可能な災害対策に係る業務（被災情報

の整理、支援物資の管理・輸送、避難者の運送等）については、あらかじめ、

民間事業者との間で協定を締結しておく、輸送拠点として活用可能な民間事業

者の管理する施設を把握しておくなど協力体制を構築し、民間事業者のノウハ

ウや能力等を活用するものとする。 

さらに、トイレカーやトイレトレーラー、トレーラーハウス、キッチンカー、

セントラルキッチンなどの活用に係る連携についても、県、市町が連携にして

取り組むよう努める。 

（２）防災行動計画（タイムライン）の策定 

  県、市町は、他の関係機関との連携の上、災害時に発生する状況を予め想 

定し、各機関が実施する災害対応を時系列で整理した防災行動計画（タイム 

ライン）を作成するよう努めるものとする。また、災害対応の検証等を踏ま 

え、必要に応じて同計画の見直しを行うとともに、平時から訓練や研修等を 

実施し、同計画の効果的な運用に努めるものとする。 
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ページ 現 行 計 画 修 正 計 画（案） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 （３）道路管理者とインフラ事業者との連携推進 

県、市町の道路管理者及び上下水道、電力、通信等のインフラ事業者は、

道路と生活インフラの連携した復旧が行えるよう、関係機関との連携体制

の整備・強化に努めるものとする。 

  

 ２ 情報の収集について 

（１）情報収集のＩＴ化 

県、市町は、被災地における情報の迅速かつ正確な収集・連絡を行うため、

情報の収集・連絡システムのＩＴ化に努めるものとする。 

（２）多様な情報の活用 

   県は、情報の共有化を図るため、国の総合防災情報システム（ＳＯＢＯ－

ＷＥＢ）に接続し、共有した防災情報を活用して、災害対応に努める 

（３）体制の整備 

県は、機動的な情報収集活動を行うため、関係防災機関と連携して、必要 

に応じ航空機、無人航空機、船舶等の多様な情報集手段を活用できる体制の

構築を図るとともに、衛星通信、インターネットメール、防災行政無線等の

通信手段の整備等により、民間企業、報道機関、住民、事業者等からの情報

など多様な災害関連情報等の収集体制の整備を図るよう努める。特に、災害

時に孤立するおそれのある市町で停電が発生した場合に備え、衛星通信など

により、当該地域の住民と当該市町との双方向の情報連絡体制を確保するよ

う留意するものとする。 

（４）通信手段の確保 

   県、市町は、災害時の情報通信手段について、平常時よりその確保に努め

る。通信が途絶している地域で、部隊や派遣職員等が活動する場合を想定し、

衛星通信を活用したインターネット機器の整備、活用に努める。また、通信

輻輳時及び途絶時を想定した通信統制や重要通信の確保及び非常通信を取り

入れた実践的通信訓練を定期的な実施に努める。 
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ページ 現 行 計 画 修 正 計 画（案） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 防災関係機関相互の連携体制 

（１）応援要請 

県は、国又は他の都道府県への応援要請が迅速に行えるよう、あらかじめ

国又は他の都道府県と要請の手順、連絡調整窓口、連絡の方法を取り決めて

おくとともに、連絡先の共有を徹底しておくなど、実効性の確保に努め、必

要な準備を整えておくものとする。 

市町は、県への応援要請が迅速に行えるよう、あらかじめ県と要請の手順、

連絡調整窓口、連絡の方法を取り決めておくとともに、連絡先の共有を徹底

しておくなど、実効性の確保に努め、必要な準備を整えておくものとする。 

市町は、避難指示等を発令する際に、国又は県に必要な助言を求めること

ができるよう、連絡調整窓口、連絡の方法を取り決めておくとともに、連絡

先の共有を徹底しておくなど、必要な準備を整えておくものとする。 

県は、市町と調整の上、市町の相互応援が円滑に進むよう、配慮する。 

（２）応援・受援計画の策定 

県、市町は、災害の規模や被災地のニーズに応じて円滑に他の地方公共団

体及び防災関係機関から応援を受けることができるよう、地域防災計画等に

応援計画や受援計画をそれぞれ位置付けるよう努めるものとする。また、派

遣される職員が、被災地で自活できる資機材や装備品の充実を図るよう努め

る。 

 （３）受援体制の整備 

 県、市町は、国や他の地方公共団体等からの応援職員等を迅速・的確に受 

  け入れて情報共有や各種調整等を行うための受援体制の整備に努めるものと 

  する。特に、庁内全体及び各業務担当部署における受援担当者の選定や応援

職員等の執務スペースの確保を行うものとする。 
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ページ 現 行 計 画 修 正 計 画（案） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  また、応援職員等の宿泊場所の確保が困難となる場合も想定して、応援職

員等に対して紹介できる、ホテル・旅館、公共施設の空きスペース、仮設の

拠点や車両を設置できる空き地など宿泊場所として活用可能な施設等のリス

ト化に努めるものとする。 

  その際、感染症対策のため、適当な空間の確保にも配慮するものとする。 

 

４ 物資の調達、供給活動関係 

ア 県、市町は、大規模な災害が発生した場合の被害及び外部支援の時期を

想定し、孤立が想定されるなど地域の地理的条件や過去の災害等を踏まえ、

必要とされる食料、飲料水、生活必需品、燃料、ブルーシート、土のう袋

その他の物資についてあらかじめ備蓄・調達・輸送体制を整備し、それら

必要な物資の供給のための計画を定めておくとともに、物資調達・輸送調

整等支援システムを活用し、あらかじめ、備蓄物資や物資拠点の登録に努

めるものとする。 

イ 特に、交通の途絶等により地域が孤立した場合でも食料・飲料水・医薬

品等の救援物資の緊急輸送が可能となるよう、無人航空機等の輸送手段の

確保に努めるものとする。また、海路による物資輸送に係る連携の拡大に

も努める。 

ウ 県、市町は、備蓄を行うに当たって、大規模な災害が発生した場合には、

物資の調達や輸送が平常時のようには実施できないという認識に立って、

初期の対応に十分な量の物資を備蓄するほか、物資の性格に応じ、集中備

蓄又は指定避難所の位置を勘案した分散備蓄を行うなどの観点に対しても

配慮するとともに、備蓄拠点を設けるなど、体制の整備に努めるものとす

る。 
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ページ 現 行 計 画 修 正 計 画（案） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

エ 県、市町は、平時から、訓練等を通じて、物資の備蓄状況や運送手段の

確認を行うとともに、災害協定を締結した民間事業者等の発災時の連絡先、

要請手続等の確認を行うよう努めるものとする。 

オ 県、市町の備蓄拠点については、輸送拠点として指定するなど、物資の

緊急輸送活動が円滑に行われるようあらかじめ体制を整備するものとす

る。 

 

５ 災害対策の活動拠点の機能の確保 

  県、市町は、庁舎や避難所、備蓄倉庫など、それぞれの機関の防災中枢機

能を果たす施設・設備の耐震化などの防災拠点の耐震化に向けた整備に努め

る。 

 

６ 避難所環境の整備  

（１）指定避難所の設置 

平時から、指定避難所の場所、収容人数、家庭動物の受入れ方法等に周知

徹底を図るとともに、指定避難所の開設状況や混雑状況等を周知することを

想定し、ホームページやアプリケーション等の多様な手段の整備に努めるも

のとする。 

また、必要に応じて、あらかじめ指定した施設以外の施設についても、災

害に対する安全性を確認のうえ、管理者の同意を得て、避難所として開設す

る。さらに、要配慮者に配慮して、被災地域外の地域にあるものを含め、旅

館・ホテル等を避難所として借り上げるなど、多様な避難所の確保に努める

ものとする。 
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ページ 現 行 計 画 修 正 計 画（案） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）感染症対策 

市町は、感染症対策のため、平常時から、指定避難所のレイアウトや動線

等を確認しておくとともに、感染症患者が発生した場合の対応を含め、防災 

担当部局と保健医療担当部局が連携して、必要な措置を講じるよう努めるも

のとする。また、必要な場合には、国や独立行政法人等が所有する研修施設、

ホテル・旅館等の活用を含めて、可能な限り多くの避難所の開設に努めるも

のとする。 

（３）状況把握の体制整備 

  ア 市町は、保健師、福祉関係者、ＮＰＯ等の様々な主体が地域の実情に  

に応じて実施している状況把握の取組を円滑に行うことができるよう事前

に実施主体間の調整を行うとともに、状況把握が必要な対象者や優先順位

付け、個人情報の利用目的や共有範囲について、あらかじめ、検討するよ

う努めるものとする。 

  イ 市町は、在宅避難者等が発生する場合や、避難所のみで避難者等を受け  

   とが困難となる場合に備えて、あらかじめ、地域の実情に応じ、在宅避難

者等が利用しやすい場所に在宅避難者等の支援のための拠点を設置するこ

と等、在宅避難者等の支援方策を検討するよう努めるものとする。 
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改正理由 

（機関） 

災害時確保する飼料の種類・量等の見直し（県畜産課） 

ページ 現 行 計 画 修 正 計 画（案） 

 

 

 

 

６３ 

第２編 災害予防計画 

第３章 災害備蓄物資並び災害対策基金等の確保 

第１節 災害備蓄物資並びに資器材の確保計画 

 

３ 種子、飼料等の確保 

（２）飼料 

（略） 

イ 飼料品目および基準所要量 

飼 料 別 家 畜 別 １日１頭当り所要量（㎏） 

配 合 飼 料 乳牛 

肉用牛（肥育） 

 〃 

 〃 （繁殖） 

豚 

採卵鶏 

ブロイラー 

経産牛           10.00 

和牛肥育           7.71 

乳雄肥育           8.66 

経産牛            1.00 

肥育豚            2.44 

成鶏             0.11 

仕上げ期           0.23 

乾  草 乳牛 

肉用牛（肥育） 

 〃 

 〃 （繁殖） 

経産牛            9.4 

和牛肥育           1.29 

乳雄肥育           1.29 

経産牛            4.38 

 注）算出根拠：長崎県農林基準技術、日本飼養標準等 

第２編 災害予防計画 

第３章 災害備蓄物資並び災害対策基金等の確保 

第１節 災害備蓄物資並びに資器材の確保計画 

 

３ 種子、飼料等の確保 

（２）飼料 

（略） 

イ 飼料品目および基準所要量 

飼 料 別 家 畜 別 １日１頭（羽）当り所要量（㎏） 

配 合 飼 料 乳用牛 

肉用牛（肥育） 

 〃 

 〃 （繁殖） 

  〃 

  〃 

豚 

 〃 

 〃 

採卵鶏 

ブロイラー 

経産牛            11.0 

肥育牛（前期）          4.3   

〃 （中後期）        8.5 

経産牛              0.8 

子牛（育成）          3.7 

〃（人工乳）                0.5 

種豚              2.5 

肥育豚（30kg～）            2.5 

子豚 （～30kg）       0.6 

成鶏              0.10 

肥育期            0.17 

乾  草 乳用牛 

肉用牛（肥育） 

 〃 

 〃 （繁殖） 

 〃 

経産牛            12.8 

肥育牛（前期）         3.9

（削除）         （削除） 

経産牛             4.7 

子牛（育成）                  1.3 

注）算出根拠：長崎県農林基準技術、日本飼養標準等 
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改正理由 

（機関） 

国の事業体系変更に伴う改正及び森林整備保全計画の見直しによる改正（県森林整備室） 

ページ 現 行 計 画 修 正 計 画（案） 

 

 

６５ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６６ 

 

 

 

 

第２編 災害予防計画 

第４章 県土保全対策計画 

１ 治山事業 

 

 （略） 

 

（１） 主な治山事業 

 ア 一般治山事業 

（ア） 山地治山事業 

 

（略） 

 

④ 地域防災対策総合治山事業 

  荒廃山地、荒廃危険山地等が存する一定地域における山地災害の未然防止

や、荒廃地等の緊急的な復旧整備を実施する。 

 (追加) 

 

 

 

 （略） 

 

（ウ）水源地域等保安林整備事業  

① 水源地域整備  

水資源の確保上重要なダム等の上流の水源地域において水源の確保と国土

の保全に資するため荒廃地の復旧整備、荒廃森林の整備を総合的実施する。  

 

第２編 災害予防計画 

第４章 県土保全対策計画 

１ 治山事業 

 

 （略） 

 

（１） 主な治山事業 

 ア 一般治山事業 

（ア） 山地治山事業 

 

（略） 

 

④ 山地災害重点地域総合対策 

  リモートセンシング技術を活用して調査し、計画を策定した危険個所の復旧

整備や崩壊等を未然に防止する。 

⑤ 林地荒廃防止 

  激甚災害法に基づき指定された災害により被災した地域において、風倒木・

流木などに起因する山地災害を未然に防止する。 

 

 （略） 

 

（ウ）流域保全総合治山事業 

 流域保全総合治山 

  流域保全上重要な水系の上流森林等において、筋工・柵工などの簡易構造 

 物の設置や組み合わせにより、森林における雨水の浸透・保水機能の向上や流

木に起因する災害を未然に防止する。 
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ページ 現 行 計 画 修 正 計 画（案） 

 

 

 

 

 

 

②共生保安林整備統合補助（生活環境保全林整備、環境防災林整備、自然景観

保全治山） 

 快適な生活環境、自然環境の保全・形成を図るため、防災機能発揮が必要と

される地域における森林の総合的整備を実施する。 

 

（略） 

 

（２） 治山事業実施計画  

令和元年度を初年度とする森林整備保全事業計画（令和元年度～５年度）に基

づき実施する。 

 

 

 

 

 

 ②（削除） 

 

 

 

 

（略） 

 

（２） 治山事業実施計画 

令和６年度を初年度とする森林整備保全事業計画（令和６年度～１０年度）に

基づき実施する。 
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改正理由 

（機関） 

能登半島地震を踏まえた防災対策の見直し（県砂防課） 

表現・誤字の訂正、防災対策の見直し等（県港湾課） 

ページ 現 行 計 画 修 正 計 画（案） 

 

 

 

６７ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２編 災害予防計画 

第３章 県土保全対策計画 

 

３ 砂防事業 

（略） 

今後も強力にハード面の施設による土砂災害防止対策を実施するとともに、

本県の情報基盤緊急整備計画により整備される降雨等の情報収集処理システ

ムとして長崎県河川砂防情報システムの構築や土砂災害の発生するおそれが

ある土砂災害警戒区域等の指定など、地域住民の自主避難や市町村が持つ警

戒・避難体制の確立等に役立つ情報として、土砂災害に関する警戒情報の提

供・伝達（追加）を実施するなど、県民を土砂災害から守るためハード・ソフ

ト両面から安全・安心対策を実施している。 

 

５ 海岸保全施設整備事業（国土交通省港湾局所管） 

（略） 

（１）高潮対策 

高潮、波浪、津波等の海水による災害を防除するため、海岸保全施設の

施設または改良を行う。 

（２）侵食対策 

（略） 

（３）老朽化対策 

（略） 

  （追加） 

 

 

 

 

第２編 災害予防計画 

第３章 県土保全対策計画 

 

３ 砂防事業 

（略） 

今後も強力にハード面の施設による土砂災害防止対策を実施するとともに、

本県の情報基盤緊急整備計画により整備される降雨等の情報収集処理システ

ムとして長崎県河川砂防情報システムの構築や土砂災害の発生するおそれが

ある土砂災害警戒区域等の指定など、地域住民の自主避難や市町村が持つ警

戒・避難体制の確立等に役立つ情報として、土砂災害に関する警戒情報の提

供・伝達、市町のハザードマップ作成支援を実施するなど、県民を土砂災害か

ら守るためハード・ソフト両面から安全・安心対策を実施している。 

 

５ 海岸保全施設整備事業（国土交通省港湾局所管）、港湾事業及び空港事業 

（略） 

（１）高潮対策事業 

高潮、波浪、津波等の海水による災害を防除するため、海岸保全施設の

新設または改良を行う。 

（２）侵食対策事業 

（略） 

（３）老朽化対策事業 

（略） 

（５）港湾事業 

  台風による港内施設への高潮・高波被害を防止するため、防波堤の機能 

強化を行う。 

（６）空港事業 

    航空機による人員、緊急物資等の緊急輸送体制の構築を図るため、滑走

路端安全区域などの整備を行う。 
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改正理由 

（機関） 

県営漁港数の記載削除（県漁港漁場課） 

ページ 現 行 計 画 修 正 計 画（案） 

 

 

 

７０ 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２編  災害予防計画 

第４章  県土保全対策計画 

 

１～７ （略） 

８ 漁港海岸保全施設整備事業及び水産基盤整備事業 

～（略）～長崎漁港等県営５０漁港において～（略） 

 

９～１０ （略） 

 

 

 

 

第２編  災害予防計画 

第４章  県土保全対策計画 

 

１～７ （略） 

８ 漁港海岸保全施設整備事業及び水産基盤整備事業 

～（略）～長崎漁港等県営漁港（削除）において～（略）～ 

 

９～１０ （略） 
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改正理由 

（機関） 

国の防災基本計画修正に伴う修正（県盛土対策室） 

ページ 現 行 計 画 修 正 計 画（案） 

 

 

 

７１ 

 

第２編 災害予防計画 

第４章  県土保全対策計画 

 

９ 盛土対策 

県及び市町は、盛土による災害防止に向けた総点検等を踏まえ、危険が確認

された盛土について、宅地造成及び特定盛土等規制法などの各法令に基づき、

速やかに撤去命令等の是正指導を行うものとする。また、県は、当該盛土につ

いて、対策が完了するまでの間に、市町において地域防災計画や避難情報の発

令基準等の見直しが必要になった場合には、適切な助言や支援を行うものとす

る。 

第２編 災害予防計画 

第４章  県土保全対策計画 

 

９ 盛土対策 

県は市町と連携し、宅地造成及び特定盛土等規制法に基づく管内の既存盛土

等に関する調査等を実施し、必要に応じ、把握した盛土等について安全性把握

のための詳細調査や経過観察等を行うものとする。また、これらを踏まえ、危

険が確認された盛土等について、宅地造成及び特定盛土等規制法などの各法令

に基づき、速やかに監督処分や撤去命令等の行政処分等の盛土等に伴う災害を

防止するために必要な措置を行うものとする。さらに、県は、当該盛土等につ

いて、対策が完了するまでの間に、市町において地域防災計画や避難情報の発

令基準等の見直しが必要になった場合には、適切な助言や支援を行うものとす

る。 
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改正理由 

（機関） 

防災基本計画の修正に伴う修正（県道路維持課） 

 

ページ 現 行 計 画 修 正 計 画（案） 

 

 

 

 

８９ 

第２編 災害予防計画 

第５章 形態別災害予防対策 

第６節 道路災害予防計画 

 

１ 道路整備事業 

(２)基本対策 

 エ 災害危険箇所の解消に努める。 

(資料編８ 道路災害予防計画)。 

   （追加） 

 

 

第２編 災害予防計画 

第５章 形態別災害予防対策 

第６節 道路災害予防計画 

 

１ 道路整備事業 

(２)基本対策 

 エ 災害危険箇所の解消に努める。 

(資料編８ 道路災害予防計画) 

    このうち、アンダーパス部等の道路の冠水を防止するため、排水施設及

び排水設備の補修等を推進する。また、渡河部の道路橋や河川に隣接する

道路の流失により、被災地の孤立が長期化しないよう、洗掘防止や橋梁の

架け替え等の対策を推進するものとする。 
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改正理由 

（機関） 

能登半島地震の課題を踏まえた防災対策の見直しに係る修正（県防災企画課） 

 

ページ 現 行 計 画 修 正 計 画（案） 

 

 

 

 

９１ 

 

第２編 災害予防計画 

第５章 形態別災害予防画 

第９節 (追加) 

 

第２編 災害予防計画 

第５章 形態別災害予防画 

第９節 孤立集落対策 

 

１．孤立集落への迅速な初動対応 

 (１)孤立の可能性のある集落の情報について、市町と連携し把握に努め、関係

機関において、共有する。 

(２)県総合防災情報システムの地図上に、道路通行止め、ヘリポート、ヘリコ

プター離発着適地、防災拠点港、空港などの参考情報を入力し、関係機関

で共有するとともに、災害対策本部における進入対策の検討における活用

に努める。 

(３)孤立集落が発生した場合の対応についての図上訓練やシミュレーション

に努める。 

２．ヘリコプター、船舶の活用 

 (１)県は、市町の協力により、ヘリコプター離発着適地の確保や離発着可能な 

機材の把握に努め、災害時のヘリコプターの円滑な活用に努める。 

(２)県は、市町と連携し、進入対策に活用できる港湾・漁港の情報を関係機関 

  と共有する。 

３．ドローン(無人飛行機)の活用のための備え 

  県、市町は、捜索や情報収集、物資の運搬などのため、ドローン(無人飛行

機)の活用促進のため、配備や民間団体等との連携の強化に努める。 

４．通信手段の確保 

  県と市町間について、衛星通信等を使用したインターネット機器などによる

通信手段を確保するための検討を進める。 
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改正理由 

（機関） 

防災基本計画の修正に伴う修正（県障害福祉課） 

ページ 現 行 計 画 修 正 計 画（案） 

 

 

 

 

９４ 

第２編 災害予防計画 

第６章 生活福祉に係る災害予防計画 

 

３．地域における避難行動要支援者対策の強化 

（１）避難行動要支援者名簿及び個別避難計画と支援体制の整備 

⑧ （略） 

 ⑨ 避難行動支援に係る共助力の向上 

市町は、地域の特性を踏まえつつ、防災や福祉、保健、医療等の各分野間の

関係者や機関、民間団体等が連携し、避難支援体制整備のための協議や研修、

避難訓練等を通じて平常時から顔の見える関係作りを行い、地域全体での支

援体制づくりを進める。 

 ⑩ （追加） 

 

第２編 災害予防計画 

第６章 生活福祉に係る災害予防計画 

 

３．地域における避難行動要支援者対策の強化 

（１）避難行動要支援者名簿及び個別避難計画と支援体制の整備 

⑧ （略） 

⑨ 障害者の緊急通報（新設） 

市町は、障害の種類及び程度に応じて障害者が緊急の通報を円滑な意思疎

通により迅速かつ確実に行うことができるようにするため、多様な手段によ

る緊急の通報の仕組みの整備の推進その他必要な施策を講ずるものとする。 

⑩ 避難行動支援に係る共助力の向上 

市町は、地域の特性を踏まえつつ、防災や福祉、保健、医療等の各分野   

間の関係者や機関、民間団体等が連携し、避難支援体制整備のための協議や

研修、避難訓練等を通じて平常時から顔の見える関係作りを行い、地域全体

での支援体制づくりを進める。 
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改正理由 

（機関） 

能登半島地震を踏まえた防災対策の見直し（県福祉保健課） 

 

ページ 現 行 計 画 修 正 計 画（案） 

 

 

 

 

 

９５ 

第２編 災害予防計画 

第６章 生活福祉に係る災害予防計画 

 

３  地域における避難行動要支援者対策の強化 

 

 （追加） 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３） 観光客・旅行者等の安全確保 

 

（４） 外国人の安全確保 

 

第２編 災害予防計画 

第６章 生活福祉に係る災害予防計画 

 

３  地域における避難行動要支援者対策の強化 

 

（３）福祉避難所等における福祉支援確保 

   県は、福祉避難所等における福祉支援確保のため、ＤＷＡＴ（災害派遣福

祉チーム）等の派遣の体制づくりに努める。 

①ＤＷＡＴ（災害派遣福祉チーム）チーム員の登録推進を図る。 

  ②平時から連絡体制の確認や派遣時のルールつくりなど、災害時に速やかに

支援活動につながる体制づくりに努める。 

 

 

 

（４） 観光客・旅行者等の安全確保 

 

（５） 外国人の安全確保 
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改正理由 

（機関） 

能登半島地震を踏まえた防災対策の見直し（県県民生活環境課） 

 

ページ 現 行 計 画 修 正 計 画（案） 

 

 

 

９５ 

第２編 災害予防計画 

第６章 生活福祉に係る災害予防計画 

 

４ 災害時におけるボランティア活動を支援するための環境整備 

（２） 県及び市町は、県・市町社会福祉協議会及び公益財団法人県民ボラン

ティア振興基金と協力し、「長崎県災害救援ボランティア活動マニュアル

（令和4年3月）」を活用して、災害時におけるボランティア活動の環境整

備のため、ボランティアの登録、コーディネータの養成、ボランティアの

拠点相互のネットワーク構築等に努める。 

（追加） 

 

 

 

（４）災害ボランティアの中核拠点となる支援組織として、県社会福祉協議会

及び市町社会福祉協議会は、県、市町及び公益財団法人県民ボランティア

振興基金と協力し、「長崎県災害救援ボランティア活動マニュアル（令和4

年3月）」を活用して、災害時に次のことを行うための準備を平時から行う。

（県における災害ボランティアに関する総合窓口は県民生活環境部県民生

活環境課） 

① 県災害ボランティア本部の設置・運営（県社会福祉協議会） 

② 災害時のボランティアの窓口となる（追加）災害ボランティアセンタ

ーの設置・運営（市町社会福祉協議会） 

市町社会福祉協議会と市町は、協議のうえ、（追加）災害ボランティア 

センターの円滑な設置・運営のため、被害想定や耐震構造を考慮して、

設置候補地となる施設をあらかじめ選定しておく。 

第２編 災害予防計画 

第６章 生活福祉に係る災害予防計画 

 

４ 災害時におけるボランティア活動を支援するための環境整備 

（２） 県及び市町は、県・市町社会福祉協議会及び公益財団法人県民ボランテ

ィア振興基金と協力し、「長崎県災害救援ボランティア活動マニュアル（令

和4年3月）」を活用して、災害時におけるボランティア活動の環境整備の

ため、ボランティアの登録、コーディネータの養成、ボランティアの拠点

相互のネットワーク構築等に努める。 

    また、専門的な知識や技術を有するボランティア団体の受入れを円滑 

に進めるため、県は、平時から、専門的ＮＰＯ・ボランティア団体等との

連携体制を構築するとともに、関係課と連携し、専門的な知識や技術を有

するボランティア団体等に係る情報を共有するよう努める。 

（４）災害ボランティアの中核拠点となる支援組織として、県社会福祉協議会

及び市町社会福祉協議会は、県、市町及び公益財団法人県民ボランティア

振興基金と協力し、「長崎県災害救援ボランティア活動マニュアル（令和4

年3月）」を活用して、災害時に次のことを行うための準備を平時から行う。

（県における災害ボランティアに関する総合窓口は県民生活環境部県民生

活環境課） 

① 県災害ボランティア本部の設置・運営（県社会福祉協議会） 

② 災害時のボランティアの窓口となる市町災害ボランティアセンター

の設置・運営（市町社会福祉協議会） 

市町社会福祉協議会と市町は、協議のうえ、市町災害ボランティアセ 

ンターの円滑な設置・運営のため、被害想定や耐震構造を考慮して、 

設置候補地となる施設をあらかじめ選定しておく。 
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改正理由 

（機関） 

表現・誤字の訂正、最新の情報への更新に伴う修正（長崎地方気象台） 

ページ 現 行 計 画 修 正 計 画（案） 

 

 

 

 

 

 

１１４ 

 

 

 

 

 

 

 

 

１１６ 

 

 

 

 

 

 

１２０ 

 

 

 

第３編 災害応急対策計画 

第２章 通信及び情報収集伝達計画 

第１節 防災気象情報の伝達計画 

 

２ 特別警報・警報・注意報 

特別警報・警報・注意報の種類と概要 

※ 地面現象注意報及び浸水注意報はその注意報事項を気象注意報に、地面現象

警報はその警報事項を気象警報に、地面現象特別警報はその警報事項を気象特別

警報に、浸水警報はその警報事項を気象警報又は気象特別警報に、それぞれ含め

て行われる。  

   地面現象特別警報は、「大雨特別警報（土砂災害）」として発表される。浸水

警報の警報事項を含めて行われる気象特別警報は、「大雨特別警報（浸水害）」と

して発表される。 

 

 

【大雨、洪水及び高潮警報・注意報基準表（別表１～４）の解説】 

（４）大雨警報・注意報の表面雨量指数基準は、市町村等の域内において単一の

値をとる。 

 

 

 

 

別表4 高潮警報・注意報発表基準 平成24年5月29日現在 

【大雨、洪水及び高潮警報・注意報基準表（別表１～４）の解説】 

（１）～（10）（略） 

 

 

第３編 災害応急対策計画 

第２章 通信及び情報収集伝達計画 

第１節 防災気象情報の伝達計画 

 

２ 特別警報・警報・注意報 

特別警報・警報・注意報の種類と概要 

※ 土砂崩れ注意報及び浸水注意報はその注意報事項を気象注意報に、土砂崩れ

警報はその警報事項を気象警報に、土砂崩れ特別警報はその警報事項を気象特別

警報に、浸水警報はその警報事項を気象警報又は気象特別警報に、それぞれ含め

て行われる。  

   土砂崩れ特別警報は、「大雨特別警報（土砂災害）」として発表される。浸水

警報の警報事項を含めて行われる気象特別警報は、「大雨特別警報（浸水害）」と

して発表される。 

 

 

【大雨、洪水及び高潮警報・注意報基準表（別表１～４）の解説】 

（４）大雨警報・注意報の表面雨量指数基準は、市町村等の域内において単一の

値をとる。ただし、暫定基準を設定する際に市町村等の一部地域のみ通常より低

い基準で運用する場合がある。この場合、別表１及び３の表面雨量指数基準には

市町村等の域内における基準の最低値を示している。 

 

 

別表4 高潮警報・注意報基準 平成24年5月29日現在 

（削除）※P116に記載済み。 
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改正理由 

（機関） 

表現・誤字の訂正、最新の情報への更新に伴う修正（長崎地方気象台） 

ページ 現 行 計 画 

 

１１５  
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改正理由 

（機関） 

表現・誤字の訂正、最新の情報への更新に伴う修正（長崎地方気象台） 

ページ 修 正  計 画（案） 

 

１１５  
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ページ 現 行 計 画 修 正 計 画（案） 

 

１２３ 

 

 

 

 

１２４ 

 

 

 

 

 

１２５ 

 

 

１２６ 

 

 

 

 

 

３９０ 

 

６ 長崎県気象情報 

「大雨特別警報が発表されたときには、その内容を補足する「記録的な大雨

に関する長崎県気象情報」という表題の気象情報が速やかに発表される。」 

「大雨による災害発生の危険度が（略） 

 

９ 記録的短時間大雨情報 

長崎県内で大雨警報発表中の二次細分区域において、キキクルの「非常に危

険」（うす紫）が出現し、かつ数年に一度程度しか発生しないような猛烈な雨（１

時間降水量）が観測（地上の雨量計による観測）又は解析（気象レーダーと地上

の雨量計を組み合わせた分析）されたときに、気象庁から発表される。（略） 

 

１５  火山現象に関する警報等  

福岡管区気象台が「雲仙岳」及び「福江火山郡」に関する（略） 

 

１７  気象情報の伝達系統 

  気象警報等に伝達系統図 

注1) 二重枠・・・気象業務法施行令第８条□第１号 

注2）二重線の経路は、・・・伝達□経路 

注3）気象警報等を・・・各関係機関へ□□提供 

 

長崎地方気象台に関わる噴火予報・警報等の伝達系統図 

（注）1行目 ・・・規定に基づく法定□□伝達先 

（注）2行目 ・・・気象業務法第□15条の2 

（注）3行目 ・・・火山の状況に関する解説情報（臨時の発表であることを

明記したものに限る。□□□） 

（注）4行目 ・・・(略)活動火山対策特別措置法第□12条によって、通報又

は要請が義務づけられている伝達□経路 

 

６ 長崎県気象情報 

（削除）大雨特別警報・・・「記録的な大雨に関する長崎県気象情報」・・・

に発表される。（削除） 

（削除）大雨による災害発生の危険度が（略） 

 

９ 記録的短時間大雨情報 

長崎県内で大雨警報発表中の二次細分区域において、キキクルの「危険」（紫）

が出現し、かつ数年に一度程度しか発生しないような猛烈な雨（１時間降水量）

が観測（地上の雨量計による観測）又は解析（気象レーダーと地上の雨量計を

組み合わせた分析）されたときに、気象庁から発表される。（略） 

 

１５ 火山現象に関する警報等  

福岡管区気象台が「雲仙岳」及び「福江火山群」に関する（略） 

 

１７ 気象情報の伝達系統 

気象警報等に伝達系統図 

注1) 二重枠・・・気象業務法施行令第８条第１号 

注2）二重線の経路は、・・・伝達経路 

注3）気象警報等を・・・各関係機関へ提供。 

 

長崎地方気象台に関わる噴火予報・警報等の伝達系統図 

（注）1行目 ・・・規定に基づく法定伝達先 

（注）2行目 ・・・気象業務法第15条の2 

（注）3行目 ・・・火山の状況に関する解説情報（臨時の発表であることを

明記したものに限る。） 

（注）4行目 ・・・(略)活動火山対策特別措置法第12条によって、通報又

は要請が義務づけられている伝達経路 

 

 



令和６年度「長崎県地域防災計画（基本計画編）」修正案 （新旧対照） 

 - 31 - 

 

改正理由 

（機関） 

誤字等の修正（長崎地方気象台） 

ページ 現 行 計 画 修 正 計 画（案） 

 

１２６ 

 

 

１７ 気象情報の伝達系統 

 

 

 

１７ 気象情報の伝達系統 
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改正 

理由 

（機関） 

誤字等の修正（長崎地方気象台） 

ページ 現 行 計 画 修 正 計 画（案） 

 

３９０ 
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改正理由

(機関） 

統計値、期間の変更など（長崎地方気象台） 

ページ 現 行 計 画 改 正 計 画 

１１７ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別表１  大雨警報・注意報発表基準          令和5年6月8日現在 

市町村等を 

まとめた地域 
市町村等 

大雨警報 大雨注意報 

表面雨量指数基準 土壌雨量指数基準 表面雨量指数基準 土壌雨量指数基準 

島原半島 

島原市 25 203 15 119 

雲仙市 20 194 13 114 

南島原市 22 178 12 105 

長崎地区 

長崎市 29 164 19 96 

長与町 29 181 19 106 

時津町 29 167 18 98 

諫早・大村地区 

諫早市 21 188 13 110 

大村市 28 176 18 103 

西彼杵半島 
西海市（江島・平

島を除く） 
30 201 20 118 

平戸・松浦地区 

平戸市 27 170 13 100 

松浦市 23 207 13 122 

佐世保・東彼地

区 

佐世保市（宇久

地域を除く） 
23 155 15 91 

東彼杵町 22 205 15 120 

川棚町 22 208 17 122 

波佐見町 21 213 14 125 

 

別表１  大雨警報・注意報基準          令和6年5月23日現在 

市町村等を 

まとめた地域 
市町村等 

大雨警報 大雨注意報 

表面雨量指数基準 土壌雨量指数基準 表面雨量指数基準 土壌雨量指数基準 

島原半島 

島原市 25 198 15 114 

雲仙市 20 189 13 109 

南島原市 22 173 12 100 

長崎地区 

長崎市 29 160 19 92 

長与町 29 176 19 102 

時津町 29 163 18 94 

諫早・大村地区 

諫早市 21 184 13 106 

大村市 28 172 18 99 

西彼杵半島 
西海市（江島・平

島を除く） 
30 196 20 113 

平戸・松浦地区 

平戸市 27 165 13 95 

松浦市 23 202 13 117 

佐世保・東彼地

区 

佐世保市（宇久

地域を除く） 
23 151 15 87 

東彼杵町 22 200 15 116 

川棚町 22 203 17 117 

波佐見町 21 207 14 120 
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佐々町 22 209 15 123 

壱岐 壱岐市 25 168 15 99 

上対馬 上対馬 19 197 10 116 

下対馬 下対馬 14 179 9 105 

上五島 

佐世保市（宇

久地域） 
27 183 16 107 

西海市（江島・

平島） 
27 192 16 113 

小値賀町 27 187 16 110 

新上五島町 27 187 13 110 

下五島 五島市 30 196 20 115 

 

 

 

 別表２  洪水警報発表基準                             令和5年6月8日現在 

市町村等を 

まとめた地域 
市町村等 流域雨量指数基準 複合基準＊1 

指定河

川洪水

予報に

よる基

準 

島原半島 

島原市 
湯江川流域=11.6，西川流域=9.2， 

大手川流域＝5.7  水無川流域=11.8 
― ― 

雲仙市 
湯田川流域=7  山田川流域=8.5  西郷川流域=9.3 

神代川流域=10.4，多比良川流域=3.1 土黒川流域=11.9， 

千々 石川流域=18  境川流域=9.4， 

多比良川流域=（10，3.1） 

 
― 

南島原市 
深江川流域=11，有家川流域=15.1，大手川流域=5.1， 

有馬川流域=9.7，堀川流域=10.4 
― ― 

長崎地区 

長崎市 
戸根川流域=11，神浦川流域=15.3，出津川流域=8.4 

浦上川流域=18.3中島川流域=13.7，鹿尾川流域=13.1， 

大川流域=10.7、八郎川流域=17.1，大井手川流域=7.5 

― ― 

長与町 長与川流域=15.2 ― ― 

時津町 時津川流域=7.4 ― ― 

佐々町 22 204 15 118 

壱岐 壱岐市 25 164 15 95 

上対馬 上対馬 19 192 10 111 

下対馬 下対馬 24 175 14 101 

上五島 

佐世保市（宇

久地域） 
27 179 16 103 

西海市（江島・

平島） 
27 188 16 109 

小値賀町 27 182 16 105 

新上五島町 27 183 13 106 

下五島 五島市 30 191 20 110  

 

  

   

別表２  洪水警報基準                              令和６年５月２３日現在 

市町村等を 

まとめた地域 
市町村等 流域雨量指数基準 複合基準＊1 

指定河

川洪水

予報に

よる基

準 

島原半島 

島原市 
湯江川流域=11.6，西川流域=9.2， 

大手川流域＝5.7  水無川流域=11.8 
― ― 

雲仙市 
湯田川流域=7  山田川流域=8.5  西郷川流域=9.3 

神代川流域=10.4，多比良川流域=3.1 土黒川流域=11.9， 

千々 石川流域=18  境川流域=9.4， 

多比良川流域=（10，3.1） 

 
― 

南島原市 
深江川流域=11，有家川流域=15.1，大手川流域=5.1， 

有馬川流域=9.7，堀川流域=10.4 
― ― 

長崎地区 

長崎市 
戸根川流域=11，神浦川流域=15.3，出津川流域=8.4 

浦上川流域=18.3中島川流域=13.7，鹿尾川流域=13.1， 

大川流域=10.7、八郎川流域=17.1，大井手川流域=7.5 

― ― 

長与町 長与川流域=15.2 ― ― 

時津町 時津川流域=7.4 ― ― 
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１１７ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

諫早・大村地区 

諫早市 

長田川流域=10.5，福田川流域=7.3，長里川流域=10.3， 

境川流域=12.5，小江川流域=10.6，仁反田川流域=5， 

東大川流域=15.5，喜々 津川流域=12.2，江ノ浦川流域=12.2，

半造川流域=17.3  

福田川流域 =（12，

5.2）， 

仁反田川流域 =（16，

3.2）， 

東大川流域 =（10，

13.9）， 

江ノ浦川流域 =（10，

10,9）， 

本明川流域 =（18，

11.3） 

半造川流域 =（10，

13.2） 

本明川

[裏山] 

大村市 
郡川流域=18.8，大上戸川流域=10.1，内田川流域

=6.6，鈴田川流域=8.7 

大上戸川流域＝（14,9） 

鈴田川流域＝（14,7.8） 
― 

西彼杵半島 
西海市（江島・平

島を除く） 

大明寺川流域=12.4，木場川流域=8.8， 

多以良川流域=10  雪浦川流域=20.4 
― ― 

平戸・松浦地区 

平戸市 
釜田川流域=8.3，中津良川流域=8.8， 

神曽根川流域=11  鏡川流域＝6.4 
― ― 

松浦市 
今福川流域=9.3，調川川流域=8.7，志佐川流域=16.6， 

竜尾川流域=11.2 
志佐川流域=（10，14.9） ― 

佐世保・東彼地

区 

佐世保市（宇久地

域を除く） 

江迎川流域=16.5，鹿町川流域=11.6，佐々 川流域=21.3， 

相浦川流域=23.7，佐世保川流域=11，日宇川流域=12.2， 

小森川流域=14.5，金田川流域=9.2，宮村川流域=10.4， 

小川内川流域=8.7，牟田川流域=7.4，早岐川流域=8.9 

― ― 

 

東彼杵町 彼杵川流域=13.3,千綿川流域=12.1 ― ― 

川棚町 川棚川流域=22.7 ― ― 

波佐見町 川棚川流域=15 ― ― 

佐々町 佐々川流域=24.9，木場川流域=10.2 ― ― 

壱岐 壱岐市 
幡鉾川流域=16.7，永田川流域＝ 6.5 

谷江川流域=15.1 
― ― 

上対馬 上対馬 
舟志川流域=12.6,三根川流域=14.6，仁田川流域=16， 

佐護川流域=19.7，飼所川流域=14.1 

佐護川流域=（8，19.7） 

飼所川流域=（8，12.6） 
― 

下対馬 下対馬 

仁位川流域=10.8，け知川流域=6.9，瀬川流域=12.8 

久根川流域=8.7，佐須川流域=16.7 

加志川流域=7.7，厳原本川流域=3.2 

 

け知川流域=（7，6.5）， 

 
― 

上五島 

佐世保市（宇久

地域） 
 ― ― 

西海市（江島・

平島） 
 ― ― 

諫早・大村地区 

諫早市 

長田川流域=10.5，福田川流域=7.3，長里川流域=10.3， 

境川流域=12.5，小江川流域=10.6，仁反田川流域=5， 

東大川流域=15.5，喜々 津川流域=12.2，江ノ浦川流域=12.2，

半造川流域=16.7  

福田川流域 =（10，

5.2）， 

仁反田川流域 =（16，

3.2）， 

東大川流域 =（10，

13.9）， 

江ノ浦川流域 =（10，

10,9）， 

本明川流域 =（18，

11.3） 

半造川流域 =（10，

12.8） 

本明川

[裏山] 

大村市 
郡川流域=18.8，大上戸川流域=10.1，内田川流域

=6.6，鈴田川流域=8.7 

大上戸川流域＝（14,9） 

鈴田川流域＝（14,7.8） 
― 

西彼杵半島 
西海市（江島・平島を除

く） 

大明寺川流域=12.4，木場川流域=8.8， 

多以良川流域=10  雪浦川流域=20.4 
― ― 

平戸・松浦地区 

平戸市 
釜田川流域=8.3，中津良川流域=8.8， 

神曽根川流域=11  鏡川流域＝6.4 
― ― 

松浦市 
今福川流域=9.3，調川川流域=8.7，志佐川流域=16.6， 

竜尾川流域=11.2 
志佐川流域=（10，14.9） ― 

佐世保・東彼地

区 

佐世保市（宇久地域を除

く） 

江迎川流域=16.5，鹿町川流域=11.6，佐々 川流域=21.3， 

相浦川流域=23.7，佐世保川流域=11，日宇川流域=12.2， 

小森川流域=14.5，金田川流域=9.2，宮村川流域=10.4， 

小川内川流域=8.7，牟田川流域=7.4，早岐川流域=8.9 

― ― 

 

東彼杵町 彼杵川流域=13.3,千綿川流域=12.1 ― ― 

川棚町 川棚川流域=22.7 ― ― 

波佐見町 川棚川流域=15 ― ― 

佐々町 佐々川流域=24.9，木場川流域=10.2 ― ― 

壱岐 壱岐市 
幡鉾川流域=16.7，永田川流域＝ 6.5 

谷江川流域=15.1 
― ― 

上対馬 上対馬 
舟志川流域=12.6,三根川流域=14.6，仁田川流域=16， 

佐護川流域=19.7，飼所川流域=14.1 

佐護川流域=（8，19.7） 

飼所川流域=（8，12.6） 
― 

下対馬 下対馬 

仁位川流域=10.8，け知川流域=6.9，瀬川流域=12.8 

久根川流域=8.7，佐須川流域=16.7 

加志川流域=7.7，厳原本川流域=3.2 

 

け知川流域=（7，6.5）， 

 
― 

上五島 

佐世保市（宇久地域） 
 

 ― ― 

西海市（江島・平島）  ― ― 
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小値賀町  ― ― 

新上五島町 
釣道川流域＝9.8  佐野原川流域=10.4 

 
― ― 

下五島 五島市 
一の川流域=14.3，鰐川流域=13.7，中須川流域=11.4， 

福江川流域=14.5 
― ― 

 

 

 

別表３  洪水注意報発表基準             令和5年6月8日現在 
＊1 （表面雨量指数，流域雨量指数）の組み合わせによる基準値を表しています。 

市町村等を 

まとめた地域 
市町村等 流域雨量指数基準 複合基準＊1 

指定河川洪水

予報による基

準 

島原半島 

島原市 
湯江川流域=9.2，西川流域=7.3，大手川流域＝4.6 

水無川流域=9.4 
― ― 

雲仙市 

湯田川流域=5.6，山田川流域=6.8，西郷川流域=7.4， 

神代川流域=8.3，多比良川流域=2.5 土黒川流域=9.5，

千々 石川流域=14.4，境川流域=7.5， 

 

湯田川流域=（6，
5.6）， 
多比良川流域=（10，
2.4） 

― 

南島原市 
深江川流域=8.8，有家川流域=12，大手川流域=4.1， 

有馬川流域=7.7，堀川流域=8.3 

 

大手川流域=（10，4） 

有馬川流域（6,6,9） ― 

長崎地区 

長崎市 

戸根川流域=8.8，神浦川流域=12.2，出津川流域=6.7， 

浦上川流域=14.6，中島川流域=10.9，鹿尾川流域

=10.4， 

大川流域=8.5，八郎川流域=13.6，大井手川流域=6 

浦上川流域=（9，

14.6） 

鹿尾川流域=（15，

8.2） 

― 

長与町 長与川流域=12.1 ― ― 

時津町 時津川流域=5.9 ― ― 

諫早・大村地区 諫早市 

長田川流域=8.4，福田川流域=5.8，長里川流域=8.2， 

境川流域=8.9，小江川流域=8.4，仁反田川流域=4， 

東大川流域=12.4，喜々 津川流域=9.7，江ノ浦川流域

=9.7，半造川流域=13.8 

長田川流域=（8，7.3）， 

福田川流域=（6，4.7）， 

境川流域=（10，7.1）， 

仁反田川流域 =（6，

2.9）， 

東大川流域 =（6，

12.4）， 

江ノ浦川流域 =（6，

9.7）， 

本明川流域 =（6，

10.2） 

半造川流域 =（6，
11.9） 
 
 

本明川[裏山] 

小値賀町  ― ― 

新上五島町 
釣道川流域＝9.8  佐野原川流域=10.4 

 
― ― 

下五島 五島市 
一の川流域=14.3，鰐川流域=13.7，中須川流域=11.4， 

福江川流域=14.5 
― ― 

＊1 （表面雨量指数，流域雨量指数）の組み合わせによる基準値を表しています。 

 

 

別表３  洪水注意報基準                            令和6年5月23日現在 
＊1 （表面雨量指数，流域雨量指数）の組み合わせによる基準値を表しています。                   

市町村等を 

まとめた地域 
市町村等 流域雨量指数基準 複合基準＊1 

指定河川洪水

予報による基

準 

島原半島 

島原市 
湯江川流域=9.2，西川流域=7.3，大手川流域＝4.6 

水無川流域=9.4 
― ― 

雲仙市 

湯田川流域=5.6，山田川流域=6.8，西郷川流域=7.4， 

神代川流域=8.3，多比良川流域=2.5 土黒川流域=9.5，

千々 石川流域=14.4，境川流域=7.5， 

 

湯田川流域=（6，
5.6）， 
多比良川流域=（10，
2.4） 

― 

南島原市 
深江川流域=8.8，有家川流域=12，大手川流域=4.1， 

有馬川流域=7.7，堀川流域=8.3 

 

大手川流域=（10，4） 

有馬川流域（6,6,9） ― 

長崎地区 

長崎市 

戸根川流域=8.8，神浦川流域=12.2，出津川流域=6.7， 

浦上川流域=14.6，中島川流域=10.9，鹿尾川流域

=10.4， 

大川流域=8.5，八郎川流域=13.6，大井手川流域=6 

浦上川流域=（9，

14.6） 

鹿尾川流域=（15，

8.2） 

― 

長与町 長与川流域=12.1 ― ― 

時津町 時津川流域=5.9 ― ― 

諫早・大村地区 諫早市 

長田川流域=8.4，福田川流域=5.8，長里川流域=8.2， 

境川流域=8.9，小江川流域=8.4，仁反田川流域=4， 

東大川流域=12.4，喜々 津川流域=9.7，江ノ浦川流域

=9.7，半造川流域=13.3 

長田川流域=（8，7.3）， 

福田川流域=（6，4.7）， 

境川流域=（10，7.1）， 

仁反田川流域 =（6，

2.9）， 

東大川流域 =（6，

12.4）， 

江ノ浦川流域 =（6，

9.7）， 

本明川流域 =（6，

10.2） 

半造川流域 =（6，
11.5） 
 
 

本明川[裏山] 
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大村市 
郡川流域=15，大上戸川流域=8，内田川流域=5.2， 

鈴田川流域=6.9 

大上戸川流域＝（9,8）  

鈴田川流域＝（14,5.5） 
― 

西彼杵半島 
西海市（江島・平島を除

く） 

大明寺川流域=9.9，木場川流域=7，多以良川流域=8， 

雪浦川流域=16.3 
― ― 

平戸・松浦地区 

平戸市 
釜田川流域=6.6，中津良川流域=7， 

神曽根川流域=8.8 鏡川流域＝5.1 
釜田川流域=（6，6.6） ― 

松浦市 
今福川流域=7.4，調川川流域=6.9，志佐川流域=13.2， 

竜尾川流域=8.9 

志佐川流域 =（10，

13.2） 
― 

佐世保・東彼地

区 

佐世保市（宇久地域を除

く） 

江迎川流域=9.1，鹿町川流域=9.2，佐々 川流域=17， 

相浦川流域=18.9，佐世保川流域=8.8，日宇川流域

=9.7，小森川流域=11.6，金田川流域=7.3，宮村川流

域=8.3，小川内川流域=6.9，牟田川流域=5.9，早岐

川流域=7.1 

江迎川流域=（7，9.1） ― 

東彼杵町 彼杵川流域=10.6，千綿川流域=9.6 ― ― 

川棚町 川棚川流域=18.1 ― ― 

波佐見町 川棚川流域=12 ― ― 

佐々町 佐々 川流域=19.9，木場川流域=8.1 ― ― 

壱岐 壱岐市 
幡鉾川流域=13.3，永田川流域＝5.2 

谷江川流域=12 
 ― 

上対馬 上対馬 
舟志川流域=10，三根川流域=11.6，仁田川流域=12.8， 

佐護川流域=12.1，飼所川流域=11.2 

仁田川流域 =（5，

8.2）， 

佐護川流域=（7，11） 

飼所川流域＝（5,11.2） 

― 

下対馬 下対馬 

仁位川流域=8.6，け知川流域=5.5，久根川流域=6.9， 

佐須川流域=13.3，厳原本川流域=2.5，加志川流域

=6.1，瀬川流域=10.2 

け知川流域=（5，5.2） 

厳原本川流域 =（11，

1.6） 

加志川流域=（5，6.1） 

瀬川流域＝（5,10.2） 

久根川流域＝（5,6.9） 

― 

上五島 

佐世保市（宇久地域）  ― ― 

西海市（江島・平島）  ― ― 

小値賀町  ― ― 

新上五島町 釣道川流域＝7.8  佐野原川流域=8.3 釣道川流域＝（6,7.5）― ― 

下五島 五島市 
一の川流域=11.4,鰐川流域=10.9，中須川流域=9.1， 

福江川流域=11.6 
一の川流域 =（13,11.2) ― 

 

 

大村市 
郡川流域=15，大上戸川流域=8，内田川流域=5.2， 

鈴田川流域=6.9 

大上戸川流域＝（9,8）  

鈴田川流域＝（14,5.5） 
― 

西彼杵半島 
西海市（江島・平島を除

く） 

大明寺川流域=9.9，木場川流域=7，多以良川流域=8， 

雪浦川流域=16.3 
― ― 

平戸・松浦地区 

平戸市 
釜田川流域=6.6，中津良川流域=7， 

神曽根川流域=8.8 鏡川流域＝5.1 
釜田川流域=（6，6.6） ― 

松浦市 
今福川流域=7.4，調川川流域=6.9，志佐川流域=13.2， 

竜尾川流域=8.9 

志佐川流域 =（10，

13.2） 
― 

佐世保・東彼地

区 

佐世保市（宇久地域を除

く） 

江迎川流域=9.1，鹿町川流域=9.2，佐々 川流域=17， 

相浦川流域=18.9，佐世保川流域=8.8，日宇川流域

=9.7，小森川流域=11.6，金田川流域=7.3，宮村川流

域=8.3，小川内川流域=6.9，牟田川流域=5.9，早岐

川流域=7.1 

江迎川流域=（7，9.1） ― 

東彼杵町 彼杵川流域=10.6，千綿川流域=9.6 ― ― 

川棚町 川棚川流域=18.1 ― ― 

波佐見町 川棚川流域=12 ― ― 

佐々町 佐々 川流域=19.9，木場川流域=8.1 ― ― 

壱岐 壱岐市 
幡鉾川流域=13.3，永田川流域＝5.2 

谷江川流域=12 
 ― 

上対馬 上対馬 
舟志川流域=10，三根川流域=11.6，仁田川流域=12.8， 

佐護川流域=12.1，飼所川流域=11.2 

仁田川流域 =（5，

8.2）， 

佐護川流域=（7，11） 

飼所川流域＝（5,11.2） 

― 

下対馬 下対馬 

仁位川流域=8.6，け知川流域=5.5，久根川流域=6.9， 

佐須川流域=13.3，厳原本川流域=2.5，加志川流域

=6.1，瀬川流域=10.2 

け知川流域=（5，5.2） 

厳原本川流域 =（11，

1.6） 

加志川流域=（5，6.1） 

瀬川流域＝（5,10.2） 

久根川流域＝（5,6.9） 

― 

上五島 

佐世保市（宇久地域）  ― ― 

西海市（江島・平島）  ― ― 

小値賀町  ― ― 

新上五島町 釣道川流域＝7.8  佐野原川流域=8.3 釣道川流域＝（6,7.5）― ― 

下五島 五島市 
一の川流域=11.4,鰐川流域=10.9，中須川流域=9.1， 

福江川流域=11.6 
一の川流域 =（13,11.2) ― 
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改正理由 

（機関） 

組織・体制の変更に伴う修正（九州電力長崎支店） 

 

ページ 現 行 計 画 修 正 計 画（案） 

 

 

 

 

１３６ 

第３編 災害応急対策計画 

第２章 通信及び情報収集伝達計画 

第２節 通信施設利用計画 

 

３ 九州電力・九州電力送配電 

 

  

 

第３編 災害応急対策計画 

第２章 通信及び情報収集伝達計画 

第２節 通信施設利用計画 

 

３ 九州電力・九州電力送配電 
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改正理由 

（機関） 

組織改正による組織名の修正（ＪＲ九州） 

 

ページ 現 行 計 画 修 正 計 画（案） 

 

 

 

 

１３８ 

 

第２編 災害予防計画 

第２章 通信及び情報収集伝達計画 

第１節 通信施設利用計画 

 

５ ＪＲ九州  

 

別表１  ＪＲ九州関係鉄道気象通報伝達系統 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２編 災害予防計画 

第２章 通信及び情報収集伝達計画 

第１節 通信施設利用計画 

 

５ ＪＲ九州 

 

別表１  ＪＲ九州関係鉄道気象通報伝達系統 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

長崎地方気象台 

福岡管区気象台 

運行管理部 
博多総合指令 

・
工
務
セ
ン
タ
ー 

・
車
両
セ
ン
タ
ー 

・
乗
務
・
運
輸
セ
ン
タ
ー 

・
駅 

博
多
総
合
指
令 

長崎地方気象台 

福岡管区気象台 

運行管理部 
博多総合指令 

・
工
務
所 

・
車
両
セ
ン
タ
ー 

・
乗
務
セ
ン
タ
ー 

・
駅 

博
多
総
合
指
令 
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ページ 現 行 計 画 修 正 計 画（案） 

  

 

別表２    ＪＲ九州関係鉄道津波警報伝達系統 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別表２    ＪＲ九州関係鉄道津波警報伝達系統 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

気  象  庁 

運行管理部 

博多総合指令 

・
工
務
セ
ン
タ
ー 

・
車
両
セ
ン
タ
ー 

・
乗
務
・
運
輸
セ
ン
タ
ー 

・
駅 

博
多
総
合
指
令 

気  象  庁 

運行管理部 

博多総合指令 

・
工
務
所 

・
車
両
セ
ン
タ
ー 

・
乗
務
セ
ン
タ
ー 

・
駅 

博
多
総
合
指
令 



令和６年度「長崎県地域防災計画（基本計画編）」修正案 （新旧対照） 

 - 41 - 

 

改正理由 

（機関） 

実態に合わせた修正（県水環境対策課） 

ページ 現 行 計 画 修 正 計 画（案） 

 

 

 

１５６ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１５７ 

 

 

 

 

 

１５８ 

 

 

 

第３編  災害応急対策計画 

第２章   通信及び情報収集伝達計画 

 

別表１ 災害報告事務の状況一覧（報告者 市町長） 

 

区分 県主管課 経由機関 報告大別 報告事項 根拠法令等 

（略） （略） （略） （略） （略） （略） 

事業別被

害報告 

水環境対策課  〃 水道 水道施設

被害報告 

（被害・

断減水状

況）） 

厚生労働省

通知 

（略） （略） （略） （略） （略） （略） 

 

報告時期 報告内容 主管官庁 

（略） （略） （略） 

速報・確

定 

水道関係施設 

 

厚生労働省

健康局 

（略） （略） （略） 

 

別表２ 被害報告処理系統図(市町→県) 

（略） 

水道主管課―保健所―県民生活環境部 

（略） 

第３編  災害応急対策計画 

第２章   通信及び情報収集伝達計画 

 

別表１ 災害報告事務の状況一覧（報告者 市町長） 

 

区分 県主管課 経由機関 報告大別 報告事項 根拠法令等 

（略） （略） （略） （略） （略） （略） 

事業別被

害報告 

水環境対策課  直接 水道 水道施設

被害報告 

（被害・

断減水状

況）） 

公共土木国

庫負担法 

（略） （略） （略） （略） （略） （略） 

 

報告時期 報告内容 主管官庁 

（略） （略） （略） 

速報・確

定 

水道関係施設 

 

国土交通省水管理・

国土保全局 

（略） （略） （略） 

 

別表２ 被害報告処理系統図(市町→県) 

（略） 

水道主管課―県民生活環境部 ※保健所を削除 

（略） 
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改正理由 

（機関） 

組織改正による所属名修正（県地域保健推進課） 

 

ページ 現 行 計 画 修 正 計 画（案） 

 

 

 

１５６ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２７０ 

 

 

 

 

 

３００ 

 

 

 

 

 

 

 

第３編 災害応急対策計画 

第２章 通信及び情報収集伝達計画 

別表１ 災害報告事務の状況一覧（報告者 市町長） 

 

区分 県主管課 経由機関 報告大別 報告事項 根拠法令等 

（略） （略） （略） （略） （略） （略） 

事業別被

害報告 

感染症対策

室 

（略） （略） （略） （略） 

 

 

 

第３編 災害応急対策計画 

第１０章 救助計画 

第２節 避難計画 

(防災企画課：福祉保健課：(追加):医療政策課：観光振興課： 

男女参画・女性活躍推進室：教育庁：県警察本部：海上保安部) 

 

 

 

第３編 災害応急対策 

第11章 保健衛生計画 

第2節 防疫計画 

(医療政策課：感染症対策室) 

 

 

 

 

第３編 災害応急対策計画 

第２章 通信及び情報収集伝達計画 

別表１ 災害報告事務の状況一覧（報告者 市町長） 

 

区分 県主管課 経由機関 報告大別 報告事項 根拠法令等 

（略） （略） （略） （略） （略） （略） 

事業別被

害報告 

（削除） 

地域保健推進

課 

（略） （略） （略） （略） 

 

 

第３編 災害応急対策計画 

第１０章 救助計画 

第２節 避難計画 

防災企画課：福祉保健課：地域保健推進課：医療政策課：観光振興課： 

男女参画・女性活躍推進室：教育庁：県警察本部：海上保安部) 

 

 

 

第３編 災害応急対策 

第11章 保健衛生計画 

第2節 防疫計画 

(地域保健推進課：医療政策課：（削除）) 
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改正理由 

（機関） 

通達の改正による修正等（県警察本部警備課） 

ページ 現 行 計 画 修 正 計 画（案） 

１６１ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１６２ 

第３編 災害応急対策計画 

第４章 公安警備計画 

第２節 災害に備えての措置 

 

１ 警備体制の整備 

（１） 職員の招集・参集体制の整備 

県警察は、職員の招集・参集基準の明確化、連絡手段の確保、招集・参集

途上での情報収集・連絡手段の確保等職員の招集・参集体制の整備について

定めることともに、随時見直しを図るものとする。 

 

（６） 災害警備用物資の備蓄等 

県警察は、物資の供給が相当困難な場合を想定した食料、飲料水、燃料、

電池その他必要な物資の調達及び備蓄に努めるものとする。特に警察災害派

遣隊即応部隊については、自活用食料(３～５日分)及び飲料水等最小限度の

補給用資材を確保するとともに、車両用燃料の準備等機動力の確保に努める

ものとする。 

 

２ 情報収集・連絡体制の整備 

（１） 情報収集の手段及び方法 

・県警察は、大規模災害発生時に、交番、駐在所、パトカー、白バイ、ヘリ

コプター等の勤務員が直ちに情報収集に当たり、警察本部等に情報が一元

的に集約される体制の確立を図るものとする。 

・ヘリコプターテレビ伝送システム、交通監視カメラ等の画像情報を収集す

る資機材の平素からの積極的な活用を図るものとする。 

 

 

 

 

第３編 災害応急対策計画 

第４章 公安警備計画 

第２節 災害に備えての措置 

 

１ 警備体制の整備 

（１） 職員の招集・参集体制の整備 

県警察は、職員の招集・参集基準の明確化、連絡手段の確保、招集・参集途

中での情報収集・連絡手段の確保等職員の招集・参集体制の整備について定め

ることともに、随時見直しを図るものとする。 

 

（６） 災害警備用物資の備蓄等 

県警察は、物資の供給が相当困難な場合を想定した食料、飲料水、燃料、 

電池その他必要な物資の調達及び備蓄に努めるものとする。特に警察災害派 

遣隊即応部隊については、自活用食料(おおむね１週間)及び飲料水等最小限度

の補給用資材を確保するとともに、車両用燃料の準備等機動力の確保に努める

ものとする。 

 

２ 情報収集・連絡体制の整備 

（１） 情報収集の手段及び方法 

・県警察は、大規模災害発生時に、交番、駐在所、パトカー、白バイ、ヘリ 

コプター等の勤務員が直ちに情報収集に当たり、警察本部等に情報が一元 

的に集約される体制の確立を図るものとする。 

・ヘリコプターテレビ（削除）システム、交通監視カメラ等の画像情報を収集

する資機材の平素からの積極的な活用を図るものとする。 
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改正理由 

（機関） 

組織改正（チーム制導入）に伴う修正（県漁港漁場課） 

ページ 現 行 計 画 修 正 計 画（案） 

 

 

 

 

１７６ 

第３編  災害応急対策計画 

第６章  水防計画 

第２節  水防組織 

  

１ 県の水防組織（長崎県水防本部） 

（３）水防本部の構成及び分担事務 

 

班  名 

[  班  長  ] 

係  名 

[ 係 長 等  ] 

係

員 
業    務 

(略)   左

記

係

員 

 

漁港海岸対策班 

[漁港漁場課総括課長補佐] 

漁港海岸防災係 

[漁港漁村防災班班長] 

漁港海岸の状況把握及び

関係機関との連絡調整 

(略)   
 

 

第３編  災害応急対策計画 

第６章  水防計画 

第２節  水防組織 

  

１ 県の水防組織（長崎県水防本部） 

（３）水防本部の構成及び分担事務 

 

班  名 

[  班  長  ] 

係  名 

[ 係 長 等  ] 

係

員 
業    務 

(略)   左

記

係

員 

 

漁港海岸対策班 

[漁港漁場課総括課長補佐] 

漁港海岸防災係 

[漁港漁村防災担当班長] 

漁港海岸の状況把握及び

関係機関との連絡調整 

(略)   
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改正理由  

（機関）  

表現の適正化及び時点修正などによる修正（県河川課）  

ページ 現 行 計 画 修 正 計 画（案） 

177 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第３編 災害応急対策計画 

第６章 水防計画 

第２節 水防組織 

１ 県の水防組織（長崎県水防本部） 

（略） 

（３）水防本部の構成及び分担事務 

（略） 

※土石流、地すべり、がけ崩れなど土砂災害の防止対策については、長崎県災

害警戒本部の一員として事務の処理を行うこととし、詳細については、土砂

災害防止計画に掲載。 

（水防本部連絡先） 

所在地：長崎市尾上町３番１号（県庁河川課内）電話代表：095-824-111 

 県庁内線 TEL FAX 

河川課 3081～3086 (095) 822-0397 (095) 824-7175 

水環境対策課 2664～2665 (095) 895-2664 (095) 895-2568 

漁港漁場課 2858 (095) 895-2858 (095) 895-2586 

農村整備課 2961～2969 (095) 895-2967 (095) 895-2594 

道路維持課 5510～5516 (095) 894-3144 (095) 820-0683 

港湾課 3052～3057 (095) 824-3625 (095) 821-9246 

砂防課 
3075～3076 

5564～5567 
(095) 820-4788 (095) 824-7175 

 

 

 

 

 

第３節  重要水防区域と重要水防箇所 

第３編 災害応急対策計画 

第６章 水防計画 

第２節 水防組織 

１ 県の水防組織（長崎県水防本部） 

（略） 

（３）水防本部の構成及び分担事務 

（略） 

※土石流、地すべり、がけ崩れなど土砂災害の防止対策については、長崎県災

害警戒本部の一員として事務の処理を行うこととし、詳細については、土砂

災害防止計画書に掲載。 

（水防本部連絡先） 

所在地：長崎市尾上町３番１号（県庁河川課内）電話代表：095-824-111 

 県庁内線 TEL FAX 

河川課 3081～3086 (095) 822-0397 (095) 824-7175 

水環境対策課 2664～2665 (095) 895-2664 (095) 895-2568 

漁港漁場課 2858 (095) 895-2858 (095) 895-2586 

農村整備課 2961～2969 (095) 895-2967 (095) 895-2594 

道路維持課 5510～5516 (095) 894-3144 (095) 820-0683 

港湾課 3052～3057 (095) 894-3055 (095) 821-9246 

砂防課 
3075～3076 

5564～5567 
(095) 820-4788 (095) 824-7175 

 

 

 

 

 

第３節  重要水防区域と重要水防箇所 
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180 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（略） 

１ 重要水防区域（河川） 

 
２ 重要水防区域（海岸） 

 
３ 重要水防箇所 

 
４ 土砂災害警戒区域（土石流） 

 

 

 

 

（略） 

１ 重要水防区域（河川） 

 
２ 重要水防区域（海岸） 

 
３ 重要水防箇所 

 
４ 土砂災害警戒区域（土石流） 
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181 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第４節  予報及び警報 

（長崎河川国道事務所：長崎地方気象台：河川課） 

１ 洪水予報河川における洪水予報 

（１）種類及び発表基準 

（略） 

 

 

 

 

 

 

種類 標題 発表基準 

洪水注意報 氾濫注意情報 

・氾濫注意水位に到達し、更に水位の上昇が見込まれ

るとき 

・氾濫注意水位以上で、かつ避難判断水位未満の状況

が継続しているとき 

・避難判断水位に到達したが、水位の上昇が見込まれ

ないとき 

洪水警報 

氾濫警戒情報 

・氾濫危険水位に到達すると見込まれるとき 

・避難判断水位に到達し、更に水位の上昇が見込まれ

るとき 

・氾濫危険情報を発表中に氾濫危険水位を下回ったと

き 

（避難判断水位を下回った場合を除く） 

・避難判断水位を超える状況が継続しているとき 

（水位の上昇の可能性がなくなった場合を除く） 

氾濫危険情報 

・氾濫危険水位に到達したとき 

・氾濫危険水位以上の状況が継続しているとき 

・3時間先までに氾濫する可能性のある水位に到達す

ると見込まれるとき 

氾濫発生情報 ・氾濫が発生したとき 

 

第４節  予報及び警報 

（長崎河川国道事務所：長崎地方気象台：河川課） 

１ 洪水予報河川における洪水予報 

（１）種類及び発表基準 

（略） 

洪水予報の種類等と発表基準  

洪水予報の種類等とそれぞれの発表基準（臨時の洪水予報を除く）は、以下を基

本とする。臨時の洪水予報については、氾濫発生情報、氾濫危険情報または氾濫

警戒情報の発表中等に、今後河川氾濫の危険性が高い場合において、発表されて

いる大雨特別警報の警報等への切替時に、河川氾濫に関する情報として発表する

ものとする。 

種類 標題 発表基準 

「洪水警報（発

表）」又は「洪水

警報」 

「氾濫発生情報」 
・氾濫が発生したとき 

・氾濫が継続しているとき 

「氾濫危険情報」 

・急激な水位上昇によりまもなく氾濫危険水位を超

え、さらに水位の上昇が見込まれるとき 

・氾濫危険水位に到達したとき 

・氾濫危険水位を超える状態が継続しているとき 

「氾濫警戒情報」 

・氾濫危険水位に到達すると見込まれるとき 

・避難判断水位に到達し、さらに水位の上昇が見込ま

れるとき 

・氾濫危険情報を発表中に、氾濫危険水位を下回った

とき 

（避難判断水位を下回った場合を除く） 

・避難判断水位を超える状態が継続しているとき 

（水位の上昇の可能性がなくなった場合を除く） 

「洪水注意報（発

表）」又は「洪水

注意報」 

「氾濫注意情報」 

・氾濫注意水位に到達し、さらに水位の上昇が見込ま

れるとき 

・氾濫注意水位以上で、かつ避難判断水位未満の状態

が継続しているとき 

・避難判断水位に到達したが、水位の上昇が見込まれ   
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・氾濫が継続しているとき 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注１：（略） 

注２：「洪水警報（氾濫発生情報）」は、氾濫が発生したときに、氾濫が発生す

る毎に発表する。 

注３：「洪水警報（氾濫発生情報）」は、氾濫発生中に、氾濫発生地点を含む受

け待ち区間の基準地点の水位が氾濫危険水位に達した場合も氾濫危険水位への到

達情報として発表する。 

注４：「洪水警報（氾濫発生情報）」の解除は、氾濫を原因とする事象に対して

安全が確認されたとき発表する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ないとき 

「洪水注意報（警

報解除）」 

「氾濫注意情報

（警戒情報解除）」 

・氾濫危険情報又は氾濫警戒情報を発表中に、避難判

断水位を下回った場合 

（氾濫注意水位を下回った場合を除く） 

・氾濫警戒情報発表中に、水位の上昇が見込まれなく

なったとき 

（氾濫危険水位に達した場合を除く） 

「洪水注意報解

除」 

「氾濫注意情報解

除」 

・氾濫発生情報、氾濫危険情報、氾濫警戒情報又は氾

濫注意情報を発表中に氾濫注意水位を下回り、氾濫

のおそれがなくなったとき 

 

注１：（略） 

注２：削除 

 

注３：削除 

 

 

注４：削除 
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199 

 

 

 

 

第７節 通信連絡 

（略） 

１ 水防伝達系統図 

（略） 

 
 

第９節 水防活動 

                                

１ 水防配備 

（１）長崎県水防本部・水防地方本部の非常配備 

・水防本部は水防に関する警報・注意報等により、洪水、内水、津波又は高潮

のおそれがあると認められときから、その危険が解消されるまでの間は、非

常配備により水防事務を処理するものとする。 

  （略） 

 

 

 

第７節 通信連絡 

（略） 

１ 水防伝達系統図 

（略） 

 
 

第９節 水防活動 

                                

１ 水防配備 

（１）長崎県水防本部・水防地方本部の非常配備 

・水防本部は水防に関する警報・注意報等により、洪水、内水、津波又は高潮

のおそれがあると認められるときから、その危険が解消されるまでの間は、

非常配備により水防事務を処理するものとする。 

  （略） 
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改正理由 

（機関） 

周知に関する追記の修正（県森林整備室） 

ページ 現 行 計 画 修 正 計 画（案） 

 

 

 

 

２３７ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第３編 災害応急対策計画 

第７章 土砂災害防止計画 

第９節 防災知識の普及及び防災活動の実施 

 

１ 防災知識の普及  

１－１ 一般住民を対象とした防災知識の普及 

市町はおおむね次の媒体等の利用により住民の防災知識の普及を図る。  

・市町が発行する広報紙や印刷物（ハザードマップ、チラシ、パンフレット）、

インターネッ ト等の利用。なお、ハザードマップを住民等に周知するに当たっ

ては、ホームページに加え、掲示板の活用や各戸配付、回覧板など様々な手法を

活用して周知。（ハザードマップの作成例を以降に示す）。 

・市町による講演会、講習会、見学会等の開催。  

・有線放送の利用。  

・市町による広報車の巡回。 

（追加） 

 

第３編 災害応急対策計画 

第７章 土砂災害防止計画 

第９節 防災知識の普及及び防災活動の実施 

 

１ 防災知識の普及  

１－１ 一般住民を対象とした防災知識の普及 

市町はおおむね次の媒体等の利用により住民の防災知識の普及を図る。  

・市町が発行する広報紙や印刷物（ハザードマップ、チラシ、パンフレット）、

インターネッ ト等の利用。なお、ハザードマップを住民等に周知するに当たっ

ては、ホームページに加え、 掲示板の活用や各戸配付、回覧板など様々な手法

を活用して周知。（ハザードマップの作成例 を以降に示す）。  

・市町による講演会、講習会、見学会等の開催。 

・有線放送の利用。 

・市町による広報車の巡回。 

URL:https://www.bousai.pref.nagasaki.jp/   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.bousai.pref.nagasaki.jp/
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改正理由 

（機関） 

ハザートマップの差替えなどに伴う修正（長崎市）  

ページ 現 行 計 画 

 

２４０  

第３編 災害応急対策計画 第７章 土砂災害防止計画 第９節 防災知識の普及及び防災活動の実施 
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改正理由 

（機関） 

ハザートマップの差替えなどに伴う修正（長崎市） 

ページ 修 正 計 画 （案）  

 

２４０ 

第３編 災害応急対策計画  第７章 土砂災害防止計画  第９節 防災知識の普及及び防災活動の実施 
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改正理由 

（機関） 

時点修正（県砂防課） 

ページ 現 行 計 画 修 正 計 画（案） 

 

 

 

 

２４２ 

第３編  災害応急対策計画 

第７章  土砂災害防止計画 

第１０節 土砂災害予防計画 

 

１－６ 土砂災害防止法の推進（砂防課） 

この法律は、土砂災害から国民の生命及び身体を保護するため、土砂災害が

発生するおそれがある土地の区域を明らかにし、当該区域における警戒避難体

制の整備を図るとともに、その中で著しい土砂災害が発生するおそれがある土

地の区域において、一定の開発行為を制限するほか、建築物の構造の規則に関

する所要の措置を定めること等の土砂災害防止のための対策の推進を図るこ

とを目的として、平成 12 年 5 月 8 日に公布され、平成 13 年 4 月 1 日か

ら施行されることとなった。 

これにより、砂防三法等の既存の事業関連諸制度とあいまって総合的な土砂

災害対策を講じていくことが可能となり、令和４年度末までに33,140箇所の

警戒区域指定を実施している。今後は、地形改編による警戒区域等の見直しや、

精度を高めた調査を引き続き実施していく。 

なお、基礎調査にあたっては、土砂災害が発生するおそれがある土地のうち、

過去に土砂災害が発生した土地及びその周辺の土地、地域開発が活発で住宅、

社会福祉施設等の立地が予想される土地等について優先的に調査を行うなど

計画的な調査の実施に努める。また、基礎調査を実施するにあたっては、土砂

災害関連情報を有する国及び地域開発の動向をより詳細に把握する市町の関

係部局との連携・協力体制を強化する。 

第３編  災害応急対策計画 

第７章  土砂災害防止計画 

第１０節 土砂災害予防計画 

 

１－６ 土砂災害防止法の推進（砂防課） 

この法律は、土砂災害から国民の生命及び身体を保護するため、土砂災害が

発生するおそれがある土地の区域を明らかにし、当該区域における警戒避難体

制の整備を図るとともに、その中で著しい土砂災害が発生するおそれがある土

地の区域において、一定の開発行為を制限するほか、建築物の構造の規則に関

する所要の措置を定めること等の土砂災害防止のための対策の推進を図るこ

とを目的として、平成 12 年 5 月 8 日に公布され、平成 13 年 4 月 1 日か

ら施行されることとなった。 

これにより、砂防三法等の既存の事業関連諸制度とあいまって総合的な土砂

災害対策を講じていくことが可能となり、令和５度末までに37,023箇所の警

戒区域指定を実施している。今後は、地形改編による警戒区域等の見直しや、

精度を高めた調査を引き続き実施していく。 

なお、基礎調査にあたっては、土砂災害が発生するおそれがある土地のうち、

過去に土砂災害が発生した土地及びその周辺の土地、地域開発が活発で住宅、

社会福祉施設等の立地が予想される土地等について優先的に調査を行うなど

計画的な調査の実施に努める。また、基礎調査を実施するにあたっては、土砂

災害関連情報を有する国及び地域開発の動向をより詳細に把握する市町の関

係部局との連携・協力体制を強化する。 

 

 

 

 

 

 



令和６年度「長崎県地域防災計画（基本計画編）」修正案 （新旧対照） 

 - 54 - 

 

改正理由 

（機関） 

国の事業体系変更に伴う改正及び森林整備保全計画の見直しによる修正（県森林整備室） 

ページ 現 行 計 画 修 正 計 画（案） 

 

 

 

 

 

 

 

２４４ 

第３編  災害応急対策計画 

第７章  土砂災害防止計画 

第１０節 土砂災害予防計画 

 

 （略） 

 

２ 土砂災害事業の事務処理 

２－１ 砂防事業・治山事業 

 

（略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第３編  災害応急対策計画 

第７章  土砂災害防止計画 

第１０節 土砂災害予防計画 

 

 （略） 

 

２ 土砂災害事業の事務処理 

２－１ 砂防事業・治山事業 

 

（略） 
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ページ 現 行 計 画 修 正 計 画（案） 

 

 

 

 

 

主な治山事業 

事業 事業内容 

一
般
治
山
事
業 

山地治山事業 

（略） （略） 

（略） （略） 

水土保全治山 

山土災害危険地の集中した地域や水

土保全機能に高度発揮が重要とされ

る地域における森林整備、荒廃地の

復旧等を総合的に実施する 

防災林整備事

業 

（略） （略） 

（略） （略） 

（略） （略） 

水源地域等保

安林整備事業 

水源地域整備 

水資源の確保上重要なダム等の上流

の水源地域において水源の確保と国

土の保全に資するため荒廃地の復旧

整備、荒廃森林の整備を総合的実施

する 

共生保安林整

備統合補助 

（生活環境保

全林整備、環境

防災林整備、自

然景観保全治

山） 

快適な生活環境、自然環境の保全・

形成を図るため、防災機能発揮が必

要とされる地域における森林の総合

的整備を実施する 

災害関連緊急治山当事業 

（災害関連緊急治山、災害関連緊急地

滑り防止） 

（略） 

林地崩壊防止事業 （略） 
 

主な治山事業 

事業 事業内容 

一
般
治
山
事
業 

山地治山事業 

（略） （略） 

（略） （略） 

山地災害重点

地域総合対策 

リモートセンシング技術を活用して

調査し、計画を策定した危険個所の

復旧整備や崩壊等を未然に防止する 

林地荒廃防止 

激甚災害法に基づき指定された災害

により被災した地域において、風倒

木・流木などに起因する山地災害を

未然に防止する 

防災林整備事

業 

（略） （略） 

（略） （略） 

（略） （略） 

流域保全総合

治山事業 

流域保全総合

治山 

流域保全上重要な水系の上流森林等

において、筋工・柵工などの簡易構

造物の設置や組み合わせにより、森

林における雨水の浸透・保水機能の

向上や流木に起因する災害を未然に

防止する 

災害関連緊急治山当事業 

（災害関連緊急治山、災害関連緊急地

滑り防止） 

（略） 

林地崩壊防止事業 （略） 
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改正理由 

（機関） 

時点修正（県砂防課） 

ページ 現 行 計 画 修 正 計 画（案） 

 

 

 

 

２５４ 

第３編  災害応急対策計画 

第７章  土砂災害防止計画 

第１０節 土砂災害予防計画 

 

土砂災害警戒区域の指定状況 

 以下、土砂災害警戒区域等の指定状況を示す。 

① 令和３年度までの土砂災害警戒区域等指定状況 

 

 

第３編  災害応急対策計画 

第７章  土砂災害防止計画 

第１０節 土砂災害予防計画 

 

土砂災害警戒区域の指定状況 

 以下、土砂災害警戒区域等の指定状況を示す。 

① 令和５年度までの土砂災害警戒区域等指定状況 
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                           1 

※( )は土砂災害特別警戒区域 

 

 

 

 

 

 

 

告示 

年月日 

市町名 種別 合計 

土石流 がけ崩れ 地滑り    

(略)      

R4.10.14 長崎市  50(40)  50(40) 

R4.12.20 新上五島町 37(37) 58(57)  95(94) 

R5.3.3 壱岐市  425(425)  425(425) 

R5.3.28 西海市 14(14) 380(379)  394(393) 

      

合計  4,878 

(4,512) 

27,062 

(26,287) 

1,202 

(0) 

33,140 

(30,799) 

 

※( )は土砂災害特別警戒区域 

 

告示 

年月日 

市町名 種別 合計 

土石流 がけ崩れ 地滑り 

(略)      

R4.10.14 長崎市  50(40)  50(40) 

R4.12.20 新上五島町 37(37) 58(57)  95(94) 

R5.3.3 壱岐市  425(425)  425(425) 

R5.3.28 西海市 14(14) 380(379)  394(393) 

R5.6.16 西海市 40(38) 408(408)  448(446) 

R5.5.23 佐世保市  -2(-2)  -2(-2) 

R5.7.7 西海市 10(10) 455(455)  465(465) 

R5.7.7 佐世保市 35(30) 252(252)  287(282) 

R5.7.21 長崎市 25(20) 162(162)  187(182) 

R5.8.4 五島市 40(40) 170(170)  210(210) 

R5.8.29 長崎市 27(23) 468(464)  495(487) 

R5.9.12 雲仙市 6(3) 331(331)  337(334) 

R5.10.3 対馬市 180(154) 267(267)  447(421) 

R5.11.10 佐世保市 38(38) 328(328)  366(366) 

R6.1.30 松浦市  1(0)  1(0) 

R6.1.30 松浦市  -1(-1)  -1(-1) 

R6.1.30 佐世保市  -1(-1)  -1(-1) 

R6.2.27 平戸市 38(37) 432(432)  470(469) 

R6.3.26 五島市 53(52) 121(121)  174(173) 

      

合計  5,368 

(4,957) 

30,453 

(29,673) 

1,202 

(0) 

37,023 

(34,630) 
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改正理由 

（機関） 

国の防災基本計画の修正に伴う修正（県地域保健推進課） 

ページ 現 行 計 画 修 正 計 画（案） 

 

 

 

 

２７２ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第３編 災害応急対策計画 

第１０章 救助計画 

第２節 避難計画 

 

７ 避難誘導及び移送等 

（１） 避難誘導 

避難立退きの誘導に当たっては、老幼婦女子、病人、障害者を先に行い一

般壮年男子はその次とし、避難誘導者は、円滑な立退きについて適宜の指導 

をする。 

また、観光客等地理不案内な来訪者に対しては、観光施設、宿泊施設等の

管理者は、配慮して避難誘導を行う。(追加) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第３編 災害応急対策計画 

第１０章 救助計画 

第２節 避難計画 

 

７ 避難誘導及び移送等 

（１） 避難誘導 

避難立退きの誘導に当たっては、老幼婦女子、病人、障害者を先に行い一

般壮年男子はその次とし、避難誘導者は、円滑な立退きについて適宜の指導

をする。 

また、観光客等地理不案内な来訪者に対しては、観光施設、宿泊施設等の

管理者は、配慮して避難誘導を行う。 

県、保健所設置市の保健所等は、新型インフルエンザ等感染症等（指定感

染症及び新感染症を含む。）発生時における自宅療養者等の被災に備えて、災

害発生前から、防災担当部局（県の保健所等にあっては、管内の市町の防災担

当部局を含む。）との連携の下、ハザードマップ等に基づき、自宅療養者等が

危険エリアに居住しているか確認を行うよう努めるものとする。 

また、市町の防災担当部局との連携の下、自宅療養者等の避難の確保に向け

た具体的な検討・調整を行うとともに、必要に応じて、自宅療養者等に対し、

避難の確保に向けた情報を提供するよう努めるものとする。これらのことが円

滑に行えるよう新型インフルエンザ等感染症等発生前から関係機関との調整

に努めるものとする。 
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改正理由 

（機関） 

能登半島地震の課題を踏まえた防災対策の見直しに伴う修正（県防災企画課、福祉保健課、地域保健推進課、生活衛生課） 

防災基本計画の修正等に伴う修正 

ページ 現 行 計 画 修 正 計 画（案） 

 

 

 

 

２７４ 

第３編 総則 

第１０章 救助計画 

第２節 避難計画 

 

１１ 避難場所及び避難所 

（２）指定避難所の指定及び周知 

ア 市町は、被災者が一定期間滞在して避難生活を送る避難所について、政令で

定める基準に適合する公共施設その他の施設を、その管理者の同意を得た上

で、指定避難所としてあらかじめ定めておき、住民への周知徹底を図るものと

する（追加）。 

。 

 

 

 

（６）指定緊急避難場所及び指定避難所の開設 

イ 市町は、発災時に必要に応じ、指定避難所を開設し、住民等に対し周知徹底

を図るものとする。また、要配慮者のため、福祉避難所を開設するものとする。 

必要があれば、あらかじめ指定した施設以外の施設についても、災害に対す

る安全性を確認のうえ、管理者の同意を得て、避難所として開設する。さらに、

要配慮者に配慮して、被災地域外の地域にあるものを含め、旅館・ホテル等を

避難所として借り上げるなど、多様な避難所の確保に努めるものとする。 

 

（追加） 

第３編 総則 

第１０章 救助計画 

第２節 避難計画 

 

１１ 避難場所及び避難所 

（２）指定避難所の指定及び周知 

ア 市町は、被災者が一定期間滞在して避難生活を送る避難所について、政令で

定める基準に適合する公共施設その他の施設を、その管理者の同意を得た上

で、指定避難所としてあらかじめ定めておき、住民への周知徹底を図るものと

する。また、平時から、指定避難所の場所、収容人数、家庭動物の受入れ方法

等に周知徹底を図るとともに、指定避難所の開設状況や混雑状況等を周知する

ことを想定し、ホームページやアプリケーション等の多様な手段の整備に努め

るものとする。 

 

（６）指定緊急避難場所及び指定避難所の開設 

イ 市町は、発災時に必要に応じ、指定避難所を開設するとともに、要配慮者の

ため、福祉避難所を開設するものとする。 

必要に応じて、あらかじめ指定した施設以外の施設についても、災害に対す

る安全性を確認のうえ、管理者の同意を得て、避難所として開設する。さらに、

要配慮者に配慮して、被災地域外の地域にあるものを含め、旅館・ホテル等の

避難所としての借り上げ、トレーラーハウスの活用など、多様な避難所の確保

に努めるものとする。 

  

 

 

 

 

 



令和６年度「長崎県地域防災計画（基本計画編）」修正案 （新旧対照） 

 - 60 - 

ページ 現 行 計 画 修 正 計 画（案） 

  

 （追加） 

 

 

 

 

 

 

 

 （追加） 

 

 

 

 

 

 （追加） 

 

 

 

 

 

 （追加） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 オ 地方公共団体は、感染症対策のため、平常時から、指定避難所のレイアウ

トや動線等を確認しておくとともに、感染症患者が発生した場合の対応を含

め、防災担当部局と保健医療担当部局が連携して、必要な措置を講じるよう

努めるものとする。 

また、必要な場合には、国や独立行政法人等が所有する研修施設、ホテ 

ル・旅館等の活用を含めて、可能な限り多くの避難所の開設に努めるものと

する。 

 

カ 市町は、指定避難所において貯水槽、井戸、給水タンク、仮設トイレ、マ

ンホールトイレ、マット、非常用電源、ガス設備、衛星携帯電話・衛星通信

を活用したインターネット機器等の通信機器等のほか、空調、洋式トイレな

ど、要配慮者にも配慮した施設・設備の整備に努めるとともに、避難者によ

る災害情報の入手に資するテレビ、ラジオ等の機器の整備を図るものとする。 

 

キ 市町は、指定避難所又はその近傍で地域完結型の備蓄施設を確保し、食料、

飲料水、携帯トイレ、簡易トイレ、常備薬、マスク、消毒液、段ボールベッ

ド、パーティション、炊き出し用具、毛布等避難生活に必要な物資や感染症

対策に必要な物資等の備蓄に努めるものとする。また、備蓄品の調達にあた

っては、要配慮者、女性、子供にも配慮するものとする。 

 

ク 市町は、指定避難所となる施設において、あらかじめ、必要な機能を整理 

し、備蓄場所の確保、通信設備の整備等を進めるものとする。 
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（７）避難所の運営管理等 

 

ア 市町は、各避難所の適切な運営管理を行うものとする。この際、避難所におけ

る正確な情報の伝達、食料、飲料水等の配布、清掃等については、避難者、住民、

自主防災組織、避難所運営について専門性を有した外部支援者等の協力が得られ

るよう努めるとともに、必要に応じ、県又は他の市町に対して協力を求めるもの

とする。また、市町は、避難所の運営に関し、役割分担を明確化し、被災者に過

度の負担がかからないよう配慮しつつ、被災者が相互に助け合う自治的な組織が

主体的に関与する運営に早期に移行できるよう、その立ち上げを支援するものと

する。また、避難生活支援に関する知見やノウハウを有する地域の人材に対して

協力を求めるなど、地域全体で避難者を支えることができるよう留意すること。 

 

 

ウ 市町は、避難所における生活環境が常に良好なものであるよう努めるものとす

る。 

そのため、食事供与の状況、トイレの設置状況等の把握に努め、必要な対策を

講じるものとする。また、避難の長期化等必要に応じて、プライバシーの確保状

況、簡易ベッド等の活用状況、入浴施設設置の有無及び利用頻度、洗濯等の頻度、

医師、保健師、看護師、管理栄養士等による巡回の頻度、暑さ・寒さ対策の必要

性、食料の確保、配食等の状況、し尿及びごみの処理状況など、避難者の健康状

態や避難所の衛生状態の把握に努め、必要な措置を講じるよう努めるものとする。 

さらに、停電時においても、施設・整備の機能が確保されるよう、再生可能エ

ネルギーの活用を含めた非常用発電設備等の整備に努めるものとする。 

なお、飼い主はできる限り犬・猫等の愛玩動物と同行避難することとし、 

県は、避難所を設置する市町に対して衛生面や他の避難者への影響に配慮した愛

玩動物の収容・飼育施設が設置されるよう協力するものとする（削除）。 

   

 

 

（７）避難所の運営管理等 

 

ア 市町は、各避難所の適切な運営管理を行うものとする。この際、避難所に

おける正確な情報の伝達、食料、飲料水等の配布、清掃等については、避難

者、住民、自主防災組織、避難所運営について専門性を有した、ＮＰＯやボ

ランティアなどの外部支援者等の協力が得られるよう努めるとともに、必要

に応じ、県又は他の市町に対して協力を求めるものとする。また、市町は、

避難所の運営に関し、役割分担を明確化し、避難者に過度の負担がかからな

いよう配慮しつつ、避難者が相互に助け合う自治的な組織が主体的に関与す

る運営に早期に移行できるよう、その立ち上げを支援するものとする。また、

避難生活支援に関する知見やノウハウを有する地域の人材に対して協力を求

めるなど、地域全体で避難者を支えることができるよう留意すること。 

 

ウ 市町は、避難所における生活環境が常に良好なものであるよう努めるもの

とする。 

そのため、避難所の状況に応じて、避難所開設当初からのパーティション

や段ボールベット等の簡易ベットの設置等を検討するとともに、食事供与の

状況、トイレの設置状況等の把握に努め、必要な対策を講じるものとする。

また、避難の長期化等必要に応じて、プライバシーの確保状況、簡易ベッド

等の活用状況、入浴施設設置の有無及び利用頻度、洗濯等の頻度、医師、保

健師、看護師、管理栄養士等による巡回の頻度、暑さ・寒さ対策の必要性、

食料の確保、配食等の状況、し尿及びごみの処理状況など、避難者の健康状

態や避難所の衛生状態の把握に努め、栄養バランスのとれた適温の食事や入

浴、洗濯等の生活に必要となる水の確保、福祉的な支援の実施など、必要な

措置を講じるよう努めるものとする。 

さらに、停電時においても、施設・整備の機能が確保されるよう、再生可

能エネルギーの活用を含めた非常用発電設備等の整備に努めるものとする。 
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ページ 現 行 計 画 修 正 計 画（案） 

  

 

 

 

 

 

 

エ（略） 

 

オ（略） 

 

カ 市町は、車中泊避難者などのやむを得ず避難所に滞在することができない被災者

に対しても、食料等必要な物資の配布、保健師等による巡回健康相談の実施等保健

医療サービスの提供、正確な情報の伝達等により、生活環境の確保が図られるよう

努めることとする。（追記） 

 

 

キ（略） 

 

ク（略） 

 

（追加） 

 

 

エ 市町は、指定避難所等の生活環境を確保するため、必要に応じ、仮設トイ

レやマンホールトイレを早期に設置するとともに、簡易トイレ、トイレカー、

トイレトレーラー等のより快適なトイレの設置に配慮するよう努めるものと

する。被災地の衛生状態の保持のため、清掃、し尿処理、生活ごみの収集処

理等についても必要な措置を講ずるものとする。 

 

オ（略） 

 

カ（略） 

 

キ 市町は、車中泊避難者などのやむを得ず避難所に滞在することができない

被災者に対しても、食料等必要な物資の配布、保健師等による巡回健康相談

の実施等保健医療サービスの提供、正確な情報の伝達等により、生活環境の

確保が図られるよう努めることとする。また、そのため、県は、平時から、

災害時の保健活動に関する研修会を行うよう努める。 

 

ク（略） 

 

ケ（略） 

 

コ 市町は、マニュアルの作成、訓練等を通じて、指定避難所の運営管理のた

めに必要な知識等の普及に努めるものとする。この際、住民等への普及に当

たっては、住民等が主体的に指定避難所を運営できるように配慮するよう努

めるものとする。特に、夏季には熱中症の危険性が高まるため、熱中症の予

防や対処法に関する普及啓発に努めるものとする。 

   また、県は、保健所や市町の職員等に対して、災害時の保健活動に関する

研修会を開催するように努める。 
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ページ 現 行 計 画 修 正 計 画（案） 

  

（追加） 

 

 

 

 

 

 

 

（追加） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

サ 飼い主はできる限り犬・猫等の愛玩動物と同行避難することとし、被災者

支援の観点から、市町は県と連携して、ペットと同行避難できる場所を確保

し適切に受け入れるとともに、避難所等における家庭動物の受入状況を含む

避難状況等の把握に努めるものとする。そのため、防災訓練において、実行

性のあるペット同行避難訓練の実施に努めるものとする。 

また、県は、避難所を設置する市町に対して、衛生面や他の避難者への影響

に配慮した愛玩動物の収容・飼育施設が設置されるよう協力するものとする。 

 

セ 県、市町は、被災した飼養動物の保護収容、危険動物の逸走対策、飼い 

主等からの飼養動物の一時預かり要望への対応、動物伝染病予防等衛生管理

を含めた災害時における動物の管理等について、獣医師会等と連携し必要な

措置を講ずるものとする。 
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ページ 現 行 計 画 修 正 計 画（案） 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１４．物資の調達・供給活動 

（１）ニーズに応じた支援支援 

ア 被災者の生活の維持のため必要な食料、飲料水、燃料、毛布等の生活

必需品等を効率的に調達・確保し、ニーズに応じて供給・分配を行える

よう、県、市町は、その備蓄する物資・資機材の供給や物資の調達・輸

送に関し、物資調達・輸送調整等支援システム等を活用し情報共有を図

り、相互に協力するよう努める。なお、被災地で求められる物資は、時

間の経過とともに変化することを踏まえ、時宜を得た物資の調達に留意

するものとする。また、避難所における感染症拡大防止に必要な物資や

家庭動物の飼養に関する資材をはじめ、夏季には冷房器具、冬季には暖

房器具、燃料等も含めるなど被災地の実情を考慮するとともに、要配慮 

者等のニーズや、男女のニーズの違いに配慮するものとする。 

イ 市町は、備蓄物資、自ら調達した物資及び国、他の地方公共団体等に 

よって調達され引渡された物資について、被災者への供給を行うものと

する。 

ウ 県、市町は、避難所における食物アレルギーを有する者のニーズの把

握やアセスメントの実施、食物アレルギーに配慮した食料の確保等に努

めるものとする。 

（２）物資輸送拠点 

県は、広域物資輸送拠点を、市町は、地域内輸送拠点を速やかに開設し、

指定避難所等までの輸送体制を確保するものとする。県、市町は、広域物

資輸送拠点・地域内輸送拠点の効率的な運営を図るため、速やかに、運営

に必要な人員や資機材等を運送事業者等と連携して確保するよう努めるも

のとする。 

（３）国への要請 

県、市町は、備蓄物資の状況等を踏まえ、供給すべき物資が不足し、自

ら調達することが困難であるときは、国に対し、物資の調達を要請するも

のとする。 
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ページ 現 行 計 画 修 正 計 画（案） 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

県は、被災市町における備蓄物資等が不足するなど災害応急対策を的確 

に行うことが困難であると認めるなど、その事態に照らし緊急を要し、被 

災市町からの要求を待ついとまがないと認められるときは、要求を待たな

いで、被災市町に対する物資を確保し輸送するものとする。 
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改正理由 

（機関） 

災害救助法による救助の程度、方法及び期間並びに実費弁償の基準（平成25年内閣府告示第228号）等の一部改正に伴う修正（県福祉保健課） 

ページ 現 行 計 画 修 正 計 画（案） 

 

 

 

 

 

 

２７８ 

 

 

 

 

２８３ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２８５ 

 

第３編 災害応急対策計画 

第１０章 救助計画 

第２節 避難計画 

 

１３ 救助法による避難所の設置 

 （略） 

 イ 国庫負担限度額 

避難所設置費 １人１日当たり 340円以内 

 

第４節 死体捜索及び収容埋葬計画 

 

４ 救助法による実施基準 

 （略） 

 イ 死体の処理 

(ア) 死体の洗浄、縫合、消毒等の処理 

  １体当たり 3,500円以内 

(イ) 死体の一時保存 

 ○既存の建物が利用できない場合―１体当たり5,500円以内 

ウ 死体の埋葬 

（ア） 大人（満12才以上）  １体当たり 219,100円以内 

（イ） 小人（満12才未満） １体当たり 175,200円以内 

 

第５節 食糧供給計画 

 

１ 災害におけるり災者および災害応急対策要員等に供給する食糧 

（略） 

 （４） 災害救助法による食糧供給 

 （略） 

第３編 災害応急対策計画 

第１０章 救助計画 

第２節 避難計画 

 

１３ 救助法による避難所の設置 

 （略） 

 イ 国庫負担限度額 

避難所設置費 １人１日当たり 350円以内 

 

第４節 死体捜索及び収容埋葬計画 

 

４ 救助法による実施基準 

 （略） 

 イ 死体の処理 

(ア) 死体の洗浄、縫合、消毒等の処理 

  １体当たり 3,600円以内 

(イ) 死体の一時保存 

 ○既存の建物が利用できない場合―１体当たり5,700円以内 

ウ 死体の埋葬 

（ア） 大人（満12才以上）  １体当たり 226,100円以内 

（イ） 小人（満12才未満） １体当たり 180,800円以内 

 

第５節 食糧供給計画 

 

１ 災害におけるり災者および災害応急対策要員等に供給する食糧 

（略） 

 （４） 災害救助法による食糧供給 

 （略） 
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ページ 現 行 計 画 修 正 計 画（案） 

 

 

 

 

 

 

２９０ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２９３ 

 

  

エ 食品の給与のための費用 

（略） 

  （イ）国庫負担限度額 

   １人１日当り1,230円以内とする。 

 

第６節 衣料品及び生活必需品供給計画 

 

５ 国庫負担限度額 

世帯構成員 季節 １人世知 ２人世帯 ３人世帯 ４人世帯 ５人世帯 

６人以上１

人増すごと
に加算 

全 壊 
全 焼 
流 失 

夏 
円以内 円以内 円以内 円以内 円以内 円以内 

19,200 24,600 36,500 43,600 55,200 8,000 

冬 31,800 41,100 57,200 66,900 84,300 11,600 

半 壊 
半 焼 
床上浸水 

夏 6,300 8,400 12,600 15,400 19,400 2,700 

冬 10,100 13,200 18,800 22,300 28,100 3,700 

 

第８節 応急仮設住宅及び住宅の応急修理計画  

 

１ 応急仮設住宅の設置 

 （略） 

 （３） 供与の方法 

   （略） 

   ア 建設型応急住宅 

    （略） 

    （イ） 国庫負担限度額 

      設置に係る原材料費、労務費、付帯設備工事費、輸送費、建築事務

費等の一切の経費として、6,775,000円以内とする。  

 

 

 エ 食品の給与のための費用 

（略） 

  （イ）国庫負担限度額 

   １人１日当り1,330円以内とする。 

 

第６節 衣料品及び生活必需品供給計画 

 

５ 国庫負担限度額 

世帯構成員 季節 １人世知 ２人世帯 ３人世帯 ４人世帯 ５人世帯 

６人以上１

人増すごと
に加算 

全 壊 
全 焼 
流 失 

夏 
円以内 円以内 円以内 円以内 円以内 円以内 

19,800 25,400 37,700 45,000 57,000 8,300 

冬 32,800 42,400 59,000 69,000 87,000 12,000 

半 壊 
半 焼 
床上浸水 

夏 6,500 8,700 13,000 15,900 20,000 2,800 

冬 10,400 13,600 19,400 23,000 29,000 3,800 

 

第８節 応急仮設住宅及び住宅の応急修理計画  

 

１ 応急仮設住宅の設置 

 （略） 

 （３） 供与の方法 

   （略） 

   ア 建設型応急住宅 

    （略） 

    （イ） 国庫負担限度額 

      設置に係る原材料費、労務費、付帯設備工事費、輸送費、建築事務

費等の一切の経費として、6,883,000円以内とする。 
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ページ 現 行 計 画 修 正 計 画（案） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２９５ 

 

 

 

 

 

 

 

 

３２６ 

(略) 

２ 住宅の応急修理 

 (略) 

(５) 費用 

 国庫負担限度額   １世帯当たり次に掲げる額以内 

           ア イに掲げる世帯以外の世帯 706,000円 

           イ 半壊又は半焼に準ずる程度の損傷により被害を

受けた世帯 343,000円 

 

第９節 障害物の除去計画 

 

３ 災害救助法による障害物の除去計画 

 （略） 

 （４） 除去のための費用 

   （略） 

   イ 国庫負担限度額 

    １世帯につき138,700円以内 

 

第１４章 文教応急対策計画 

 

９ 災害救助法による学用品の給与 

 （略） 

 （４） 費用 

   （略） 

   イ 文房具及び通学用品 

 小学校児童     １人当たり 4,800円 

中学校生徒     １人当たり 5,100円 

高等学校等生徒   １人当たり 5,600円 

 

 (略) 

２ 住宅の応急修理 

 (略) 

(５) 費用 

 国庫負担限度額   １世帯当たり次に掲げる額以内 

           ア イに掲げる世帯以外の世帯 717,000円 

           イ 半壊又は半焼に準ずる程度の損傷により被害を

受けた世帯 348,000円 

 

第９節 障害物の除去計画 

 

３ 災害救助法による障害物の除去計画 

 （略） 

 （４） 除去のための費用 

   （略） 

   イ 国庫負担限度額 

    １世帯につき140,000円以内 

 

第１４章 文教応急対策計画 

 

９ 災害救助法による学用品の給与 

 （略） 

 （４） 費用 

   （略） 

   イ 文房具及び通学用品 

 小学校児童     １人当たり 5,200円 

中学校生徒     １人当たり 5,500円 

高等学校等生徒   １人当たり 6,000円 
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改正理由 

（機関） 

米穀の買入れ・販売等に関する基本要領の改正が行われたため（九州農政局長崎県拠点） 

ページ 現 行 計 画 修 正 計 画（案） 

 

 

 

 

 

 

２８７ 

第３編 災害応急対策計画 

第１０章 救助計画 

第５節  食糧供給計画 

 

２ 応急食糧確保対策 

 

「米穀の買入れ・販売等に関する基本要領」（第４章Ⅰ第11抜粋）  

（平成21年５月29日付け21総食第113号総合食料局長通知） 

 （最終改正 令和5年12月８日付け５農産第3331号農産局長通知） 

 

第３編 災害応急対策計画 

第１０章 救助計画 

第５節  食糧供給計画 

 

２ 応急食糧確保対策 

 

「米穀の買入れ・販売等に関する基本要領」（第４章Ⅰ第11抜粋）  

（平成21年５月29日付け21総食第113号総合食料局長通知） 

 （最終改正 令和６年３月29日付け５農産第4952号農産局長通知） 

 

 

 

 

 



令和６年度「長崎県地域防災計画（基本計画編）」修正案 （新旧対照） 

 - 70 - 

 

改正理由 

（機関） 

能登半島地震を踏まえた防災対策の見直し（県住宅課、福祉保健課、防災企画課） 

 

ページ 現 行 計 画 修 正 計 画（案） 

 

 

 

 

２９３ 

第３編 災害応急対策計画 

第１０章 救助計画 

第８節 応急仮設住宅及び住宅の応急修理計画 

 

１ 応急仮設住宅の設置 

県は、応急仮設住宅の建設用地として被災市町内の公有地の確保に努めるとと

もに、災害の規模、態様に応じ、他の市町有地、国有地、企業等の民有地の提供

を受けること等により、必要な用地の確保を行う。 

建設用地については、市町と連携して浸水や土砂災害等に対する安全性を点

検、その適地をあらかじめ選定し、（追加）可能な限り土地所有者等の同意を得

ておくものとする。 

また、必要に応じて、市町と連携して、公営住宅等の空家を応急仮設住宅とし

て活用するとともに、民間賃貸住宅や企業の社宅・寮の空家の応急仮設住宅とし

ての活用についてその所有者等に要請するものとし、あらかじめ借り上げ基準、

入居者選定基準、手続き等について定めておく。 

（追記） 

 

第３編 災害応急対策計画 

第１０章 救助計画 

第２節 応急仮設住宅及び住宅の応急修理計画 

 

１ 応急仮設住宅の設置 

県は、応急仮設住宅の建設用地として被災市町内の公有地の確保に努めるとと

もに、災害の規模、態様に応じ、他の市町有地、国有地、企業等の民有地の提供

を受けること等により、必要な用地の確保を行う。 

建設用地については、市町と連携して浸水や土砂災害等に対する安全性を点

検、その適地をあらかじめ選定し、リスト化するとともに、可能な限り土地所有

者等の同意を得ておくものとする。 

また、必要に応じて、市町と連携して、公営住宅等の空家を応急仮設住宅とし

て活用するとともに、民間賃貸住宅や企業の社宅・寮の空家の応急仮設住宅とし

ての活用についてその所有者等に要請するものとし、あらかじめ借り上げ基準、

入居者選定基準、手続き等について定めておく。 

さらに、災害連携協定締結団体との最新供給体制の共有と情報交換を行うとと

もに、建設型応急住宅の供給にあたっての、関係部局、市町、災害連携協定先と

の共同机上訓練に努める。 
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改正理由 

（機関） 

厚生労働省防災業務計画に基づく修正(県医療政策課、地域保健推進課) 

ページ 現 行 計 画 修 正 計 画（案） 

 

 

 

 

 

２９８ 

第３章 災害応急対策計画 

第１１章 保健衛生計画 

第１節  医療助産計画 

（医療政策課：日本赤十字社長崎県支部） 

 

本計画は、災害のため医療機関が壊滅又は混乱し、救助法が適用された市町で、

り災地の住民が医療並びに助産の方途を失ったような場合、医療機構が整備され

るまで、応急的に医療助産を適切に行いり災地住民の保護を図るために必要な事

項を定めるものである。 

 

１ 医療 

（１） 実施責任者 

救助法が適用された場合は、公立病院からの派遣、救助法第16条の規定

による知事の委託に基づく日本赤十字社長崎県支部の救護班及び法第7条

の規定により従事命令を受けた救護班又は、長崎ＤＭＡＴの派遣に関する

協定、ＪＭＡＴ長崎の派遣に関する協定、歯科医療救護班の派遣に関する

協定、災害時における薬剤師の派遣に関する協定もしくは災害発生時等に

おける医療救護活動に関する協定に基づき、知事の要請を請けて派遣され

た長崎ＤＭＡＴ、ＪＭＡＴ長崎（県医師会が派遣する医療救護班）、県歯科

医師会の歯科医療救護班、県薬剤会が派遣する薬剤師または、県看護協会

が派遣する看護班が医療にあたる。 

ただし、救護班で処理出来ない場合は病院又は診療所等へ移送する。 

（２） 医療の対象者 

災害により医療の途を失い応急的に医療を施す必要がある者 

（３） 医療の範囲 

ア  診察 

イ  薬剤又は治療材料の支給 

 

第３章 災害応急対策計画 

第１１章 保健衛生計画 

第１節  保健医療に係る対策 

（生活衛生課：地域保健推進課：医療政策課：薬務行政室：障害福祉課） 

 

１ 被災地の状況把握 

非常災害時に迅速かつ適切な保健医療サービスを提供するためには、情報を

迅速かつ正確に把握することが重要であることから、県及び被災地保健所は、

広域災害・救急医療情報システム（EMIS）等の情報共有に関するシステムを活

用する等により、以下の事項について情報収集を行う。 

（１）被災地の衛生行政機能の被災状況 

（２）施設・設備の被害状況 

（３）診療（施設）機能の稼働状況 

（４）職員の被災状況、稼働状況 

（５）医療品等及び医療用資器材の受給状況 

（６）施設への交通状況 等 

 

２ 県における保健医療福祉活動の総合調整の実施 

県及び保健所は、大規模災害が発生した場合には、「大規模災害時の保健医

療福祉活動に係る体制の整備について」（令和4年7月22日付け科発0722第

2号、医政発0722第1号、健発0722第1号、薬生発0722第1号、社援発0722

第1号、老発0722第1号厚生労働省大臣官房厚生科学課長、医政局長、健康

局長、医薬・生活衛生局長、社会・援護局障害福祉保健部長、老健局長通知）

及び「災害医療コーディネーター活動要領及び災害時小児周産期リエゾン活動

要領」（平成31年2月8日付け医政地発0208第2号）に基づき、市町と連携

して、以下の措置を講ずる。 

 

 



令和６年度「長崎県地域防災計画（基本計画編）」修正案 （新旧対照） 

 - 72 - 

 

ページ 現 行 計 画 修 正 計 画（案） 

 

 

 

ウ  処置、手術、その他の治療及び施術 

   エ 病院又は診療所への収容 

オ  看護 

（４） 医療のための費用 

ア  救助法適用の場合 

国庫負担限度額 

（ア）救助法適用による救護班が使用した薬剤、治療材料及び医療器具の修繕費

等の実費 

（イ）一般病院診療所国民健康保険診療報酬の額以内 

（ウ）施術者当該地域における協定料金の額以内 

イ  災害時の医療救護に関する協定に基づく医療救護班派遣の場合 

県費負担限度額 

（ア）医療救護班使用した医薬品等の実費 

（５） 医療の期間 

災害発生の日から14 日以内とするが、必要がある場合は、内閣総理大臣に協

議し、その同意を得て期間を延長する。 

また、ＤＭＡＴ活動の終了以降においても、被災地における医療提供体制の

確保・継続を図る必要があることから、必要に応じて医療チーム等の交代によ

り医療情報が断絶することのないよう、被災地における診療情報の引継ぎを適

切に実施するよう努めるものとする。 

（６） 災害時における医療施設の診療状況等の把握 

ア   医療機関は、災害時に医療施設の診療状況等の情報を迅速に把握するため

に、広域災害・救急医療情報システムへの登録を行い、操作等の技能維持に努

めるものとする。 

イ   県及び医療機関は、災害時の医療機関の機能を維持し、広域災害・救急医療

情報システム等の稼動に必要なインターネット接続を確保するため、非常用通

信手段の確保に努めるものとする。 

 

 

（１） 長崎県災害対策本部の下に、災害対策に係る保健医療福祉活動の総合 

   調整を行うため、福祉保健部長は福祉保健部内に保健医療福祉調整班を

設置し、以下の措置を講じる。また、災害が発生した地域を管轄する保

健所長は、保健所内に地域保健医療福祉調整班を設置すること。 

（２） 保健医療福祉調整班及び地域保健医療福祉調整班において、県におけ 

   る災害対策に係る保健医療福祉活動の総合調整として、災害派遣医療チ

ーム（ＤＭＡＴ）・災害派遣精神医療チーム（ＤＰＡＴ）・日本医師会災

害医療チーム（ＪＭＡＴ）、日本赤十字社、独立行政法人国立病院機構、

独立行政法人地域医療機能推進機構、国立大学病院からの救護班、日本

災害歯科支援チーム（ＪＤＡＴ）、日本薬剤師会、日本看護協会（災害支

援ナース）日本災害リハビリテーション支援協会（ＪＲＡＴ）、日本栄養

士会災害支援チーム（ＪＤＡ―ＤＡＴ）、保健師等（以下この項において

「保健医療活動チーム」という。）並びに災害派遣福祉チーム（ＤＷＡＴ）

等の保健医療福祉活動従事者の派遣調整、保健医療活動に関する情報連

携（保健医療活動チームに対する避難所等での保健医療活動の記録等の

ための統一的な様式の提示を含む。）並びに保健医療福祉活動に係る情報

の整理及び分析を行うこと。 

（３） 保健医療調整班は、保健医療福祉活動の総合調整を円滑に行うために

必要があると認める時は、被災県以外の都道府県等に対し、保健医療福

祉調整班における業務を補助するための人的支援等を求めること。 

（４） 保健医療福祉調整班に県災害時健康危機管理支援チーム（ＤＨＥＡＴ）

統括、県災害医療コーディネーター、災害時小児周産期リエゾン及び災

害薬事コーディネーターを配置し、助言及び支援を受けて保健医療福祉

活動の総合調整を行うこと。 
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（７） 災害医療コーディネータの参画・活用 

ア   県は、必要に応じて、統括ＤＭＡＴ等災害対応の調整業務を行える者を医

療保健班の業務に参画させるものとする。 

イ   県は，関係機関等からの医療チーム派遣等の協力を得て、避難所、救護所

も含め、被災地における医療提供体制の確保・継続を図るものとし，その調

整に当たっては災害医療コーディネーターを活用するものとする。 

（８） 県は、災害リハビリテーションなどの支援関連団体との連携により、災害関

連死等の予防に努めるものとする。 

 

２ 助産 

（１） 実施責任者 

救助法が適用された場合は、県又は救助法第16条の規定による知事の委託

に基づき、日本赤十字社長崎県支部が救護班を編成し、助産にあたる。 

ただし、急を要し救護班による助産のいとまがない場合は、助産師等により行

うものとする。 

（２） 助産の対象者 

災害発生の日の以前又は以後７日以内に分べんしたものであって助産の途を

失った者 

（３） 助産の範囲 

ア  分べんの介助 

イ  分べん前後の処置 

ウ  脱脂綿、ガーゼその他の衛生材料 

（４） 助産の期間 

分べんした日から７日以内とするが必要がある場合は、内閣総理大臣に協議

し、その同意を得て期間を延長する。 

（５） 助産のための費用 

国庫負担限度額 

ア  救護班、産院その他医療機関による場合 

使用した衛生材料及び処置費（救護班の場合を除く）等の実費 

 

 

３ 被災地における指揮調整機能の維持 

（１）災害時健康危機管理支援チーム（ＤＨＥＡＴ）の派遣 

県は、災害が発生し、保健医療福祉調整班が設置され、被災都道府県外

からの保健医療活動チームの受援調整が必要になるなど、県内の保健所、

保健所設置市の相互支援では保健医療福祉活動の総合調整が困難となるこ

とが予想される場合には、災害時健康危機管理支援チーム（ＤＨＥＡＴ）

の応援要請をする。 

県は地方公共団体間の相互応援協定等に基づき被災県以外の都道府県等

へ災害時健康危機管理支援チーム（ＤＨＥＡＴ）の応援要請を行うことが

できるが、都道府県間での調整が整わないときは、厚生労働省健康・生活

衛生局に対して応援派遣に関する調整の依頼を行う。 

（２）災害時健康危機管理支援チーム（ＤＨＥＡＴ）の活動 

被災地に応援派遣された健康危機管理支援チーム（ＤＨＥＡＴ）は、災

害時保健医療福祉対策に係る情報収集、分析評価、連絡調整等の指揮調整

機能等が円滑に実施されるよう、県保健医療福祉調整班及び被災地の保健

所を支援する。 

 

４ 保健医療活動従事者の確保 

（１） 医療救護班・災害派遣医療チーム（ＤＭＡＴ）・災害派遣精神医療チー

ム（ＤＰＡＴ）等の派遣 

①県は、被災地の被災者の医療対策のために必要があると認めるときは、

長崎ＤＭＡＴ指定病院に長崎ＤＭＡＴの派遣を要請する。 

②県は、被災市町等から医療救護の派遣要請があった場合や被災地の状況 

を踏まえ医療救護の派遣が必要と認めた場合は、各種協定に基づき、基

幹災害医療センター、被災市町以外の地域災害医療センター、長崎県医

師会、長崎県歯科医師会、長崎県薬剤師会、長崎県看護協会、長崎県栄

養士会、長崎災害リハビリテーション推進協議会または九州・山口各県

に保健医療活動従事者の派遣について要請する。なお、これらの団体は、

緊急やむを得ない場合は、自らの判断に基づき速やかに救護班を派遣す 
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     イ   助産師による場合 

慣行料金の８割以内の額__  

 

る。なお、自らの判断により救護班を派遣する場合は、派遣場所及びスタ

ッフの概要等の情報を速やかに県に通知する。 

③県は、状況により、被災地において精神保健医療活動の支援を行うため、

専門的な研修を・訓練を受けた災害派遣精神医療チーム（ＤＰＡＴ）を派

遣する。また、県に必要に応じて、被災県以外の都道府県に、災害派遣精

神医療チーム（ＤＰＡＴ）の派遣を要請する。 

④日本赤十字社長崎県支部は、あらかじめ県と締結した委託契約に基づき、

自らの判断に基づき速やかに救護班を派遣する。なお、自らの判断により

医療救護班を派遣する場合は、派遣場所及びスタッフの概要等の情報を速

やかに県に通知する。 

医療救護班の派遣に係る調整は、次により行うことを基本とする 

（２）救急患者及び医療活動従事者の搬送体制の確保 

①県は、災害拠点病院等への救急患者の搬送について、必要に応じ、緊急

輸送関係機関に車両、ヘリコプターによる救急搬送体制の確保を要請す

る。 

②県は、医師、看護師等の医療救護班の緊急輸送について、必要に応じ、 

緊急輸送関係機関に要請する。 

 

５ 被災地における医療・保健の確保 

（１）医療施設への電気、ガス、水道の確保 

①被災地内の医療機関は、建物・医療設備の被害の応急復旧を実施すると 

ともに、必要に応じ、電気、ガス、水道等のライフラインの応急復旧に 

ついて、ライフライン事業者へ要請する。 

   ②県及び被災市町は、医療施設の電気、ガス、水道等のライフラインの復   

  旧について、優先的な対応が行われるようにライフライン事業者へ要請   

する。 
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 ③県及び被災市町は、ライフラインの復旧までの間、医療施設への水の供   

給及び自家発電用の燃料の確保を図るための必要な措置を講ずる。 

④県は、医療施設への給水の確保のために必要な調整を行う。 

（２）救護所及び避難所救護センターの設置 

①被災地保健所及び被災市町は、被災状況等を勘案し、適時適切な場所に 

 救護所及び避難所に併設して被災者に医療を提供する施設（以下「避難

所救護センター」という｡）を設置し、運営する。なお、救護所及び避難

所救護センターを設置した場合は、設置場所及びスタッフの概要等の情

報を速やかに県に通知する。 

②避難所救護センターの設置運営にあたっては、次の点に留意する。 

  設置に当たっては、被災地における医療施設の稼働状況や復旧場を勘案    

  すること。 

  避難所救護センターに配置する医師については、当初は内科系を中心と    

  した編成に努め、その後精神科医を含めた編成に切り替える等、避難所   

  及び周辺地域の状況に合わせ、適宜適切な対応を行うこと。 

  必要に応じ、県歯科医師会の協力のもと、歯科巡回診療車の配備及び携   

  帯用歯科診療機器の確保等を行うこと。 

（３）医療機器の修理及び交換 

県は、必要に応じ、被災地内の病院等に設置されている医療機器の修理・

交換を医療機器関係団体等に要請する等支援を行う。 

（４） 医療施設の入院患者等に対する安全対策 

①医療施設の管理者は、あらかじめ定めた避難誘導方法等に従い、速やか

に入院患者等の安全を確保する。 

②入院患者等の避難を実施するにあたって、マンパワーの不足、移送先医

療施設の調整が必要な場合は、医療施設からの要請により、県及び市町

はマンパワーの確保、移送先医療施設の斡旋等の支援を行う。この場合、

県は必要に応じ、九州・山口各県に応援を要請する。 

 

 



令和６年度「長崎県地域防災計画（基本計画編）」修正案 （新旧対照） 

 - 76 - 

 

ページ 現 行 計 画 修 正 計 画（案） 

 

 

  

６ 公衆衛生医師、保健師・管理栄養士等による健康管理 

（１）健康管理に必要な情報の収集・共有化 

    県及び被災市町は、避難所等の被災者の健康管理を適切に実施するため、

速やかに避難所等の衛生状況など健康管理活動に必要な情報を収集し、厚

生労働省健康・生活衛生局に報告するとともに、関係者間で共有する。な

お、被災市町がその被災状況等により、情報収集ができない場合には、県

が保健所等と連携して実施する。 

（２）被災者への健康管理活動 

県及び被災市町は、以下により被災者の健康管理を行う。 

① 公衆衛生医師、保健師、管理栄養士等により、被災者のニーズ等に的 

 確に対応した健康管理（保健指導及び栄養指導等をいう。以下同じ。） 

を行うこと。 

② 保健所等において、保健師等が収集した被災者の健康管理に関するニ

ーズ等の情報の整理及び分析を行うこと。 

③ 保健所等において、被災県及び市町以外の都道府県及び市町村から被

災県及び市町に派遣されて支援にあたる救護班当の指揮及び救護班等の

支援に関する必要な調整を行うこと。 

④ 被害状況等を踏まえ、保健所等において、（２）及び（３）を行うこと

が困難であると判断される場合には、当該保健所等を支援するため、県

内の公衆衛生医師、保健師、管理栄養士等を当該保健所等に応援・派遣

すること。 

⑤ 健康管理に関する業務を担当している部局は、食料調達に関する業務

を担当している部局と連携しつつ、管理栄養士等により、被災者に対す

る食事の確保及び食事制限のある被災者に対するニーズに応じた配食に

努めること。 

⑥ 被害が甚大で避難生活が長期化する場合や避難所が多数設置されてい

る場合等、被災者の健康管理を計画的・組織的に行うことが必要と見込

まれる場合には、被災者の健康管理のための実施計画の策定等により、 
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ページ 現 行 計 画 修 正 計 画（案） 

 

 

  

計画的な対応を行うこと。 

⑦避難所等で生活する妊産婦及び乳幼児並びに被災した子どもたちに対す

る心身の健康管理の支援の留意点について、被災地で専門的な支援にあ

たる保健師、助産師、看護師等に対して周知すること。 

（３） 公衆衛生医師、保健師、管理栄養士等の応援派遣受入 

①県及び被災市町は、被災者の健康管理に関し、管内の公衆衛生医師、保

健師、管理栄養士等のみによる対応が困難であると認めるときは、地方

自治法（昭和２２年法律第６７号）第２５２条の１７ 、災害対策基本法

第３０条第２項及び第74条の規定等により、その他の都道府県市町村に

公衆衛生医師、保健師、管理栄養士等の応援要請をする。 

②県・被災市町は、被災者の健康管理に際し、管内の公衆衛生医師、保  

健師、管理栄養士等のみによる（２）①への対応が困難であると認める

ときは、必要に応じ、厚生労働省健康・生活衛生局に被災都道府県・市

町村以外の都道府県及び市町村からの公衆衛生医師、保健師、管理栄養

士等の応援要請をする。 

 

７ 医薬品等の供給   

（１） 被災地の状況把握 

県は、医師会、薬剤師会、医薬品卸業組合等を通じ、被災地内の医薬品

の在庫、需給状況を把握する。 

（２） 医薬品等の確保及び供給 

①県は、被災市町から医薬品の調達について要請があったときは、災害用の

備蓄医薬品等の活用や長崎県医薬品卸業組合等への供給要請を行う。 

②県は被災市町から血液の供給の要請があったときは、長崎県赤十字血液セ

ンター、長崎県赤十字血液センター佐世保出張所に協力を要請する。 

（３） 医薬品の仕分け及び管理 

県及び被災市町は、救護所、医薬品等集積所、避難所等における医薬品

等の仕分け・管理及び服薬指導の実施について、長崎県薬剤師会に要請 
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ページ 現 行 計 画 修 正 計 画（案） 

 

 

   

し、医薬品等の迅速な供給及び適正使用を図る。 

 

 ８ 防疫対策 

県及び被災市町は、必要に応じ、以下の家屋内外の消毒等の防疫活動を行う

ものとする。 

①県及び被災市町は、「災害防疫実施要綱」（昭和40 年５月10 日衛発第302 

号各都道府県知事・各指定都市市長あて厚生省公衆衛生局長通知）により

策定された防疫計画に基づき、次の点に留意しつつ、災害防疫活動を実施

する。 

②県は、災害発生時の生活環境の悪化、被災者の病原体に対する抵抗力の低

下等の悪条件下に備え、被災市町に対する迅速かつ強力な指導を徹底し、

感染症流行の未然防止に万全を努めること。 

③県は、被災市町から要請があったときは、防疫に必要な器具機材等の   

 調達・要請を行うこと。  

④夏場に災害が発生した場合や大雨や台風による河川の増水により洪水の

発生が想定される場合には、衛生状況の悪化や汚染地域の拡大により、防

疫に必要な器具器材が不足することも想定されるため、県は、必要に応じ、

九州・山口各県に対して速やかな応援要請を行うこと。 

⑤冬場に災害が発生した場合には、インフルエンザ等が避難所において流行

することが考えられるため、県及び被災市町は手洗いの励行、マスクの活

用とともに、十分な睡眠の確保、清潔維持などを心がけることについて、

被災者に対して注意喚起を行うこと。 

⑥避難所は、臨時に多数の避難所を収容するため、衛生状態が悪化し、感   

染症発生の原因となる可能性があることから、被災市町は、簡易トイレ等

の消毒を重点的に強化すること。また、避難所の施設の管理者を通じて衛

生に関する自主的組織を編成するなど、その協力を得て防疫に努めること。 

⑦ 被災市町を管轄する保健所は、避難所等における衛生環境を維持するた 

 

 



令和６年度「長崎県地域防災計画（基本計画編）」修正案 （新旧対照） 

 - 79 - 

 

ページ 現 行 計 画 修 正 計 画（案） 

 

 

  

め、必要に応じ、県へ感染対策チーム（DICT）の派遣を要請すること。県

は日本環境感染学会等と連携し対応を調整する。 

⑧県及び被災市町は、保健医療に係る災害応急対策を実施している本部等に、

感染症に関する十分な知見を有する医師等を常駐させるように努めるこ

と。 

⑨県及び被災市町は、迅速に、避難所における衛生状況、防疫対策の実施状

況等を把握し、保健医療に係る災害応急対応を実施している本部等に情報

を集約させるよう努めること。 

 

９ 個別疾患対策 

（１） 人工透析 

①県及び被災市町は、公益社団法人日本透析医会が県に伝達する人工透析患

者の受療状況及び透析医療機関の稼働状況に係る情報に基づき、広報誌、

報道機関を通じて、的確な情報を提供することにより、慢性腎障害患者、

クラッシュシンドロームによる急性腎障害患者に対し、人工透析受療の確

保を図る。 

②県は、公益社団法人日本透析医会が提供する透析医療機関における水・医

薬品等の確保に関する情報に基づき、必要な措置を講ずる。 

（２） 難病等 

①県は、難病患者等の受療状況及び主な医療機関の稼働状況を把握するとと

もに、広報誌、報道機関等を通じて的確な情報を提供することにより、難

病患者の受療の確保を図る。 

②県は、把握した医療機関における医薬品等の確保状況に基づき必要な措置

を講ずる。 

（３） アレルギー疾患 

①厚生労働省健康・生活衛生局は、平時から、避難所における食物アレルギ

ー疾患を有する者への適切な対応に資する取組を地方公共団体と連携し

て行うとともに、災害時において、関係学会等と連携し、ウェブサイト 
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やパンフレット等を用いた周知を行い、アナフィラキシー等の重症化の 

予防に努める。 

②県及び市町は，避難所における食物アレルギーを有する者のニーズの把握

やアセスメントの実施，食物アレルギーに配慮した食料の確保等に努める

ものとする。 

 

１０  食品による健康被害防止対策 

県は、被災者等の食品による健康被害防止対策として、食中毒予防について

の周知を図るとともに以下の対策を行う。 

（１）保健所等による、ボランティア等の食事提供者及び被災者に対する食中

毒防止に対する指導・助言 

 

１１  動物対策 

（１） 犬・猫等の愛玩動物の保護対策 

県及び被災市町は、動物愛護及び管理の観点から、獣医師会等関係団

体及びボランティア等と協力し、震災により飼い主と離れ、あるいは負

傷した犬・猫等の愛玩動物の保護や飼育に関して、以下のような対策を

行う。 

①県 

長崎県動物救護本部を設置し、被災動物やその飼養者等に対して必 

要な支援を行う。 

被災市町に対し、愛玩動物との同行避難に対応した避難所運営につい

て助言を行う。 

必要に応じて、九州・山口９県災害時愛護動物救護応援協定に基づく

応援要請を行い、愛玩動物の一時預かり先を確保するよう努める。 

②被災市町 

愛玩動物との同行避難に対応するために、避難所における衛生面や 

他の避難者への影響に配慮したペットスペースの確保に努める。 
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管内の被災状況を把握し、必要な物資等に関する情報を収集する。 
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改正理由 

（機関） 

防災基本計画の修正に伴う修正（県警察本部交通規制課、県交通政策課） 

ページ 現 行 計 画 修 正 計 画（案） 

 

 

 

 

３１３ 

第３編 災害応急対策計画 

第１３章 輸送及び交通対策計画 

第２節 交通応急対策計画 

 

４ 緊急通行車両の確認、標章及び確認証明書の交付 

（２）災害発生前における緊急通行車両の確認、標章及び確認証明書の交付事

務（以下「確認等の事務という。」）等 

  （追加） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第３編 災害応急対策計画 

第１３章 輸送及び交通対策計画 

第２節 交通応急対策計画 

 

４ 緊急通行車両の確認、標章及び確認証明書の交付 

（２）災害発生前における緊急通行車両の確認、標章及び確認証明書の交付事

務（以下「確認等の事務という。」）等 

  キ 県は、輸送協定を締結した民間事業者等の車両は、あらかじめ緊急通行

車両確認標章等の交付を受けることができることについて、周知及び普

及を図るものとする。 
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改正理由 

（機関） 

緊急通行車両の確認等に係る事務手続き変更に伴う修正（県警察本部交通部交通規制課） 

ページ 現 行 計 画 修 正 計 画（案） 

 

１６３ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３１９ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第３編 災害応急対策計画 

第４章 公安警備計画 

第２節 災害に備えての措置 

 

４ 交通の確保に関する体制及び施設の整備 

（略） 

（３） 緊急通行車両の事前届出制度の周知 

県警察は、災害が発生し、又は、発生する恐れがある場合において、都道府

県公安委員会が実施する交通規制の際に、通行可能な緊急通行車両にかかる

災害発生前における標章及び確認証明書の交付制度の周知を図る。 

 

 

 

第３編 災害応急対策計画 

第13章 輸送及び交通対策計画 

第２節 交通応急対策計画 

 

６ 基本法の規定に基づく交通規制の対象から除外する車両に係る取扱い 

(略) 

（３） 規制除外車両の事前届出 

(略) 

イ 届出については、疎明資料を添付の上、申請するが、手続きは緊急通行

車両の事前届出を準用する。 

 

 

第３編 災害応急対策計画 

第４章 公安警備計画 

第２節 災害に備えての計画 

 

４ 交通の確保に関する体制及び施設の整備 

（略） 

（３） 緊急通行車両の確認、標章及び確認証明書の交付事務の周知 

県警察は、災害が発生し、又は、発生する恐れがある場合において、都道府

県公安委員会が実施する交通規制の際に、通行可能な緊急通行車両にかかる

災害発生前における標章及び確認証明書の交付事務の周知を図る。 

 

 

 

第３編 災害応急対策計画 

第13章 輸送及び交通対策計画 

第２節 交通応急対策計画 

 

６ 基本法の規定に基づく交通規制の対象から除外する車両に係る取扱い 

(略) 

（３） 規制除外車両の事前届出 

(略) 

イ 届出については、疎明資料を添付の上、申請するが、手続きは緊急通行

車両の確認等の事務を準用する。 
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 ３２１ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別記様式第３ 

災   害 
応急対策用 

災  害 
応急対策用 

第    号 

原子力災害 原子力災害 

国 民 保 護 措 置 用 

 

規 制 除 外 車 両 事 前 届 出 書 

 

                    年  月  日 

長崎県公安委員会 殿 

 

届出者住所 

（電話） 

氏名 

国 民 保 護 措 置 用 

 

規制除外車両事前届出済証 

 

左記のとおり事前届出を受けたことを証する 

 

年  月  日 

 

長崎県公安委員会   印 

番 号 標 に 表 示 

されている番号 

 （注）１ 大規模地震対策特別措置法、災害対策基

本法、原子力災害対策特別措置法又は武力

攻撃事態等における国民の保護のための

措置に関する法律に基づく交通規制が行

われたときには、この届出済証を最寄りの

警察本部、警察署、交通検閲所等に提出し

て所要の手続きを受けてください。 

 

   ２ 届出内容に変更が生じ又は本届出済証

を亡失し、減失し、汚損し、破損した場合

には、公安委員会（警察署等経由）に届け

出て再交付を受けてください。 

 

   ３ 次に該当するときは、本届出済証を返還

してください。 

(1) 緊急通行車両等に該当しなくなった

とき。 

(2) 緊急通行車両等が廃車となったと

き。 

(3) その他、緊急通行車両等としての必

要性がなくなったとき。 

車両の用途（緊急 

輸送を行う車両に

あっては、輸送人

員又は品名） 

 

使 用 者 

住 所 

 

 

（   ）  局   番  

氏 名 

 

 

 

出 発 地 

 

 

 

（注） この事前届出書は２部作成して、当該車両を使

用して行う業務の内容を疎明する書類を添付の

上、車両の使用の本拠の位置を管轄する警察本部

又は警察署に提出してください。 

備考 用紙の大きさは、日本産業規格Ａ列４番とする。 

別記様式第３ 

災   害 
応急対策用 

災  害 
応急対策用 

第    号 

原子力災害 原子力災害 

国 民 保 護 措 置 用    （枠線の削除） 

 

規 制 除 外 車 両 事 前 届 出 書 

 

                    年  月  日 

長崎県公安委員会 殿 

 

届出者住所 

（電話） 

氏名 

国 民 保 護 措 置 用 

 

規制除外車両事前届出済証 

 

左記のとおり事前届出を受けたことを証する 

 

年  月  日 

 

長崎県公安委員会   印 

番号標に表示 

されている番号 

 （注）１ (削除)災害対策基本法、原子力災害対

策特別措置法又は武力攻撃事態等にお

ける国民の保護のための措置に関する

法律に基づく交通規制が行われたとき

には、この届出済証を最寄りの都道府県

警察本部、警察署、交通検閲所等に提出

して所要の手続きを受けてください。 

 

   ２ 届出内容に変更が生じ又は本届出済

証を亡失し、減失し、汚損し、破損した

場合には、公安委員会（警察本部経由）

に届け出て再交付を受けてください。 

 

   ３ 次に該当するときは、本届出済証を返

還してください。 

(1) 緊急通行車両(削除)に該当しなく

なったとき。 

(2) 緊急通行車両（削除）が廃車とな

ったとき。 

(3) その他、緊急通行車両（削除）と

しての必要性がなくなったとき。 

車両の用途（緊急 

輸送を行う車両に

あっては、輸送人

員又は品名） 

 

車両の 

使 用 者 

住 所 

 

 

（   ）  局   番  

氏名又 

は名称 

 

 

 

活 動 地 域 

 

 

 

（注） この事前届出書を作成して、当該車両を使

用して行う業務の内容を疎明する書類を添

付の上、車両の使用の本拠の位置を管轄する

警察本部又は警察署に提出してください。 

備考 用紙の大きさは、日本産業規格Ａ列４番とする。 
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改正理由 

（機関） 

佐世保地区佐世保工場のガス製造設備の基数変更（西部ガス株式会社） 

 

ページ 現 行 計 画 修 正 計 画（案） 

 

 

 

 

 

 

３３０ 

 

第３編 災害応急対策計画 

第１５章 公益事業施設災害応急対策計画 

第２節 ガス施設災害応急対策計画防災知識普及計画 

 

 

 

〇 西部ガス株式会社※ 

１ 施設 

（３） 佐世保地区 

区  分 （イ）佐世保工場 （ロ）干尽供給所 

製造

設備 

13Ａガス 

（46Ｍ

Ｊ） 

90,000ｍ3／Ｄ ２基  

ガス

ホル

ダー 

球 形 
1,000ｍ3×0.97ＭＰａ 

１基 

12,000ｍ3×0.50ＭＰａ １基 

10,000ｍ3×0.50ＭＰａ １基 

（H25年10月より休止）  

Ｌ  Ｐ  Ｇ  

貯 槽 

500ｔ     １基 

（H27年1月より休止） 

900ｔ      １基 

 

Ｌ Ｎ 

Ｇ 貯

槽 

地 上 

式 
1,000ＫＬ   １基  

縦置円筒

型 
100ＫＬ    １基  

 

第３編 災害応急対策計画 

第１５章 公益事業施設災害応急対策計画 

第２節 ガス施設災害応急対策計画防災知識普及計画 

 

 

 

〇 西部ガス株式会社※ 

１ 施設 

（３） 佐世保地区 

区  分 （イ）佐世保工場 （ロ）干尽供給所 

製造

設備 

13Ａガス 

（46Ｍ

Ｊ） 

90,000ｍ3／Ｄ ３基  

ガス

ホル

ダー 

球 形 
1,000ｍ3×0.97ＭＰａ 

１基 

12,000ｍ3×0.50ＭＰａ １基 

10,000ｍ3×0.50ＭＰａ １基 

（H25年10月より休止）  

Ｌ  Ｐ  Ｇ  

貯 槽 

500ｔ     １基 

（H27年1月より休止） 

900ｔ      １基 

 

Ｌ Ｎ 

Ｇ 貯

槽 

地 上 

式 
1,000ＫＬ   １基  

縦置円筒

型 
100ＫＬ    １基  
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改正理由 

（機関） 

能登半島地震を踏まえた防災対策の見直し（県水環境対策課） 

 

ページ 現 行 計 画 修 正 計 画（案） 

 

 

 

 

３３９ 

第３編 災害応急対策計画 

第１５章 公益事業施設災害応急対策計画 

第３節 水道施設災害応急対策計画 

 

４ 応急措置 

（１） 上水道施設 

キ（追加） 

 

第３編 災害応急対策計画 

第１５章 公益事業施設災害応急対策計画 

第３節 水道施設災害応急対策計画 

 

４ 応急措置 

（１） 上水道施設 

キ 給水車の被災地への派遣を円滑に進めるため、要請状況と対応状況を市

町とともに、共有し、連携の強化を図る。 
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改正理由 

（機関） 

組織改正による組織名の修正（ＪＲ九州） 

 

ページ 現 行 計 画 修 正 計 画（案） 

 

 

 

 

 

３４４ 

 

第３編 災害応急対策対策計画  

第１５章 公益事業施設災害応急対策計画 

第５節 鉄道施設災害応急対策計画  

 

  

別表１  ＪＲ九州関係鉄道気象通報伝達系統 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第３編 災害応急対策対策計画  

第１５章 公益事業施設災害応急対策計画 

第５節 鉄道施設災害応急対策計画  

 

 

別表１  ＪＲ九州関係鉄道気象通報伝達系統 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

長崎地方気象台 

福岡管区気象台 

運行管理部 
博多総合指令 

・
工
務
セ
ン
タ
ー 

・
車
両
セ
ン
タ
ー 

・
乗
務
・
運
輸
セ
ン
タ
ー 

・
駅 

博
多
総
合
指
令 

長崎地方気象台 

福岡管区気象台 

運行管理部 
博多総合指令 

・
工
務
所 

・
車
両
セ
ン
タ
ー 

・
乗
務
セ
ン
タ
ー 

・
駅 

博
多
総
合
指
令 
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ページ 現 行 計 画 修 正 計 画（案） 

  

 

別表２    ＪＲ九州関係鉄道津波警報伝達系統 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別表２    ＪＲ九州関係鉄道津波警報伝達系統 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

気  象  庁 

運行管理部 

博多総合指令 

・
工
務
セ
ン
タ
ー 

・
車
両
セ
ン
タ
ー 

・
乗
務
・
運
輸
セ
ン
タ
ー 

・
駅 

博
多
総
合
指
令 

気  象  庁 

運行管理部 

博多総合指令 

・
工
務
所 

・
車
両
セ
ン
タ
ー 

・
乗
務
セ
ン
タ
ー 

・
駅 

博
多
総
合
指
令 



令和６年度「長崎県地域防災計画（基本計画編）」修正案 （新旧対照） 

 - 89 - 

 

改正理由 

（機関） 

誤記の修正（県農業イノベーション推進室） 

ページ 現 行 計 画 修 正 計 画（案） 

 

 

 

 

 

 

３５５ 

第３編  災害応急対策計画 

第１８章 農林水産物災害応急対策計画 

第４節  ばれいしょ 

 

 （略） 

 

４ 寒害技術対策 

（１）冬作ばれいしょの植付けは、標高200ｍ以上の地帯は早植を避け、マルチ

作業もやや遅めに行う。 

第３編  災害応急対策計画 

第１８章 農林水産物災害応急対策計画 

第４節  ばれいしょ 

 

 （略） 

 

４ 寒害技術対策 

（１）春作ばれいしょの植付けは、標高200ｍ以上の地帯は早植を避け、マルチ

作業もやや遅めに行う。 
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改正理由 

（機関） 

災害応急対策計画（第７節 畜産）担当部署の変更（県畜産課、県農業イノベーション推進室） 

ページ 現 行 計 画 修 正 計 画（案） 

３５９ 第３編 災害応急対策計画 

第１８章 農林水産物災害応急対策計画 

第７節 畜産         （畜産課） 

 

 

 

第３編 災害応急対策計画 

第１８章 農林水産物災害応急対策計画 

第７節 畜産         （農業イノベーション推進室） 
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改正理由 

（機関） 

誤字の修正（九州電力長崎支店） 

 

ページ 現 行 計 画 修 正 計 画（案） 

 

 

 

 

３６８ 

 

 

 

 

３６９ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３７１ 

第３編 災害応急対策計画 

第２０章 空港災害対策計画 

 

１ 長崎空港 

（３） 関係機関の業務分担 

関係機関は、上記（2）の事故処理要領に基づき、次の機関で構成する。 

  ル 九州電力株式会社    事故処理に必要な業務 

 

２ 福江空港 

（３） 関係機関の業務分担 

関係機関は、上記（2）の事故処理要領に基づくが、おおむね次の機関で

構成する。 

  セ 九州電力株式会社    事故処理に必要な業務 

 

３ 壱岐空港  

（３） 関係機関の業務分担 

関係機関は、上記（2）の事故処理要領に基づくが、おおむね次の機関で

構成する。 

  セ 九州電力株式会社    事故処理に必要な業務 

 

５ 上五島空港 

（３） 関係機関の業務分担 

関係機関は、上記（2）の事故処理要領に基づくが、おおむね次の機関で

構成する。 

  シ 九州電力株式会社    事故処理に必要な業務 

 

６ 小値賀空港 

 

第３編 災害応急対策計画 

第２０章 空港災害対策計画 

 

1 長崎空港 

（３） 関係機関の業務分担 

関係機関は、上記（2）の事故処理要領に基づき、次の機関で構成する。 

  ル 九州電力送配電株式会社    事故処理に必要な業務 

 

２ 福江空港 

（３） 関係機関の業務分担 

関係機関は、上記（2）の事故処理要領に基づくが、おおむね次の機関で

構成する。 

  セ 九州電力送配電株式会社    事故処理に必要な業務 

 

３ 壱岐空港  

（３） 関係機関の業務分担 

関係機関は、上記（2）の事故処理要領に基づくが、おおむね次の機関で

構成する。 

  セ 九州電力送配電株式会社    事故処理に必要な業務 

 

５ 上五島空港 

（３） 関係機関の業務分担 

関係機関は、上記（2）の事故処理要領に基づくが、おおむね次の機関で

構成する。 

  シ 九州電力送配電株式会社    事故処理に必要な業務 

 

６ 小値賀空港 
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ページ 現 行 計 画 修 正 計 画（案） 

 

 

 

 

 

 

（３） 関係機関の業務分担 

関係機関は、上記（2）の事故処理要領に基づくが、おおむね次の機関で

構成する。 

  ス 九州電力株式会社    事故処理に必要な業務 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３） 関係機関の業務分担 

関係機関は、上記（2）の事故処理要領に基づくが、おおむね次の機関で

構成する。 

  ス 九州電力送配電株式会社    事故処理に必要な業務 
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改正理由 

（機関） 

監視・観測機器の更新等に伴う修正（九州大学大学院理学研究院附属地震火山観測研究センター） 

ページ 現 行 計 画 修 正 計 画（案） 

 

 

 

 

３９４ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第４編 活動火山「雲仙岳」災害対策計画 

第２章 各種情報の収集連絡等 

第２節 その他の火山関係情報 

 

３ 観測体制 

 

（１） 観測機器及び監視装置 

令和５年４月１日現在  

観測機関 

 

機器・装置 

 九大地震火山

観測研究セン

ター  

               計 

地 震 計        9          17 

傾 斜 計                       10 

遠 望 監 視 装 置               2 

熱 映 像 装 置        1 

空 振 計        1 

水 温 計          1              2 

水 圧 式 水 位 計                    

地 下 水 位 計          1            2 

地震・傾斜・温度計          4      4 

水 位 計                    

雨 量 計                7 

伸 縮 計             

歪 計         

加 速 度 計         
 

第４編 活動火山「雲仙岳」災害対策計画 

第２章 各種情報の収集連絡等 

第２節 その他の火山関係情報 

 

３ 観測体制 

 

(１) 観測機器及び監視装置 

 令和６年１０月１日現在 

観測機関 

 

機器・装置 

 九大地震火山

観測研究セン

ター  

   防災科

学技術

研究所 

国土

地理

院 

計 

地 震 計        7          15 

傾 斜 計                      10 

遠 望 監 視 装 置                  2 

熱 映 像 装 置        1 

空 振 計        1 

水 温 計                         1 

水 圧 式 水 位 計                   

地 下 水 位 計                       1 

地震・傾斜・温度計          3          3  6 

水 位 計                  

雨 量 計              7 

伸 縮 計         

歪 計         

加 速 度 計         

  

 

略 略 略 略 
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ページ 現 行 計 画 修 正 計 画（案） 

 

３９４ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

レーダー雨量計         

流 速 計             

ワイヤーセンサー                     8  

投下型センサー           

監 視 カ メ ラ                     12 

超高感度カメラ             3  

土石流予警報装置             

震 動 セ ン サ ー             8   

赤 外 線 カ メ ラ                         

外 気 温 度 計                   1  

湧 水 量 計              

ＧＮＳＳ観測装置                   7  

地 温 計                     1  

計     15             86 
 

  

レーダー雨量計         

流 速 計             

ワイヤーセンサー                    8  

投下型センサー           

監 視 カ メ ラ                   12 

超高感度カメラ           3  

土石流予警報装置             

震 動 セ ン サ ー            8   

赤 外 線 カ メ ラ                         

外 気 温 度 計                 1  

湧 水 量 計              

ＧＮＳＳ観測装置                 3      5    15 

地 温 計                   1  

計     10                6      5 92 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

略 略 略 略 
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改正理由 

（機関） 

適正な記載への修正（県防災企画課） 

 

ページ 現 行 計 画 修 正 計 画（案） 

 

 

 

 

３９５ 

第４編  活動火山「雲仙岳」災害対策計画 

第２章  各種情報の収集連絡等 

第２節  その他の火山関係情報 

 

（２） 協力体制 

  ア 大学機関合同観測班 

北海道大・東北大・茨城大・宇都宮大・群馬大・東京大・東京工業大・

名古屋大・京都大・神戸大・島根大・九州大・熊本大・鹿児島大等の各大

学陣により随時交替で観測 

イ 国の機関 

文部科学省（空中から地表面の温度を測定） 

海上保安庁（有明海の海底調査） 

経済産業省（光波による地形の変動等の観測） 

国土地理院（人工衛星を利用した空中からの地形観測） 

国土交通省〔大野木場監視所〕（溶岩ドーム、ガリーの監視所、無人化

施工の操作室、資機材の備蓄庫、避難

所） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第４編  活動火山「雲仙岳」災害対策計画 

第２章  各種情報の収集連絡等 

第２節  その他の火山関係情報 

 

（２） 協力体制 

  （削除）※普賢岳噴火災害時のものにつき。 
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改正理由 

（機関） 

防災基本計画の修正に伴う修正（県防災企画課） 

 

ページ 現 行 計 画 修 正 計 画（案） 

 

 

 

 

４０２ 

第４編 活動火山「雲仙岳」災害対策計画 

第６章 防災知識の普及 

第１節 防災知識の普及 

 

   県、関係市町及び防災関係機関は、活動火山雲仙岳に係る防災知識の普及に

努めるものとする。 

 

 

 

 

第４編 活動火山「雲仙岳」災害対策計画 

第６章 防災知識の普及 

第１節 防災知識の普及 

 

   県、関係市町及び防災関係機関は、防災週間、火山防災の日、防災関連行事

等を通じ、火山のハザードマップや火山防災マップ等を用いて火山災害の危険

性を周知するものとする。（削除） 
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改正理由 

（機関） 

金融制度の金利改定等に伴う修正（県農業経営課、水産経営課） 

ページ 現 行 計 画 修 正 計 画（案） 

 

 

 

 

４２２ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４２３ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第５編 災害復旧計画 

第３章 金融その他の資金対策 

第１節 農林水産業に関する金融の確保 

 

２ 農林漁業資金の貸付（株式会社日本政策金融公庫法） 

（利率は令和５年10月１日現在） 

（略） 

 

（１）農林漁業施設資金（共同利用施設、主務大臣指定施設の災害復旧資金） 

（日本政策金融公庫資金） 

（略） 

◯ 貸付条件等 

   利率 年0.45～1.000％ 

（略） 

 

（２）農林漁業セーフティネット資金（日本政策金融公庫資金） 

（略） 

◯ 貸付条件 

ア 貸付利率    年0.45～0.85％ 

イ 貸付限度額   （略） 

ウ 償還期限 15年以内（内据置期間３年以内） 

（略） 

 

 

 

 

第５編 災害復旧計画 

第３章 金融その他の資金対策 

第１節 農林水産業に関する金融の確保 

 

２ 農林漁業資金の貸付（株式会社日本政策金融公庫法） 

（利率は令和６年10月1日現在） 

（略） 

 

（１）農林漁業施設資金（共同利用施設、主務大臣指定施設の災害復旧資金） 

（日本政策金融公庫資金） 

（略） 

 ○貸付条件等 

   利率 年0.65～1.30％ 

（略） 

 

（２）農林漁業セーフティネット資金（日本政策金融公庫資金） 

（略） 

◯ 貸付条件 

ア 貸付利率    年0.65～1.30％ 

イ 貸付限度額   （略） 

ウ 償還期限 15年以内（内据置期間３年以内） 

（略） 
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ページ 現 行 計 画 修 正 計 画（案） 

 

４２５ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ その他の災害資金 

以上のほか、農地、漁船等の災害に対するものとして次表のものがある。 

（１）日本政策金融公庫資金           （令和5年10月１日現在） 

資金の種類 利率（年） 
償還期

間 
据置期間 貸付の限度額 

農業基盤整備資

金 

0.17～ 

0.50% 

25年以

内 

うち10年以

内 

農業者1人当り要負担

額 

林業基盤整備資

金(樹苗養成施

設) 

0.17～ 

0.50% 

15年以

内 

うち５年以

内 

貸付けを受ける者の負

担する額の80％ 

林業基盤整備資

金(林道) 

0.17～ 

0.50% 

20年以

内 

うち３年以

内 
同上 

漁業基盤整備資 

金 

0.45～

1.00％ 

20年以

内 

うち３年以

内 
事業費の80％ 

 

 

(２)農協系統資金               (平成31年3月20日現在) 

資金の種類 利率（年） 
償還期

間 
据置期間 貸付の限度額 

農業近代化資金 0.20% 
15年以

内 
７年以内 

個人(認定農業者) 

1,800円以内 

法人(認定農業者) 

    ２億円以内 
 

 

３ その他の災害資金 

以上のほか、農地、漁船等の災害に対するものとして次表のものがある。 

（１）日本政策金融公庫資金           （令和6年10月1日現在） 

資金の種類 利率（年） 
償還期

間 
据置期間 貸付の限度額 

農業基盤整備資

金 

0.65～ 

1.30% 

25年以

内 

うち10年以

内 

農業者1人当り要負担

額 

林業基盤整備資

金(樹苗養成施

設) 

0.65～ 

1.30% 

15年以

内 

うち５年以

内 

貸付けを受ける者の負

担する額の80％ 

林業基盤整備資

金(林道) 

0.65～ 

1.30% 

20年以

内 

うち３年以

内 
同上 

漁業基盤整備資 

金 

0.65～

1.30％ 

20年以

内 

うち３年以

内 
事業費の80％ 

 

 

(２)農協系統資金               (令和６年10月1日現在) 

資金の種類 利率（年） 
償還期

間 
据置期間 貸付の限度額 

農業近代化資金 1.30% 
15年以

内 
７年以内 

個人(認定農業者) 

1,800円以内 

法人(認定農業者) 

    ２億円以内 
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ページ 現 行 計 画 修 正 計 画（案） 

 

４２５ 

 

 

 

 

４ 長崎県災害対策特別資金・長崎県沿岸漁業等振興資金 

県単独の制度資金であるこれらの制度資金でも災害により被害を受けた農業者

及び漁業者等の災害復旧に役立てるため、下記の条件で融資を行うこととし、対

象災害については知事が定める。 

 （令和５年10月１日現在） 

資金の種類 

貸付限度額 貸付条件 

個人 法人 貸付利率 
償還期

限 

据置期

間 

農業者等が災害によ

り被害を受けた農業

用施設を復旧するた

めに緊急に必要な資

金 

500万円 
1,500万

円 
年0.30％ 

10年以

内 

２年以

内 

漁業者等が天災又は

公害等により、漁業

生産施設等に被害を

こうむり、これらを

復旧するのに必要な

資金 

1,000万

円 

2,000万

円 
年1.00％ 

10年以

内 

２年以

内 

 

 

４ 長崎県災害対策特別資金・長崎県沿岸漁業等振興資金 

県単独の制度資金であるこれらの制度資金でも災害により被害を受けた農業

者及び漁業者等の災害復旧に役立てるため、下記の条件で融資を行うこととし、

対象災害については知事が定める。 

 （令和６年10月1日現在） 

資金の種類 

貸付限度額 貸付条件 

個人 法人 貸付利率 
償還期

限 

据置期

間 

農業者等が災害によ

り被害を受けた農業

用施設を復旧するた

めに緊急に必要な資

金 

500万円 
1,500万

円 
年1.30％ 

10年以

内 

２年以

内 

漁業者等が天災又は

公害等により、漁業

生産施設等に被害を

こうむり、これらを

復旧するのに必要な

資金 

1,000万

円 

2,000万

円 
年1.30％ 

10年以

内 

２年以

内 
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改正理由 

（機関） 

国の貸付限度額の変更に伴う修正（県こども家庭課） 

ページ 現 行 計 画 修 正 計 画（案） 

 

 

 

 

４３３ 

第５編 災害復旧計画 

第４章 被災者の生活確保に関する計画 

第４節 生業資金の確保に関する計画 

 

２ 母子福祉資金貸付金及び父子福祉資金貸付金並びに寡婦福祉資金貸付金 

（４）母子福祉資金貸付金及び父子福祉資金貸付金並びに寡婦福祉資金貸付金一

覧表（災害関連分） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資金名 貸付金額の限度 据置期間 償還期間 

事業開始資金 個人貸付      3,030,000円 １年 ７年以内 

団体貸付      4,560,000円 １年 ７年以内 

事業継続資金 個人貸付      1,520,000円 ６か月 ７年以内 

団体貸付      1,520,000円 ６か月 ７年以内 

住 宅 資 金           1,500,000円 

（但し、災害老朽化等による 

増改築の場合 2,000,000円） 

  

第５編 災害復旧計画 

第４章 被災者の生活確保に関する計画 

第４節 生業資金の確保に関する計画 

 

２ 母子福祉資金貸付金及び父子福祉資金貸付金並びに寡婦福祉資金貸付金 

（４）母子福祉資金貸付金及び父子福祉資金貸付金並びに寡婦福祉資金貸付金一

覧表（災害関連分） 
 

資金名 貸付金額の限度 据置期間 償還期間 

事業開始資金 個人貸付      3,470,000円 １年 ７年以内 

団体貸付      5,220,000円 １年 ７年以内 

事業継続資金 個人貸付      1,740,000円 ６か月 ７年以内 

団体貸付      1,740,000円 ６か月 ７年以内 

住 宅 資 金           1,500,000円 

（但し、災害老朽化等による 

増改築の場合 2,000,000円） 
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改正理由 

（機関） 

児童救済基金給付規定の改正に伴う修正（県こども未来課） 

ページ 現 行 計 画 修 正 計 画（案） 

 

 

 

 

４３６ 

４３７ 

第５編 災害復旧計画 

第４章 被災者の生活確保に関する計画 

第４節 生業資金の確保に関する計画 

 

６ 児童救済金 

(略) 

（２） 救済金の種類と額 

  学資金  保護者をなくした被災児童が、小学校～大学等を卒業するまで給

付。 

主たる生計者である保護者の死亡  小・中学生  年 66,000円 

                   高校生    年 264,000円 

                   大学生等   年 371,000円 

主たる生計者ではない保護者の死亡 小・中学生  年 33,000円 

                   高校生    年 132,000円 

大学生等    年 186,000円  

被服文具費  住家を失ったときに給付 小・中・高校生 50,000円  

３歳～６歳までの幼稚園等に通う未就学児 35,000円  

修学旅行資金 被災児童の修学旅行費用を給付（住家を失ったときは、その翌

年度まで）  

小学生         上限 40,000円  

中学生         上限 70,000円  

高校生         上限 110,000円  

就職支度金 中・高校を卒業して就職するとき給付 50,000円  

（住家を失ったときは、その翌年度まで） 

 

 

 

第５編 災害復旧計画 

第４章 被災者の生活確保に関する計画 

第４節 生業資金の確保に関する計画 

 

６ 児童救済金 

(略) 

（２） 救済金の種類と額 

   学資金  保護者をなくした被災児童が、小学校～大学等を卒業するまで給

付。 

被災による保護者の死亡     小・中学生  年 66,000円 

                   高校生    年 290,000円 

                   大学生等   年 408,000円 

(削除) 

 

 

被服文具費  住家を失ったときに給付 小・中・高校生 50,000円  

幼稚園・保育園等に通う未就学児 35,000円  

修学旅行資金 被災児童の修学旅行費用を給付（住家を失ったときは、その 

翌年度まで）  

小学生     上限 40,000円  

中学生     上限 70,000円  

高校生     上限 110,000円  

就職支度金 中・高校・大学等を卒業して就職するとき給付  100,000円  

（住家を失ったときは、その翌年度まで） 

   就学支度金 中・高校を卒業して就学するとき給付   100,000円 

(住家を失ったときは、その翌年度まで)   
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改正理由 

（機関） 

能登半島地震を踏まえた防災対策の見直し（県税務課） 

 

ページ 現 行 計 画 修 正 計 画（案） 

 

 

 

４４２ 

第５編 災害復旧計画 

第５章 被災者の生活再建等の支援 

 

１ 罹災証明書の交付 

市町は、災害の状況を迅速かつ的確に把握するとともに、各種の支援措置を早

期に実施するため、災害による住家等の被害の程度の調査や罹災証明書の交付の

体制を確立し、遅滞なく、住家等の被害の程度を調査し、被災者に罹災証明書を

交付するものとする。(追記) 

第５編 災害復旧計画 

第５章 被災者の生活再建等の支援 

 

１ 罹災証明書の交付 

市町は、災害の状況を迅速かつ的確に把握するとともに、各種の支援措置を 

早期に実施するため、災害による住家等の被害の程度の調査や罹災証明書の交付

の体制を確立し、遅滞なく、住家等の被害の程度を調査し、被災者に罹災証明書

を交付するものとする。 

県は、発災後速やかに住家被害の調査や罹災証明書の交付に係る事務の市町 

村向け説明会を実施する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



資料3-2  
 

 

 

 

長崎県地域防災計画（震災対策編） 

令和６年度修正 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和6年１１月 

 

長 崎 県 防 災 会 議 
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改正理由 

（機関） 

データ更新（長崎地方気象台、県防災企画課） 

 

ページ 現 行 計 画 修 正 計 画（案） 

 

 

 

 

１０ 

第１章  総則 

第２節  長崎県における地震の想定 

 

  

過去１０年間の震度別地震回数（長崎県2013年～2022年） 

 

震度 1 2 3 4 
５

弱 

５

強 

６

弱 

６

強 
7 

合

計 

2013年 11 1 0 0 0 0 0 0 0 12 

2014年 7 3 1 0 0 0 0 0 0 11 

2015年 14 6 1 0 0 0 0 0 0 21 

2016年 253 83 21 5 1 1 0 0 0 364 

2017年 26 9 4 1 0 0 0 0 0 40 

2018年 24 6 0 0 0 0 0 0 0 30 

2019年 14 5 4 0 0 0 0 0 0 23 

2020年 18 3 0 0 0 0 0 0 0 21 

2021年 17 6 0 0 0 0 0 0 0 23 

2022年 19 8 2 0 0 0 0 0 0 29 

合計 403 130 33 6 1 1 0 0 0 574 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１章  総則 

第２節  長崎県における地震の想定 

 

 

過去１０年間の震度別地震回数（長崎県2014年～2023年） 

 

震度 1 2 3 4 
５

弱 

５

強 

６

弱 

６

強 
7 

合

計 

2014年 7 3 1 0 0 0 0 0 0 11 

2015年 14 6 1 0 0 0 0 0 0 21 

2016年 253 83 21 5 1 1 0 0 0 364 

2017年 26 9 4 1 0 0 0 0 0 40 

2018年 24 6 0 0 0 0 0 0 0 30 

2019年 14 5 4 0 0 0 0 0 0 23 

2020年 18 3 0 0 0 0 0 0 0 21 

2021年 17 6 0 0 0 0 0 0 0 23 

2022年 19 8 2 0 0 0 0 0 0 29 

2023年 13 7 0 0 0 0 0 0 0 20 

合計 405 136 33 6 1 1 0 0 0 582 
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改正理由 

（機関） 

誤字修正（九州電力長崎支店） 

 

ページ 現 行 計 画 修 正 計 画（案） 

 

 

 

 

１３９ 

第１章  総則 

第３節  防災関係機関の処理すべき事務・業務の大綱 

 

 ２．処理すべき事務または業務の大綱 

（５） 指定地方公共機関 

機関の名称 事 務 ま た は 業 務 の 大 綱 

(略)  

〔九州電力㈱長崎

支社〕 

１ 災害時の電力供給 

２ 被災施設の調査と災害復旧 

３ 電力施設の災害予防措置 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１章  総則 

第３節  防災関係機関の処理すべき事務・業務の大綱 

 

 ２．処理すべき事務または業務の大綱 

（５） 指定地方公共機関 

機関の名称 事 務 ま た は 業 務 の 大 綱 

(略)  

〔九州電力㈱長崎

支店〕 

１ 災害時の電力供給 

２ 被災施設の調査と災害復旧 

３ 電力施設の災害予防措置 
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改正理由 

（機関） 

自主防位組織の組織率の修正に伴う修正（防災企画課） 

 

ページ 現 行 計 画 修 正 計 画（案） 

 

 

 

 

１４４ 

第１章  総則 

第２節  自主防災活動 

 

１．自主防災組織の役割 

（３） 自主防災組織の組織化 

令和４年４月現在、長崎県における自主防災組織の組織率は73.8％にと 

どまっている。県は、全市町に対して目標値を設定し、組織化促進に向けて 

強力に働きかけていく。 

市町は、市町地域防災計画に自主防災組織の整備計画を定め、その役割及 

び活動、市町の行う指導方針を具体的に明らかにするとともに､組織化におけ 

る年次計画を策定する。（資料編６ 長崎県内の自主防災組織の状況 参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１章  総則 

第２節  自主防災活動 

 

１．自主防災組織の役割 

（３） 自主防災組織の組織化 

令和６年４月現在、長崎県における自主防災組織の組織率は74.8％にと 

どまっている。県は、全市町に対して目標値を設定し、組織化促進に向けて 

強力に働きかけていく。 

市町は、市町地域防災計画に自主防災組織の整備計画を定め、その役割及 

び活動、市町の行う指導方針を具体的に明らかにするとともに､組織化におけ 

る年次計画を策定する。（資料編６ 長崎県内の自主防災組織の状況 参照） 
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改正理由 

（機関） 

組織改正による所属名の修正（県地域保健推進課） 

ページ 現 行 計 画 修 正 計 画（案） 

１７０ 

 

 

 

 

１７３ 

 

 

 

 

 

２５４ 

 

 

 

 

２５７ 

第２章 地震災害予防計画 

第１３節 医療・保健に係る災害予防対策 

（医療政策課：薬務行政室：感染症対策室）  

 

 

第２章 地震災害予防計画 

第１４節 応急救助等における防災体制の整備 

（防災企画課：福祉保健課：医療政策課：薬務行政室：感染症対策室 

 ：農産園芸課：住宅課：農林水産省） 

 

 

第３章 地震災害応急対策 

第９節 避難活動 

（防災企画課：観光振興課：福祉保健課：医療政策課：感染症対策室 

 ：国保・健康増進課：産業政策課：県警察本部） 

 

第３章 地震災害応急対策 

第１３節 医療・保健に係る対策 

（福祉保健課：医療政策課：薬務行政室：国保・健康増進課：生活衛生課） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２章 地震災害予防計画 

第１３節 医療・保健に係る災害予防対策 

（地域保健推進課：医療政策課：薬務行政室（削除））  

 

 

第２章 地震災害予防計画 

第１４節 応急救助等における防災体制の整備 

（防災企画課：福祉保健課：地域保健推進課：医療政策課：薬務行政室 

（削除）：農産園芸課：住宅課：農林水産省） 

 

 

第３章 地震災害応急対策 

第９節 避難活動 

（防災企画課：観光振興課：福祉保健課：地域保健推進課：医療政策課 

（削除）：国保・健康増進課：産業政策課：県警察本部） 

 

第３章 地震災害応急対策 

第１３節 医療・保健に係る対策 

（福祉保健課：地域保健推進課：医療政策課：薬務行政室 

：国保・健康増進課：生活衛生課） 
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改正理由 

（機関） 

能登半島地震を踏まえた防災対策の見直し（県県民生活環境課） 

 

ページ 現 行 計 画 修 正 計 画（案） 

 

 

 

１７７ 

第２章 地震災害予防計画 

第１５節 生活福祉に係る災害予防計画 

 

４ 災害時におけるボランティア活動を支援するための環境整備 

（２） 県、市町は、県・市町社会福祉協議会及び公益財団法人県民ボランティ

ア振興基金と協力し、「長崎県災害救援ボランティア活動マニュアル（令和

4年3月）」を活用して、災害時におけるボランティア活動のため、ボランテ

ィアの登録、コーディネーターの養成、ボランティア拠点相互のネットワー

ク構築等に努める。 

（追加） 

 

 

 

第２章 地震災害予防計画 

第１５節 生活福祉に係る災害予防計画 

 

４ 災害時におけるボランティア活動を支援するための環境整備 

（２） 県、市町は、県・市町社会福祉協議会及び公益財団法人県民ボランティ

ア振興基金と協力し、「長崎県災害救援ボランティア活動マニュアル（令

和4年3月）」を活用して、災害時におけるボランティア活動のため、ボラ

ンティアの登録、コーディネーターの養成、ボランティア拠点相互のネッ

トワーク構築等に努める。 

    また、専門的な知識や技術を有するボランティア団体の受入れを円滑 

に進めるため、県は、平時から、専門的ＮＰＯ・ボランティア団体等と

の連携体制を構築するとともに、関係課と連携し、専門的な知識や技術

を有するボランティア団体等に係る情報を共有するよう努める。 
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改正理由 

（機関） 

誤字の修正（九州電力長崎支店） 

 

ページ 現 行 計 画 修 正 計 画（案） 

 

 

 

 

１７９ 

第２章 地震災害予防計画 

第１６節 公共公益種瀬（ライフライン等施設）の災害予防計画 

 

 

公共公益施設の被害を最小限にとどめるため、日頃から施設の耐震化、幹線系

の複数系統化、広域応援体制の確立、他事業者間の連絡等、非常体制の整備を図

る。 

 

４ 電力施設（九州電力・九州電力送配電） 

九州電力㈱は、日頃から電力施設の設計、建設及び保守の面において、災害

予防対策に万全を期し、地震災害による被害を最小限にとどめるとともに非常

災害対応体制を整備して、応急復旧活動に努める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２章 地震災害予防計画 

第１６節 公共公益種瀬（ライフライン等施設）の災害予防計画 

 

 

公共公益施設の被害を最小限にとどめるため、日頃から施設の耐震化、幹線系

の複数系統化、広域応援体制の確立、他事業者間の連絡等、非常体制の整備を図

る。 

 

４ 電力施設（九州電力・九州電力送配電） 

九州電力等は、日頃から電力施設の設計、建設及び保守の面において、災害

予防対策に万全を期し、地震災害による被害を最小限にとどめるとともに非常

災害対応体制を整備して、応急復旧活動に努める。 
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改正理由 

（機関） 

最新の情報に更新（長崎地方気象台） 

ページ 現 行 計 画 修 正 計 画（案） 

１９８ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１９９ 

第３章 地震災害応急対策 

応急 第２節 情報活動 

２ 情報の受理、伝達、周知 

 

（３） 地震情報の種類、発表基準と内容 

推計震度分布図の発表基準 

震度１以上を観測した地震のうち長周期地震動階級１以上を観測した場合 

 

推計震度分布図の内容 

地域毎の震度の最大値・長周期地震動階級の最大値のほか、個別の観測点地点

毎に、長周期地震動階級や長周期地震動の周期別階級等を発表（地震発生から

10分後程度で1回発表）。 

 

長周期地震動に関する観測情報の発表基準 

・震度３以上 

 

長周期地震動に関する観測情報の内容 

高層ビル内での被害の発生可能性等について、地震の発生場所（震源）やその

規模（マグニチュード）、地域ごと及び地点ごとの長周期地震動階級等を発表

（地震発生から約20～30分後に気象庁ホームページ上に掲載。 

 

（４） 地震活動に関する解説情報等 

地震解説資料  

（全国速報版・地域速報版）の内容 

上から5行目の「、」 が赤色記載となっている 

 

 

 

第３章 地震災害応急対策 

応急 第２節 情報活動 

２ 情報の受理、伝達、周知 

 

（３） 地震情報の種類、発表基準と内容 

推計震度分布図の発表基準 

震度５弱以上 

 

推計震度分布図の内容 

観測した各地の震度データをもとに、250m 四方ごとに推計した震度（震度４以

上）を図情報として発表。 

 

 

長周期地震動に関する観測情報の発表基準 

・震度１以上を観測した地震のうち長周期地震動階級１以上を観測した場合 

 

長周期地震動に関する観測情報の内容 

地域毎の震度の最大値・長周期地震動階級の最大値のほか、個別の観測点毎に、

長周期地震動階級や長周期地震動の周期別階級等を発表（地震発生から 10分後

程度で1回発表） 

 

（４） 地震活動に関する解説情報等 

地震解説資料  

（全国速報版・地域速報版）の内容 

上から5行目の「、」を黒色記載に修正 
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改正理由 

（機関） 

実態に合わせた修正。（県水環境対策課） 

 

ページ 現 行 計 画 修 正 計 画（案） 

 

 

 

２２８ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２２９ 

 

 

 

 

 

 

 

２３０ 

 

 

 

 

第３章 地震災害応急対策 

第２節 情報活動 

 

別表１ 災害報告事務の状況一覧（報告者 市町長） 

区分 経由機関 報告大別 報告事項 根拠法令等 

（略） （略） （略） （略） （略） 

水環境対

策課 

〃 

 

水道 水道施設被

害報告 

（被害・断

減水状況） 

厚生労働省

通知 

（略） （略） （略） （略） （略） 

 

報告時期 報告内容 主管官庁 

（略） （略） （略） 

速報・確

定 

水道関係施設 

 

〃 

 

（略） （略） （略） 

 

別表２ 被害報告処理系系統図(市町→県) 

（略） 

水道主管課―保健所―県民生活環境部 

（略） 

第３章 地震災害応急対策 

第２節 情報活動 

 

別表１ 災害報告事務の状況一覧（報告者 市町長） 

区分 経由機関 報告大別 報告事項 根拠法令等 

（略） （略） （略） （略） （略） 

水環境対

策課 

直接 

 

水道 水道施設被

害報告 

（被害・断

減水状況） 

公共土木国

庫負担法 

（略） （略） （略） （略） （略） 

 

報告時期 報告内容 主管官庁 

（略） （略） （略） 

速報・確

定 

水道関係施設 

 

国土交通省水管理・

国土保全局 

（略） （略） （略） 

 

別表２ 被害報告処理系系統図(市町→県) 

（略） 

水道主管課―県民生活環境部 ※保健所を削除 

（略） 
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改正理由 

（機関） 

国の防災基本計画変更による修正（県地域保健推進課） 

ページ 現 行 計 画 修 正 計 画（案） 

 

 

 

２５７ 

 

 

 

 

 

 

２７４ 

 

 

 

 

 

２７６ 

 

 

 

 

第３章 地震災害応急対策 

第９節 避難活動 

 

（４）避難所における感染症対策 

 市町は、避難所においては衛生状態を保ち、感染症の発生、拡大を抑えるこ

とに努め、その対応については「避難所開設・運営における新型コロナウイル

ス感染症対策チェックリスト（令和２年６月：長崎県）」に基づくものとする。 

 

第３章 地震災害応急対策 

第１３節 医療・保健に係る対策 

２ 県における保健医療福祉活動の総合調整の実施 

（略） 

（３）保健医療福祉調整班に統括ＤＨＥＡＴ（＊３）、災害医療～（略） 

（略） 

 ＊３統括ＤＨＥＡＴとは 

 

５ 医療救護班・災害派遣医療チーム（ＤＭＡＴ）・災害派遣精神医療チーム

（ＤＰＡＴ）(追加)等の派遣 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第３章 地震災害応急対策 

第９節 避難活動 

 

（４）避難所における感染症対策 

 市町は、避難所においては衛生状態を保ち、感染症の発生、拡大を抑えるこ

とに努め、その対応については「避難所開設・運営における（削除）感染症対

策チェックリスト（令和６年２月：長崎県）」に基づくものとする。 

 

第３章 地震災害応急対策 

第１３節 医療・保健に係る対策 

２ 県における保健医療福祉活動の総合調整の実施 

（略） 

（３）保健医療福祉調整班に統括ＤＨＥＡＴ（＊３）、災害医療～（略） 

（略） 

 ＊３統括ＤＨＥＡＴとは 

 

５ 医療救護班・災害派遣医療チーム（ＤＭＡＴ）・災害派遣精神医療チーム

（ＤＰＡＴ）・災害支援ナース等の派遣 
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改正理由 

（機関） 

災害救助法による救助の程度、方法及び期間並びに実費弁償の基準（平成25年内閣府告示第228号）等の一部改正に伴う修正(県福祉保健課)。 

 

ページ 現 行 計 画 修 正 計 画（案） 

 

 

 

２６０ 

第３節 地震災害応急対策 

第１０節 災害救助法の適用 

（略） 

災害救助法による救助の程度、方法及び期間について  

最終改正 令和4年2月15日施行、令和3年8月1日適用 

救助の種類 対 象 費用の限度額 期 間 備 考 

避難所の設置 （略） １ 限度額 

 1人 1日当たり 

 330円以内 

 

（略） （略） 

応急仮設住宅

の供与 

（略） ○建設型応急住宅 
１ （略） 

２ 限度額 1戸当たり 
6,775,000円以内 

３ （略） 

（略） （略） 

（略） （略） （略） 

炊き出しその

他による食品

の給与 

（略） 限度額 1人当たり 

 1,230円以内 

（略） （略） 

 

 

 

 

 

 

 

第３節 地震災害応急対策 

第１０節 災害救助法の適用 

（略） 

災害救助法による救助の程度、方法及び期間について  

最終改正 令和6年2月20日施行、令和6年1月1日適用 

救助の種類 対 象 費用の限度額 期 間 備 考 

避難所の設置 （略） １ 限度額 

 1人 1日当たり 

 350円以内 

 

（略） （略） 

応急仮設住宅

の供与 

（略） ○建設型応急住宅 
１ （略） 

２ 限度額 1戸当たり 
6,883,000円以内 

３ （略） 

（略） （略） 

（略） （略） （略） 

炊き出しその

他による食品

の給与 

（略） 限度額 1人当たり 

 1,330円以内 

（略） （略） 
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ページ 現 行 計 画 修 正 計 画（案） 

 

２６１ 

 

 

 

 

救助の種類 対 象 費用の限度額 期 間 備 考 

（略） （略） （略） （略） （略） 

被服、寝具そ

の他生活必需

品の給与又は

貸与 

（略） （略） （略） （略） 

区 分 
１人 

世帯 

２人 

世帯 

３人 

世帯 

４人 

世帯 

５人 

世帯 

６人以

上一人

増すご

とに加

算 

全壊 

 

全焼 

 

流失 

夏 
円以内 

19,200 

円以内 

24,600 

円以内 

36,500 

円以内 

43,600 

円以内 

55,200 

円以内 

8,000 

冬 31,800 41,100 57,200 66,900 84,300 11,600 

全壊 

 

全焼 

 

流失 

夏 6,300 8,400 12,600 15,400 19,400 2,700 

冬 10,100 13,200 18,800 22,300 28,100 3,700 

（略） （略） （略） （略） （略） 

（略） （略） （略） （略） （略） 

 

 

 

 

 

救助の種類 対 象 費用の限度額 期 間 備 考 

（略） （略） （略） （略） （略） 

被服、寝具

その他生活

必需品の給

与又は貸与 

（略） （略） （略） （略） 

区 分 
１人 

世帯 

２人 

世帯 

３人 

世帯 

４人 

世帯 

５人 

世帯 

６人以

上一人

増すご

とに加

算 

全壊 

 

全焼 

 

流失 

夏 
円以内 

19,800 

円以内 

25,400 

円以内 

37,700 

円以内 

45,000 

円以内 

57,000 

円以内 

8,300 

冬 32,800 42,400 59,000 69,000 87,000 12,000 

全壊 

 

全焼 

 

流失 

夏 6,500 8,700 13,000 15,900 20,000 2,800 

冬 10,400 13,600 19,400 23,000 29,000 3,800 

（略） （略） （略） （略） （略） 

（略） （略） （略） （略） （略） 
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ページ 現 行 計 画 修 正 計 画（案） 

 

２６２ 

 

 

 

 

救助の種類 対 象 費用の限度額 期 間 備 考 

（略） （略） （略） （略） （略） 

被災した住

宅の応急修

理 

（略） 限度額 

１世帯当たり次に掲げる額以内 

ア イに掲げる世帯以外の世帯 

  706,000円 

イ 半壊又は半焼に準ずる程度の
損傷により被害を受けた世帯 

343,000円 

（略） （略） 

 

 

 

 

 

救助の種類 対 象 費用の限度額 期 間 備 考 

（略） （略） （略） （略） （略） 

被災した住

宅の応急修

理 

災害のた

め住宅が

半壊、半

焼又はこ

れらに準

ずる程度

の損傷を

受け、雨

水の侵入

等を放置

すれば住

家の被害

が拡大す

る恐れが

ある者 

１世帯当たり 

  50,000円以内 

災害発

生の日

から10

日以内

に完了 

住家の

被害の

拡大を

防止す

るため

の緊急

の修理

が必要

な部分

に対

し、合

成樹脂

シー

ト、ロ

ープ、

土のう

等を用

いて行

う。 

（略） 限度額 

１世帯当たり次に掲げる額以内 

ア イに掲げる世帯以外の世帯 

  717,000円 

イ 半壊又は半焼に準ずる程度
の損傷により被害を受けた世帯 

348,000円 

（略） （略） 
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ページ 現 行 計 画 修 正 計 画（案） 

 

 

 

 

 

 

救助の種類 対 象 費用の限度額 期 間 備 考 

学用品の給与 （略） （略） 

２ 文房具及び通学用品 

(ｱ) 小学校児童 

１人当たり4,800円以内 

(ｲ) 中学校生徒 
１人当たり5,100円以内 

(ｳ) 高等学校生徒 

１人当たり5,600円以内 

（略） （略） 

埋 葬 （略） 限度額 

１体当たり 
(ｱ) 大人（12歳以上） 
   219,100円以内 

(ｲ) 小人（12歳未満） 

   175,200円以内 

（略） （略） 

（略） （略） （略） （略） （略） 

 

 

 

 

 

救助の種類 対 象 費用の限度額 期 間 備 考 

学用品の給与 （略） （略） 

２ 文房具及び通学用品 

(ｱ) 小学校児童 

１人当たり5,200円以内 

(ｲ) 中学校生徒 
１人当たり5,500円以内 

(ｳ) 高等学校生徒 
１人当たり6,000円以内 

（略） （略） 

埋 葬 （略） 限度額 

１体当たり 
(ｱ) 大人（12歳以上） 
   226,100円以内 

(ｲ) 小人（12歳未満） 

 180,800円以内 

（略） （略） 

（略） （略） （略） （略） （略） 
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ページ 現 行 計 画 修 正 計 画（案） 

 

２６３ 

 

 

 

 

救助の種類 対 象 費用の限度額 期 間 備 考 

死体の処理 （略） １ 死体の洗浄、縫合、消毒等の

処理 

１体あたり3,500円以内 

２ 死体の一時保存 

(略) 

(ｲ) 既存建物を利用できない場
合 
１体あたり5,400円以内 

 

（略） （略） 

障害物の除去 （略） １世帯当たりの平均額 

 138,700円以内 

（略） （略） 

 

 

 

 

 

救助の種類 対 象 費用の限度額 期 間 備 考 

死体の処理 （略） １ 死体の洗浄、縫合、消毒等の

処理 

１体あたり3,600円以内 

２ 死体の一時保存 

(略) 

(ｲ) 既存建物を利用できない場
合 
１体あたり5,700円以内 

 

（略） （略） 

障害物の除去 （略） １世帯当たりの平均額 

 140,000円以内 

（略） （略） 
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改正理由 

（機関） 

情報伝達手段の修正（県警察本部地域課） 

ページ 現 行 計 画 修 正 計 画（案） 

２７３ 第３章 地震災害応急対策  

第12節 地域への救援活動 

７ 県警察による被災者等への情報伝達活動 

(3) 多様な手段による情報伝達 

   地域に密着した活動等を通じ、住民の避難先、救援物資の配布場所等の

地域住民等の生活に必要な情報の収集に努めるとともに、それらの情報や

悪質商法への注意喚起等の地域安全情報を警察本部、警察署、交番、駐在

所等の掲示板、生活安全ニュース、ミニ広報紙や交番速報、ファックスネ

ットワーク等を活用し、あるいは自主防犯組織等を通じるなどして幅広く

伝達する。 

     

 

第３章 地震災害応急対策  

第12節 地域への救援活動 

７ 県警察による被災者等への情報伝達活動 

(3) 多様な手段による情報伝達 

   地域に密着した活動等を通じ、住民の避難先、救援物資の配布場所等の

地域住民等の生活に必要な情報の収集に努めるとともに、それらの情報や 

  悪質商法への注意喚起等の地域安全情報を警察本部、警察署、交番、駐在

所等の掲示板、生活安全ニュース、ミニ広報紙や交番速報、ＳＮＳ等を活

用し、あるいは自主防犯組織等を通じるなどして幅広く伝達する。 
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改正理由 

（機関） 

「長崎災害リハビリテーション推進協議会」が「長崎災害リハビリテーション推進協議会（長崎JRAT)）へ名称を改めたことによる修正（県長寿社会課） 

ページ 現 行 計 画 修 正 計 画（案） 

 

２７６ 

 

第３章 地震災害応急対策 

第１３節 医療・保健に係る対策 

 

５ 医療救護班・災害派遣医療チーム（ＤＭＡＴ）・災害派遣精神医療チーム

（ＤＰＡＴ）等の派遣 

 

（２）県は、市町等から医療救護の派遣要請があった場合や被災地の状況を踏

まえ医療救護の派遣が必要と認めた場合は、各種協定に基づき、基幹災害

医療センター、被災地域外の地域災害医療センター、長崎県医師会、長崎

県歯科医師会、長崎県薬剤師会、長崎県看護協会、長崎県栄養士会、長崎

災害リハビリテーション推進協議会または九州・山口各県に保健医療活動

従事者の派遣について要請する。なお、これらの団体は、緊急やむを得な

い場合は、自らの判断に基づき速やかに救護班を派遣する。なお、自らの

判断により救護班を派遣する場合は、派遣場所及びスタッフの概要等の情

報を速やかに県に通知する。 

 

第３章 地震災害応急対策 

第１３節 医療・保健に係る対策 

 

５ 医療救護班・災害派遣医療チーム（ＤＭＡＴ）・災害派遣精神医療チーム

（ＤＰＡＴ）等の派遣 

 

（２）県は、市町等から医療救護の派遣要請があった場合や被災地の状況を踏

まえ医療救護の派遣が必要と認めた場合は、各種協定に基づき、基幹災害

医療センター、被災地域外の地域災害医療センター、長崎県医師会、長崎

県歯科医師会、長崎県薬剤師会、長崎県看護協会、長崎県栄養士会、長崎

災害リハビリテーション推進協議会（長崎ＪＲＡＴ)または九州・山口各県

に保健医療活動従事者の派遣について要請する。なお、これらの団体は、

緊急やむを得ない場合は、自らの判断に基づき速やかに救護班を派遣す

る。なお、自らの判断により救護班を派遣する場合は、派遣場所及びスタ

ッフの概要等の情報を速やかに県に通知する。 
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改正理由 

（機関） 

組織改正等に伴う修正（県政策調整課、総務文書課、文化振興・世界遺産課、県民生活環境課、教育政策課） 

ページ 現 行 計 画 修 正 計 画（案） 

 

 

 

 

１５ 

１ 防災組織 

（２）災害対策本部 

 ⑤ 災害対策本部組織及び事務分掌（長崎県災害対策本部規程 別表第１） 

 

 

 

 

 
 

部名 
部 長 ・ 副 部 長 

担   当   職 
班 名 班長担当職 事 務 分 掌 

（略） （略） （略） （略） （略） 

企画部 （部長） 

企画部長 

（副部長） 

政策調整課長 

企画班 政策調整課長 

政策企画課長 

IR推進課長 

デジタル戦略

課長 

 

 

 

（略） 

総務連

絡部 

（部長） 

総務部長 

（副部長） 

総務文書課長 

（略） （略） （略） 

１ 防災組織 

（２）災害対策本部 

 ⑤ 災害対策本部組織及び事務分掌 

 

 

 
 

部名 
部 長 ・ 副 部 長 

担   当   職 
班 名 班長担当職 事 務 分 掌 

（略） （略） （略） （略） （略） 

企画部 （部長） 

企画部長 

（副部長） 

企画部次長 

企画班 政策調整課

長 

政策企画課

長 

IR室長 

デジタル戦

略課長 

 

（略） 

総務連

絡部 

（部長） 

総務部長 

（副部長） 

総務部次長 

（略） （略） （略） 
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ページ 現 行 計 画 修 正 計 画（案） 

 

１６ 

 

（略） （略） （略） （略） （略） 

     

文化観
光国際
部 

 

（部長） 
文化観光国際
部長 
（副部長） 
文化振興・世 

界遺産課長 

文化班 文化振興・

世界遺産課

長 

(追加) 

１ 局内の被害状況の収集
及びその対策並びに連
絡調整に関すること。 

２ 所管施設・設備の安全
性の確保 

３ 県が主催する文化芸術  
  事業（イベント等）の    
 実施についての検討、 

連絡調整 

 

観光振

興班 

観光振興課
長 

(追加) 

１ 関係団体や各市町の観
光担当部署との連絡調
整に関すること及び所
管施設の被災状況把
握、その対策に関する
こと。 

２ 県内観光施設の被災状

況についての情報収集お

よび応急対策に関するこ

と。 

 

物産班 物産ブラン

ド推進課長 

１ 所管団体及び施設の被
災状況の把握 

２ 県が主催する物産関係
事業の実施についての
検討・連絡調整 

 

（略） （略） （略） （略） （略） 

文化観
光国際
部 

 

（部長） 
文化観光国
際部長 
（副部長） 

文化観光国

際部次長 

文化班 文化振興・
世界遺産課
長 

ながさきピ

ース文化祭

課長 

１ 部内の被害状況の収集
及びその対策並びに連
絡調整に関すること。 

２ 所管施設・設備の安全
性の確保に関すること 

３ 県が主催する文化芸術  
  事業（イベント等）の 

実施 についての検

討、連絡調整に関する

こと 

 

観光振 
興班 

観光振興課
長 
国際観光振
興室長 

１ 関係団体や各市町の観
光担当部署との連絡調
整に関すること及び所
管施設の被災状況把
握、その対策に関する
こと。 

２ 県内観光施設の被災状
況についての情報収集
および応急対策に関す
ること。 

物産班 物産ブラン

ド推進課長 

１ 所管団体及び施設の被
災状況の把握に関する
こと 

２ 県が主催する物産関係
事業の実施について
の検討・連絡調整に関
すること 
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ページ 現 行 計 画 修 正 計 画（案） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

文化観
光国際 
部 

（部長） 
文化観光国
際部長 
（副部長） 
文化振興・
世界遺産課
長 

国際班 国際課長 １ 在住外国人関係団体等
との情報連絡および調
整に関すること。 

スポー
ツ班 

スポーツ振
興課長 

１ 県及び関係団体が主催
する大会、試合等にお
ける来場者、関係者の
被災状況の情報収集及
びその対策に関するこ
と 

県民生
活環境
部 

（部長） 
県民生活環
境部長 
（副部長） 
県民生活環
境部次長 

生活班 県民生活環
境課長 
男女参画・
女性活躍推
進室長 
人権・同和
対策課長 
統計課長 
食品安全・
消費生活課
長 

１ 災害時における消費者
物価に関すること 

２ 災害ボランティア救援
本部及び災害ボランテ
ィア関係課との連絡調
整に関すること 

３ 部内の被害状況の収集
及びその対策並びに連
絡調整に関すること 

４ 男女共同参画の視点で
の災害対応に関するこ
と 

(略) 
 

(略) (略) (略) (略) 

 
 

文化観
光国際
部 
 

（部長） 
文化観光国
際部長 
（副部長） 
文化観光国
際部次長 

国際班 国際課長 １ 在住外国人関係団体等
との情報連絡および調
整に関すること。 

スポーツ
班 

スポーツ振
興課長 

１ 県及び関係団体が主催
する大会、試合等にお
ける来場者、関係者の
被災状況の情報収集及
びその対策に関するこ
と 

県民生
活環境
部 

（部長） 
県民生活環
境部長 
（副部長） 
県民生活環
境部次長 

生活班 県民生活環
境課長 
男女参画・女
性活躍推進
室長 
人権・同和対
策課長 
統計課長 
食品安全・消
費生活課長 

１  災害時における消費者
物価に関すること 

２  県災害ボランティア本
部及び災害ボランティ
ア関係課との連絡調整
に関すること 

３ 部内の被害状況の収集
及びその対策並びに連
絡調整に関すること 

４ 男女共同参画の視点で
の災害対応に関するこ
と 

(略) 
 

(略) 
 

(略) 
 

(略) 
 

(略 l) 
 

 



令和６年度「長崎県地域防災計画（資料編）」修正案 （新旧対照） 

 - 4 - 

 

ページ 現 行 計 画 修 正 計 画（案） 

１９ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

教育部 （部長） 
教育長 
（副部長） 
教育次長 

教育班 総務課長 
教育環境整
備課長 
教職員課長 
福利厚生室
長 
義務教育課
長 
高校教育課
長 
特別支援教
育課長 
児童生徒支
援課長 
生涯学習課
長 
学芸文化課
長 
体育保健課
長 

１ 学童及び授業の措置に
関すること。 

２ 学校用教科書のあっせ
ん調達に関すること。 

３ 教職員の罹災状況調査
並びに見舞金等の給付
及び貸付けに関するこ
と。 

４ 部内の被害状況の収集
及びその対策並びに連
絡調整に関すること。 

(略) (略) (略) (略) (略) 

 

教育部 （部長） 
教育長 
（副部長） 
教育次長 

 

 

 

教育班 教育政策課

長 

働きがい推

進室長 

福利厚生室

長 

教育環境整

備課長 

義務教育課

長 

高校教育課

長 

教育ＤＸ推

進室長 

特別支援教

育課長 

児童生徒支

援課長 

生涯学習課

長 

学芸文化課

長 

体育保健課
長 

１ 学童及び授業の措置に
関すること。 

２ 学校用教科書のあっせ
ん調達に関すること。 

３ 教職員の罹災状況調査
並びに見舞金等の給付
及び貸付けに関するこ
と。 

４ 部内の被害状況の収集
及びその対策並びに連
絡調整に関すること。 

(略) (略) (略) (略) (略) 
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改正理由 

（機関） 

変更協定書の締結に伴う、「災害発生時等における医療救護活動に関する協定書」の修正 

（公益社団法人長崎県看護協会） 

ページ 現 行 計 画 修 正 計 画（案） 

 

 

１７４ 

 

 

３ 各種協定等 

 

（２１）災害発生時等における医療救護活動に関する協定書 

 

第１条 この協定は、長崎県内で地震、風水害その他の災害等が発生した場

合（以下「災害発生時等」という。）において、甲が乙に対して救護活動の

協力を要請する際に必要な事項を定めるものとする。 

 

第２条 災害発生時等において、乙は甲からの協力要請に基づき、(追加)看

護班を下記の救護活動に派遣するものとする。 

 

 

（１） 略 

（２） 略 

(追加) 

（３） 略 

 

 

 (追加) 

 

 

 

(追加)  

 

 

 

 

 

３ 各種協定等 

 

（２１）災害発生時等における医療救護活動に関する協定書 

 

第１条 この協定は、長崎県内外で地震、風水害その他の災害等が発生した場

合、新興感染症等のまん延した場合（以下「発災時等」という。）において、甲

が乙に対して救護活動の協力を要請する際に必要な事項を定めるものとする。 

 

第２条 発災時等において、乙は甲からの協力要請に基づき、医療法（昭和２

３年法律第２０５号）第３０条の１２の２に規定する災害・感染症医療業務従

事者である看護師（以下「災害支援ナース」という。）から構成される看護班を

下記の救護活動に派遣するものとする。 

（１） 略 

（２） 略 

（３）新興感染症のクラスター発生病院・宿泊療養施設等における看護業務  

（４） 略 

 

（業務の委託） 

第９条 災害支援ナースの派遣調整に関しては、発災時に別途委託契約を締結

する。 

 

（登録者名簿の管理） 

第１０条 乙は災害支援ナースの登録者名簿管理を行い、登録内容に変更が生

じた時は更新する。 

 ２ 乙は、甲の申請により、登録者名簿を提出する。 

 

  

 



令和６年度「長崎県地域防災計画（資料編）」修正案 （新旧対照） 

 - 6 - 

 

第９条   略 

 

第１０条  略 

 

第１１条  略 

 

 

平成２８年６月１日 

 

   甲  長崎市江戸町２番１３号 

      長崎県知事 中村 法道 

 

   乙  諫早市永昌町２３番６号 

      公益社団法人長崎県看護協会 

      会長 西村 伊知恵 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１１条  略 

 

第１２条  略 

 

第１３条  略 

 

 

平成２８年６月１日 （令和６年３月２２日変更協定） 

 

   甲  長崎市尾上町３番１号 

      長崎県知事 大石 賢吾 

 

   乙  諫早市永昌町２３番６号 

      公益社団法人長崎県看護協会 

      会長 日野出 悦子 
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改正理由 

（機関） 

九州・山口９県における災害時被災建築物等のアスベスト調査に関する協定書を締結したことに伴う追加（県地域環境課） 

ページ 現 行 計 画 修 正 計 画（案） 

 

 

３４２ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 各種協定等 

 

（追加） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 各種協定等 

 

（64）九州・山口９県における災害時被災建築物等のアスベスト調査に関する

協定書 

（県地域環境課：九州・山口９県、（一社）建築物石綿含有建材調査者協会） 

福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県及び

山口県（以下「九州・山口９県」という。）と一般社団法人建築物石綿含有建材

調査者協会（以下「協会」という。）とは、災害時における被災建築物等のアス

ベスト調査に関し、次のとおり協定を締結する。 

 

（趣旨） 

第１条 この協定は、九州・山口９県内において災害対策基本法（昭和３６年

法律第２２３号）第２条第１号に規定する災害等が発生し、被災県が単独で

は十分な対策が実施できない場合において、協会の支援を得て被災建築物等

のアスベスト調査を速やかに実施し、人の健康の保護及び生活環境の保全を

図るために必要な事項を定めるものである。 

 

（支援の対象地域） 

第２条 前条に基づく支援の対象となる地域は、被災県の全域とする。 

 

（定義） 

第３条 この協定において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各

号に定めるところによる。 

一 被災建築物等 被災県が保有している情報を基に、被災県又は協会がア

スベスト調査を必要と判断した被災した建築物その他の工作物とする。 

二 調整役 九州・山口９県において、広域的な災害等を想定しあらかじめ

選定したもので、被災県及び協会との調整等を担う県をいう。 
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（支援の内容） 

第４条 協会が被災県に対して行う支援の内容は次のとおりとする。 

一 被災建築物等におけるアスベスト含有建材の使用の有無及び露出・破損

状況等の調査（以下「被災建築物等調査」という。） 

二 その他アスベスト飛散防止のため必要となる助言 

２ 被災県は、前項各号に定める事項以外の支援を必要とする場合は、協会と

協議する。 

３ 調整役は、広域的な災害の発生や災害の状況等に応じ、協会が被災県に対

して行う支援について、第５条第３項に定める調整及び同条第５項に定める

協力を行うものとする。 

 

（支援の要請） 

第５条 被災県は、その県内において支援を得て被災建築物等調査を行う必要

があると判断する場合は、協会に対して支援を要請することができる。 

２ 前項に掲げる支援の要請は、原則として、被災県が直接行う。ただし、広

域的な災害の発生その他の事情により、被災県から協会に直接の要請が困難

な場合は、調整役を通じて行うものとする。 

３ 調整役は、前項ただし書により被災県からの支援の要請についての協力依

頼があった場合は、協会に対して要請があったことを連絡し、協会及び被災

県と支援内容について調整する。 

４ 協会は、支援の要請を受けたときは、可能な範囲で支援する。 

５ 調整役は、災害の状況等に応じ、被災県からの第３項による速やかな協力

依頼が困難と見込まれるときは、被災県からの協力依頼が行われる前に被災

県に対して必要な協力を行うものとする。 

６ 被災県において、支援を要請する地域に大気汚染防止法政令市（大気汚染

防止法施行令（昭和４３年政令第３２９号）第１３条に規定する市、以下同

じ。）を含む場合は、その市の地域に関する支援の内容については、大気汚染

防止法政令市と当該市の区域を管轄する県とが協議の上、決定する。 

 

（被災県における受援体制） 

第６条 被災県は、協会に対して、第５条に基づく支援が円滑に行われるよ

う、被災状況及び被災建築物等の情報の提供並びに調査における職員の同行
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について取り組むものとする。 

 

（経費の負担） 

第７条 協会が支援に要した経費（人件費及び機器費を除く。以下同じ。）は、

原則として支援を受けた被災県の負担とし、その負担の範囲は被災県と協会

で協議して定める。 

２ 支援を受けた被災県において、その支援を受けた地域に大気汚染防止法政

令市を含む場合は、その市の地域で行われた支援に関する経費の負担につい

ては、支援を受けた大気汚染防止法政令市と当該市の区域を管轄する県とが

協議の上、決定する。 

 

（実施報告） 

第８条 協会は、第４条第１項第１号及び同条第２項の支援を実施したとき

は、時期、場所、調査者氏名（資格）、種類、件数その他必要な事項を文書に

より、被災県に報告するものとする。 

 

（守秘義務） 

第９条 協会は、本協定に基づく活動において知り得た秘密を本協定の有効期

間中及び有効期間終了後を問わず、第三者に漏らし、又は本協定の目的以外

に利用してはならない。ただし、あらかじめ書面により被災県の承諾を得た

ときは、この限りでない。 

 

（平常時の連携） 

第１０条 協会と九州・山口９県は、本協定の効果的な運用を図るため、平常

時から情報交換等を行うものとする。 

 

（有効期間） 

第１１条 この協定は、協定の締結日から有効とし、特別の定めをする場合を

除き、その効力を持続するものとする。 

 

（補足） 

第１２条 この協定の実施に関し必要な事項及びこの協定に定めのない事項に
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ついては、協会及び九州・山口９県で協議して定める。 

２ この協定は、協会及び九州・山口９県が個別に又は共同で他者と締結する

災害時の協定又は個別計画に基づく取組を妨げるものではない。 

 

附則 

この協定は、令和４年（２０２２年）６月１３日から適用する。 

 

この協定の成立を証するため、本書１０通を作成し、各県知事及び協会それ

ぞれ記名押印の上、各１通を保有する。 

 

令和４年（２０２２年）６月１３日 

 

 

福岡県知事  服部 誠太郎      宮崎県知事  河野 俊嗣 

 

 

佐賀県知事  山口 祥義       鹿児島県知事 塩田 康一 

 

 

長崎県知事  大石 賢吾       沖縄県知事  玉城 康裕 

 

 

熊本県知事  蒲島 郁夫       山口県知事  村岡 嗣政 

 

 

大分県知事  広瀬 勝貞 

 

 

東京都千代田区神田三崎町二丁目１３番１号田辺ビル４階 

一般社団法人建築物石綿含有建材調査者協会 

代表理事 貴田 晶子 
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３４５ 

 

 

（追加） 

 

（65）九州・山口９県における災害時被災建築物等のアスベスト調査に関する

協定書 

（県地域環境課：九州・山口９県、（一社）日本アスベスト調査診断協会） 

福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県及び 

山口県（以下「九州・山口９県」という。）と一般社団法人日本アスベスト調査

診断協会（以下「協会」という。）とは、災害時における被災建築物等のアスベ

スト調査に関し、次のとおり協定を締結する。 

 

（趣旨） 

第１条 この協定は、九州・山口９県内において災害対策基本法（昭和３６年

法律第２２３号）第２条第１号に規定する災害等が発生し、被災県が単独で

は十分な対策が実施できない場合において、協会の支援を得て被災建築物等

のアスベスト調査を速やかに実施し、人の健康の保護及び生活環境の保全を

図るために必要な事項を定めるものである。 

 

（支援の対象地域） 

第２条 前条に基づく支援の対象となる地域は、被災県の全域とする。 

 

（定義） 

第３条 この協定において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各

号に定めるところによる。 

一 被災建築物等 被災県が保有している情報を基に、被災県又は協会がア

スベスト調査を必要と判断した被災した建築物その他の工作物とする。 

二 調整役 九州・山口９県において、広域的な災害等を想定しあらかじめ

選定したもので、被災県及び協会との調整等を担う県をいう。 

 

（支援の内容） 

第４条 協会が被災県に対して行う支援の内容は次のとおりとする。 

一 被災建築物等におけるアスベスト含有建材の使用の有無及び露出・破損

状況等の調査（以下「被災建築物等調査」という。） 

二 その他アスベスト飛散防止のため必要となる助言 
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２ 被災県は、前項各号に定める事項以外の支援を必要とする場合は、協会と

協議する。 

３ 調整役は、広域的な災害の発生や災害の状況等に応じ、協会が被災県に対

して行う支援について、第５条第３項に定める調整及び同条第５項に定める

協力を行うものとする。 

 

（支援の要請） 

第５条 被災県は、その県内において支援を得て被災建築物等調査を行う必要

があると判断する場合は、協会に対して支援を要請することができる。 

２ 前項に掲げる支援の要請は、原則として、被災県が直接行う。ただし、広

域的な災害の発生その他の事情により、被災県から協会に直接の要請が困難

な場合は、調整役を通じて行うものとする。 

３ 調整役は、前項ただし書により被災県からの支援の要請についての協力依

頼があった場合は、協会に対して要請があったことを連絡し、協会及び被災

県と支援内容について調整する。 

４ 協会は、支援の要請を受けたときは、可能な範囲で支援する。 

５ 調整役は、災害の状況等に応じ、被災県からの第３項による速やかな協力

依頼が困難と見込まれるときは、被災県からの協力依頼が行われる前に被災

県に対して必要な協力を行うものとする。 

６ 被災県において、支援を要請する地域に大気汚染防止法政令市（大気汚染

防止法施行令（昭和４３年政令第３２９号）第１３条に規定する市、以下同

じ。）を含む場合は、その市の地域に関する支援の内容については、大気汚染

防止法政令市と当該市の区域を管轄する県とが協議の上、決定する。 

 

（被災県における受援体制） 

第６条 被災県は、協会に対して、第５条に基づく支援が円滑に行われるよ

う、被災状況及び被災建築物等の情報の提供並びに調査における職員の同行

について取り組むものとする。 

 

（経費の負担） 

第７条 協会が支援に要した経費（人件費及び機器費を除く。以下同じ。）は、

原則として支援を受けた被災県の負担とし、その負担の範囲は被災県と協会



令和６年度「長崎県地域防災計画（資料編）」修正案 （新旧対照） 

 - 13 - 

で協議して定める。 

２ 支援を受けた被災県において、その支援を受けた地域に大気汚染防止法政

令市を含む場合は、その市の地域で行われた支援に関する経費の負担につい

ては、支援を受けた大気汚染防止法政令市と当該市の区域を管轄する県とが

協議の上、決定する。 

 

（実施報告） 

第８条 協会は、第４条第１項第１号及び同条第２項の支援を実施したとき

は、時期、場所、調査者氏名（資格）、種類、件数その他必要な事項を文書に

より、被災県に報告するものとする。 

 

（守秘義務） 

第９条 協会は、本協定に基づく活動において知り得た秘密を本協定の有効期

間中及び有効期間終了後を問わず、第三者に漏らし、又は本協定の目的以外

に利用してはならない。ただし、あらかじめ書面により被災県の承諾を得た

ときは、この限りでない。 

 

（平常時の連携） 

第１０条 協会と九州・山口９県は、本協定の効果的な運用を図るため、平常

時から情報交換等を行うものとする。 

 

（有効期間） 

第１１条 この協定は、協定の締結日から有効とし、特別の定めをする場合を

除き、その効力を持続するものとする。 

 

（補足） 

第１２条 この協定の実施に関し必要な事項及びこの協定に定めのない事項に

ついては、協会及び九州・山口９県で協議して定める。 

２ この協定は、協会及び九州・山口９県が個別に又は共同で他者と締結する

災害時の協定又は個別計画に基づく取組を妨げるものではない。 

 

附則 
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この協定は、令和４年（２０２２年）６月１３日から適用する。 

 

この協定の成立を証するため、本書１０通を作成し、各県知事及び協会それ

ぞれ記名押印の上、各１通を保有する。 

 

令和４年（２０２２年）６月１３日 

 

 

福岡県知事  服部 誠太郎      宮崎県知事  河野 俊嗣 

 

 

佐賀県知事  山口 祥義       鹿児島県知事 塩田 康一 

 

 

長崎県知事  大石 賢吾       沖縄県知事  玉城 康裕 

 

 

熊本県知事  蒲島 郁夫       山口県知事  村岡 嗣政 

 

 

大分県知事  広瀬 勝貞 

 

 

東京都港区芝５－２６－３０専売ビル５Ｆ２Ｂ 

一般社団法人日本アスベスト調査診断協会 

代表理事 本山 幸嘉 
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改正理由 

（機関） 

有事における庁舎の相互利用に関する協定書の締結に伴う追加（県防災企画課） 

ページ 現 行 計 画 修 正 計 画（案） 

 

 

３４２ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 各種協定等 

 

（追加） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 各種協定等 

 

（66）有事における庁舎の相互利用に関する協定書 

 

長崎県（以下「甲」という。）と佐世保市（以下「乙」という。）は、災害時に

おける庁舎の相互利用に関し、次のとおり協定を締結する。 

 

（目的） 

第１条 この協定は、長崎県内において地震、風水害及びその他の原因による災

害等（以下「災害」という。）が発生し、甲及び乙が、県庁や市役所に帰庁する

ことが困難になった場合、甲及び乙が災害対応の指揮を迅速に、かつ的確に行

うため、甲及び乙が所有する庁舎等の会議室及び設備を相互に利用することに

ついて、必要な事項を定めるものとする。 

 

（協力の要請） 

第２条 甲及び乙は、県内で災害が発生した場合、甲においては乙の庁舎の、乙

においては甲の庁舎の会議室及び設備を使用したい旨の申し出があった場合

には、それぞれの業務の支障のない範囲で、協力するよう努めるものとする。 

２ 前項の規定による申し出は、原則として文書によるものとするが、これによ

りがたい場合には、口頭で行い、後刻、文書を提出するものとする。 

３ 会議室及び設備の使用は無償とする。 

４ 甲及び乙は、協定締結後すみやかに、会議室等を使用する場合における連絡

窓口を定め、甲においては乙に、乙においては甲に報告するものとする。 

 

（相互利用の対象とする施設） 

第３条 相互利用の対象とする施設は、甲及び乙が、あらかじめ、別に定める。 

 

（会議室等の使用にあたっての守るべき事項） 

第４条 甲及び乙は、借り受けた会議室については、善良なる管理者の注意義務
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をもって、使用することとし、会議室や設備を破損した場合には、弁償しなけ

ればならない。 

 

（使用実績の報告） 

第５条 甲及び乙は、会議室及び設備の使用終了後、使用した期間、会議室、設

備等について、文書で報告しなければならない。 

 

（有効期間） 

第６条 この協定の有効期間は、この協定の締結の日から１年間とする。ただし、

この協定の有効期間が終了する１か月前までに、甲乙いずれからも文書による

協定終了の意思表示がないときは、１年間延長されたものとみなし、以降もま

た同様とする。 

 

（協議） 

第７条 この協定に定めのない事項及びこの協定に関して疑義が生じた場合は、

その都度、甲乙協議のうえ、決定するものとする。 

 

この協定の締結を証するため、本書を２通作成し、甲乙、記名押印のうえ、各

自その１通を保有する。 

 

令和６年２月１５日 

甲 長崎市尾上町３番１号 

長崎県知事 大石 賢吾 

乙 佐世保市八幡町１番１０号 

佐世保市長 宮島 大典 
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改正理由 

（機関） 

災害時における物資等の緊急輸送及び救援物資の荷捌き等に関する協定書の締結に伴う追加（県防災企画課） 

ページ 現 行 計 画 修 正 計 画（案） 

 

 

３４２ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 各種協定等 

 

（追加） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 各種協定等 

 

（67）災害時における物資等の緊急輸送及び救援物資の荷捌き等に関する 

協定書 

 

 長崎県（以下「甲」という。）と一般社団法人AZ-COM丸和・支援ネットワーク

（以下「乙」という。）は、次のとおり、災害時における物資等の緊急輸送及び救

援物資の荷捌き等に関する協定を締結する。 

 

（目的） 

第１条 この協定は、長崎県において地震、風水害等の大規模災害（以下「災害」

という。）が発生した場合に、甲が乙の協力を得て、物資等の緊急輸送や、災

害応急対策に必要な食料品や生活必需品などの救援物資の荷捌きが迅速かつ

円滑に実施できるようにすることを目的とする。 

 

（協力の要請） 

第２条 甲は、災害時において、第４条に掲げる業務を遂行するために必要があ

るときは、乙に対し協力を要請する。 

２ 前項の規定による要請は、業務依頼書（第１号様式）により業務の内容を指

定して行う。ただし、業務依頼書で要請する暇がないときは、口頭で要請し、

その後速やかに業務依頼書を送付するものとうする。 

 

（協力の実施） 

第３条 乙は、前条の要請を受けたときは、可能な限り協力を行うものとする。 

２ 乙は、前項の業務を完了した場合は、業務報告書（第２号様式）により、そ

の業務内容を甲に報告するものとする。 

 

（協力の内容） 

第４条 この協定により、甲が乙に対して、協力を要請する業務は次のとおりと

する。 
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（１）物資等の緊急輸送 

（２）物資の調達及び供給 

（３）荷捌き業務に関する荷役の提供及び統括する指導者の派遣 

（４）荷捌き業務に必要となる機器の貸与と操作者の派遣 

（５）救援物資集積拠点の提供 

（６）その他、甲が必要と認める事項 

 

（車両の運行への配慮） 

第５条 甲は、乙が前条の業務を行う際には、車両を優先車両として通行できる

よう配慮するものとする。 

２ 甲は、車両の運行に支障をきたさないよう、関係機関と連携して、安全確保

に努め、必要に応じて乙へ報告するものとする。 

 

（費用負担） 

第６条 第３条第１項の規定により、乙が実施した業務に要した費用は、甲が負

担する。 

２ 前項の費用は、災害救助法等の定めのあるものを除くほかは、災害時におけ

る物資の輸送及び救援物資の荷捌き等にかかる合理的な範囲内で、甲乙間で協

議の上、決定するものとする。 

 

（費用の請求及び支払い） 

第７条 乙は、前条の費用について、甲に請求するものとする。 

２ 甲は、前項により請求があったときは、内容を確認し、甲の関係規定に基づ

き、その費用を乙に支払うものとする。 

 

（損害賠償責任） 

第８条 乙は、甲の要請による業務の実施中に、乙の責めに帰する事由により第

三者に損害を与えたときは、その賠償の責めを負うものとする。 

 

（従事者の損害補償） 

第９条 甲の要請により、乙が実施した業務に従事した者の負傷、疾病、障害又

は死亡に関する損害補償については、乙の責任において行うものとする。 

 

（市町による支援物資輸送に係る要請） 
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第１０条 甲は、被災市町から物資等の緊急輸送及び救援物資の荷捌き等に関す

る協力依頼があった場合は、乙に対して当該依頼に係る業務の一部又は全部を

要請することができる。 

２ 前項の規定により甲が乙から要請を受けた場合における事務の処理につい

ては、第２条から前条までの規定を準用する。この場合において、第２条から

前条までの規定中「甲」とあるのは「被災市町」と、第６条第２項中「甲乙間」

とあるのは、「被災市町と乙との間」と読み替えるものとする。 

３ 被災市町が乙と、この協定と同様の協定を締結した場合には、前２項の規定

は適用しない。 

 

（連絡体制の整備） 

第１１条 甲及び乙は、この協定に関する連絡責任者を定め、連絡責任者等届（様

式第3号）により相互に報告するものとし、変更があった場合も同様とする。 

 

（有効期間） 

第１２条 この協定の有効期間は、この協定の締結の日から１年間とする。ただ

し、協定期間が満了する1ヶ月前までに、甲乙いずれからも解除又は変更の申

し出がないときは、1年間延長されたものとみなし、以降もまた同様とする。 

 

（協議） 

第１３条 この協定に定めのない事項及びこの協定の解釈について、疑義が生じ

た場合は、誠意をもって甲乙協議の上、決定する。 
 
 以上、この協定の締結を証するため、協定書2通を作成し、甲乙記名押印の

上、各自その1通を保有する。 

 

令和６年１１月１８日 

甲 長崎市尾上町3番1号 

長崎県知事    大石  賢吾 

乙 東京都千代田区丸の内一丁目8番2号 

一般社団法人AZ-COM丸和・支援ネットワーク 

理事長      和佐見  勝 
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資料３－４  
 

 

 

 

長崎県地域防災計画（原子力災害対策編） 

令和６年度修正 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和6年11月 

 

長 崎 県 防 災 会 議 
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改正理由 

（機関） 

中央防災会議『防災基本計画』（R6.6）273頁の安定ヨウ素剤にかかる加筆改定及び長崎県の特性に合わせた修正（玄海原子力規制事務所、県薬務行政室） 

ページ 現 行 計 画 修 正 計 画 

 

１ 

 

 

４ 

 

 

 

 

 

 

 

１８ 

 

長崎県地域防災計画 原子力災害対策編 

 

 

第５節 原子力災害対策を重点的に実施すべき地域の範囲等 

２.緊急防護措置を準備する区域 

UPZは、確率的影響のリスクを低減するため、避難等の緊急防護措置を準備す

る区域であるが、本県では、その初動対応を円滑に行うため、玄海原子力発電所

から30kmの円内にある地区及びその地理的条件から避難が容易でない地区を

UPZの対象とし、避難計画の策定等必要な対策を講じることとする。 

 

 

３．通信手段の確保 

（３）通信手段、経路の多様化 

⑨ 電源喪失時の対応 

県及び避難対象市は、庁舎が停電した場合に備え、（追加）バッテリー内蔵の衛

星携帯電話や、黒電話（電源不要）の活用が円滑に図られるよう努める。 

 

（削除） 

 

 

第５節 原子力災害対策を重点的に実施すべき地域の範囲等 

２.緊急防護措置を準備する区域 

UPZは、確率的影響のリスクを低減するため、避難等の緊急防護措置を準備す

る区域であるが、本県では、その初動対応を円滑に行うため、玄海原子力発電所

からおおむね30kmの円内にある地区及びその地理的条件から避難が容易でない

地区をUPZの対象とし、避難計画の策定等必要な対策を講じることとする。 

 

 

３．通信手段の確保 

（３）通信手段、経路の多様化 

⑨ 電源喪失時の対応 

県及び避難対象市は、庁舎が停電した場合に備え、予備電源の確保やバッテリー

内蔵の衛星携帯電話（削除）の活用が円滑に図られるよう努める。 
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改正理由 

（機関） 

適切な記載への修正（松浦市） 

ページ 現 行 計 画 修 正 計 画 

 

 

２４ 

第２章 災害予防対策 

第９節 避難受入れ体制の整備 

２．避難計画における避難先 

 

■ 避難計画対象地域別避難先の概要  

     

 

 

（省略） 

  

 

 

 

30km 

・大村市   

・波佐見町 

・川棚町 

・東彼杵町 

（学校体育館や公民館な

ど） 

避難先

30km 

20km 

削除 

 
 

 

第２章 災害予防対策 

第９節 避難受入れ体制の整備 

２．避難計画における避難先 

 

■ 避難計画対象地域別避難先の概要  

 

     

 

 

（省略） 

  

 

 

 

30km 

・大村市   

・波佐見町 

・川棚町 

・東彼杵町 

（学校体育館や公民館など） 

避難先

30km 
20km 
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改正理由 

（機関） 

中央防災会議『防災基本計画』（R6.6）273頁の安定ヨウ素剤にかかる加筆改定及び長崎県の特性に合わせた修正（玄海原子力規制事務所、県薬務行政室） 

ページ 現 行 計 画 修 正 計 画 

 

 

 

３２ 

第２章 災害予防対策 

第13節 救助・救急、医療及び防護資機材等の整備 

 

６．安定ヨウ素剤の服用体制の整備  

県は、原子力災害対策指針を踏まえ、避難対象市、医療機関等と連携して、

PAZ 内及びPAZ 外であって安定ヨウ素剤の事前配布が必要と判断される地域

の住民等に対する安定ヨウ素剤の事前配布体制並びにUPZ 内の住民等に対す

る緊急時における安定ヨウ素剤の配布体制を整備し、速やかに安定ヨウ素剤

の服用が行えるよう、準備しておく。 

なお、事前配布を行う地域は、PAZに準じた避難を行う地区（松浦市鷹島・

黒島）とする。 

第２章 災害予防対策 

第13節 救助・救急、医療及び防護資機材等の整備 

 

６．安定ヨウ素剤の服用体制の整備 

 県は、原子力災害対策指針を踏まえ、避難対象市、医療機関等と連携して、 PAZ

に準じた避難を行う地区（松浦市鷹島・黒島）及び、指定された配布場所で受取

ることが困難な場合で、市町が事前配布を必要と認める住民等に対する安定ヨウ

素剤の事前配布体制並びに UPZ 内の住民等に対する緊急時における安定ヨウ素

剤の配布体制を整備し、速やかに安定ヨウ素剤の服用が行えるよう、準備してお

くとともに、日頃から安定ヨウ素剤の効果等について住民等への周知徹底に努め

る。 
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改正理由 

（機関） 

中央防災会議『防災基本計画』（R6.6）273頁の安定ヨウ素剤にかかる加筆改定及び長崎県の特性に合わせた修正（玄海原子力規制事務所、県薬務行政室） 

ページ 現 行 計 画 修 正 計 画 

 

８７ 

 

 

 

 

第４節 避難等 

 

県、避難対象市及び受入市町は、道路の寸断や障害物による道路幅の現象等が

想定又は確認できるときは、各道路管理者と協力し、代替避難路を速やかに確保

したうえで、予め定めた避難計画に関わらず、代替となる安全な避難経路や避難

施設において避難等の防護対策を行う。 

 

第４節 避難等 

 

県、避難対象市及び受入市町は、道路の寸断や障害物による道路幅の減少等が

想定又は確認できるときは、各道路管理者と協力し、代替避難路を速やかに確保

したうえで、予め定めた避難計画に関わらず、代替となる安全な避難経路や避難

施設において避難等の防護対策を行う。 
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改正理由 

（機関） 

適切な記載への修正（松浦市） 

ページ 現 行 計 画 修 正 計 画 

 

 

１１７ 

原子力災害対策医療保健班マニュアル 

 

◎関係機関連絡先 

所 属 名 電話番号 FAX番号 

（略）   

北松浦医師会 0950-72-1110 0950-72-1117 

（略）   
 

原子力災害対策医療保健班マニュアル 

 

◎関係機関連絡先 

所 属 名 電話番号 FAX番号 

（略）   

北松浦医師会 0956-72-1110 0956-72-1117 

（略）   
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改正理由 

（機関） 

中央防災会議『原子力艦の原子力災害対策マニュアル』（R4.6）に示される組織名称の誤記修正（玄海原子力規制事務所） 

ページ 現 行 計 画 修 正 計 画 

 

 

 

 

 

１４６ 

原子力艦の原子力災害対策 

第３章 災害応急対策 

第８節 救急・救助及び医療活動 

２．医療活動等 

 

（５）安定ヨウ素剤の服用指示 

県は、国の原子力災害現地対策本部から、安定ヨウ素剤の服用の指導・助言が

あった場合は、住民の放射性ヨウ素による内部被ばくの予防のため、安定ヨウ素

剤の服用を関係市へ指示する。 

関係市は、あらかじめ定められた配布計画に基づいて、安定ヨウ素剤を住民ヘ

配布し、予防服用を指示する。 

原子力艦の原子力災害対策 

第３章 災害応急対策 

第８節 救急・救助及び医療活動 

２．医療活動等 

 

（５）安定ヨウ素剤の服用指示 

県は、国の（削除）現地対策本部から、安定ヨウ素剤の服用の指導・助言があ

った場合は、住民の放射性ヨウ素による内部被ばくの予防のため、安定ヨウ素剤

の服用を関係市へ指示する。 

関係市は、あらかじめ定められた配布計画に基づいて、安定ヨウ素剤を住民ヘ

配布し、予防服用を指示する。 
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改正理由 

（機関） 

安定ヨウ素剤の数量の増減などの時点修正等（松浦市）  

ページ 現 行 計 画 修 正 計 画 

 

 

１６１ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１６２ 

 

原子力災害対策編（資料編） 

 

10．安定ヨウ素剤の予防服用 

表 安定ヨウ素剤予防服用に対する規定量 

対象者 ヨウ素量（㎎） 

ヨウ化カリウム量

に対する相当量 

ヨウ化カリ

ウム量（㎎） 

ヨウ化カリウム製剤 

（省略） （省略） （省略） （省略） 

生後1ヶ

月以上 

3歳未満 

25 

 

32.5※ ゼリー剤（16.3㎎）2包 

又は 

ゼリー剤（35.2㎎）1包 

（省略） （省略） （省略） （省略） 

（省略） （省略） （省略） （省略） 

 

安定ヨウ素剤備蓄一覧 

市 

町 

名 

施設名 安定ヨウ

素剤（丸

剤）（箱） 

安定ヨウ

素剤（散

剤）（瓶） 

新生児用

ゼリー剤

（包） 

乳幼児用

ゼリー剤 

（包） 

 

 

松 

浦 

市 

鷹島診療所 5  （追加） 100 

鷹島支所 5  80 （追加） 

（省略） （省略）    

鷹島保育園 1  （追加） 100 

（省略） （省略）    

養源保育所 1  （追加） 100 

ひかりヶ丘保育園 1  （追加） 100 
 

原子力災害対策編（資料編） 

 

10．安定ヨウ素剤の予防服用 

表 安定ヨウ素剤予防服用に対する規定量 

対象者 ヨウ素量（㎎） 

ヨウ化カリウム量

に対する相当量 

ヨウ化カリ

ウム量（㎎） 

ヨウ化カリウム製剤 

（省略） （省略） （省略） （省略） 

生後1ヶ

月以上 

3歳未満 

25 

 

32.5※ ゼリー剤（16.3㎎）2包 

又は 

ゼリー剤（32.5㎎）1包 

（省略） （省略） （省略） （省略） 

（省略） （省略） （省略） （省略） 

 

安定ヨウ素剤備蓄一覧 

市 

町 

名 

施設名 安定ヨウ

素剤（丸

剤）（箱） 

安定ヨウ

素剤（散

剤）（瓶） 

新生児用

ゼリー剤

（包） 

乳幼児用

ゼリー剤 

（包） 

 

 

松 

浦 

市 

鷹島診療所 10  80 100 

鷹島支所 5  60 100 

（省略） （省略）    

鷹島保育園 1  20 100 

（省略） （省略）    

養源保育所 1  20 100 

ひかりヶ丘保育園 1  20 100 
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ページ 現 行 計 画 修 正 計 画 （案） 

１６２ 

 

 

 

 

 

安定ヨウ素剤備蓄一覧 

市 

町 

名 

施設名 安定ヨウ

素剤（丸

剤）（箱） 

安定ヨウ

素剤（散

剤）（瓶） 

新生児用

ゼリー剤

（包） 

乳幼児用

ゼリー剤 

（包） 

 

 

 

 

 

 

松 

浦 

市 

青島診療所 1  （追加） 100 

はまゆう園 1  （追加） 100 

（省略） （省略）    

飛島公民館 1    

松浦市役所 40  380 300 

JCHO松浦中央病院 39  （追加） 300 

（省略） （省略）    

つきっこ保育園 1  （追加） 100 

（省略） （省略）    

曙保育園 1    

（省略） （省略）    

波佐見町役場 10  （追加） （追加） 

川棚町役場 6  （追加） （追加） 

東彼杵町役場 14  （追加） （追加） 

住民（3歳以上） 5    

松浦市計 170  540 1,500 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

安定ヨウ素剤備蓄一覧 

市 

町 

名 

施設名 安定ヨウ

素剤（丸

剤）（箱） 

安定ヨウ

素剤（散

剤）（瓶） 

新生児用

ゼリー剤

（包） 

乳幼児用

ゼリー剤 

（包） 

 

 

 

 

 

 

松 

浦 

市 

青島診療所 1  20 100 

はまゆう園 1  20 100 

（省略） （省略）    

飛島放射線防護施設 1    

松浦市役所 39  160 300 

JCHO松浦中央病院 39  40 100 

（省略） （省略）    

つきっこ保育園 1  20 100 

（省略） （省略）    

（削除） （削除）    

（省略） （省略）    

波佐見町役場 5  20 100 

川棚町役場 3  20 100 

東彼杵町役場 7  20 100 

住民（3歳以上） 1    

松浦市計 154  600 1,700 
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改正理由 

（機関） 

人口等の時点修正（松浦市） 

施設の名称などの時点修正（県障害福祉課、佐世保市、松浦市） 

ページ 現 行 計 画 修 正 計 画 （案） 

１６４ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１６５ 

 

 

 

11．避難対象地区の人口・年齢分布 

－人口－ 

 10km圏内 20km圏内 30km圏内 備 考 

松浦市 820 6,894 21,182 30Km圏内には市全域が 

含まれる。  

全人口21,182人 

（R５．４．１現在） 

（略） （略） （略） （略）  （略） 

合計 820 6,894    

 

－避難行動要支援者－ 

 10km圏内 20km圏内 30km圏内 備 考 

松浦市 34 461 1,311  

（略） （略） （略） （略）   

合計 34 461    

 

12．避難者収容施設 

（松浦市） 

 避難対

象地区 
名称 市町名 所在地 

面積

（㎡) 

１～９（省略） （省略） （省略） （省略）  

10 福島 波佐見町立波佐見中学校 

体育館 
波佐見町 折敷瀬郷1999番地 1,004 

11～30（省略） （省略） （省略） （省略）  

31 志佐 長崎県立大村工業高校 大村市 森園町1079番地3 1,000 

32 （省略） （省略） （省略）  
 

11．避難対象地区の人口・年齢分布 

－人口－ 

 10km圏内 20km圏内 30km圏内 備 考 

松浦市 799 6,704 20,722 30Km圏内には市全域が 

含まれる。  

全人口20,722人 

（R６．４．１現在） 

（略） （略） （略） （略）  （略） 

合計 799 6,704    

 

－避難行動要支援者－ 

 10km圏内 20km圏内 30km圏内 備 考 

松浦市 28 412 1,190  

（略） （略） （略） （略）  

合計 28 412    

 

12．避難者収容施設 

（松浦市） 

 避難対

象地区 
名称 市町名 所在地 

面積

（㎡) 

１～９（省略） （省略） （省略） （省略）  

10 福島 波佐見町立波佐見中学校 

（削除） 
波佐見町 折敷瀬郷1999番地 1,004 

11～30（省略） （省略） （省略） （省略）  

31 志佐 長崎県立大村工業高等学校 大村市 森園町1079番地3 1,000 

32 （省略） （省略） （省略）  
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ページ 現 行 計 画 修 正 計 画 （案） 

１６５ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 避難対

象地区 
名称 市町名 所在地 

面積

（㎡) 

33 

御厨 

（追加） 

（追加） 

 

川棚町勤労青少年ホーム 川棚町 中組郷1506番地 436 

34 川棚町柔剣道場 川棚町 中組郷1533番地1 373 

35 川棚町立石木小学校体育館、

教室 
川棚町 石木郷120番地2 540 

36 川棚町立川棚小学校体育館、 

教室 
川棚町 中組郷1555番地 535 

37 川棚町中央公園体育館 川棚町 下組郷344番地1 1,254 

38 東部地区コミニュティセンター 東彼杵町 瀬戸郷726番地 105 

39 川棚町中央公民館 川棚町 中組郷1506番地 445 

40 川棚町立川棚中学校体育館、 

教室 
川棚町 中組郷1370番地3 986 

41 川棚町いきがいセンター 川棚町 下組郷338番地57 594 

42 川棚町立小串小学校体育館、

教室 
川棚町 小串郷1207番地 540 

43 波佐見町農村環境改善センター 波佐見町 長野郷173番地2号 528 

44 内海産業会館 波佐見町 湯無田郷1240番地2 209 

45 金屋コミニュティセンター 波佐見町 金屋郷1165番地1号 143 

46 

星鹿 

長崎県立川棚高等学校 

体育館、教室 
川棚町 白石郷64番 1号 1,400 

47 川棚町公会堂 川棚町 中組郷1506番地 836 

48 青島 千綿児童体育館 東彼杵町 駄地郷182番地 550 
 

 

 避難対

象地区 
名称 市町名 所在地 

面積

（㎡) 

33 

御厨 

大崎 

田代 

川棚町勤労青少年ホーム 川棚町 中組郷1506番地 436 

34 川棚町柔剣道場 川棚町 中組郷1533番地1 373 

35 川棚町立石木小学校（削除） 

 
川棚町 石木郷120番地2 540 

36 川棚町立川棚小学校（削除） 

 
川棚町 中組郷1555番地 535 

37 川棚町中央公園体育館 川棚町 下組郷344番地1 1,254 

38 東部地区コミニュティセンター 川棚町 石木郷204番地 127 

39 川棚町中央公民館 川棚町 中組郷1506番地 445 

40 川棚町立川棚中学校（削除） 

 
川棚町 中組郷1370番地3 986 

41 川棚町いきがいセンター 川棚町 下組郷338番地57 594 

42 川棚町立小串小学校（削除） 

 
川棚町 小串郷1207番地 540 

43 波佐見町農村環境改善センター 波佐見町 長野郷173番地2号 528 

44 内海産業会館 波佐見町 湯無田郷1240番地2 209 

45 金屋コミニュティセンター 波佐見町 金屋郷1165番地1号 143 

46 

星鹿 

長崎県立川棚高等学校 

（削除） 
川棚町 白石郷64番地1号 1,400 

47 川棚町公会堂 川棚町 中組郷1506番地 836 

48 青島 千綿児童体育館 東彼杵町 駄地郷182番地 550 
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ページ 現 行 計 画 修 正 計 画 （案） 

１６８ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13．避難対象範囲にある施設 
（１）学校 
－小学校－ 
（松浦市） 

 校名 所在地 児童数 職員数 

1 御厨小学校 御厨町前田免10 １８１ ２１ 

2 星鹿小学校 星鹿町下田免700 ６８ １９ 

3 志佐小学校 志佐町浦免1590 ３９０ ３５ 

4 上志佐小学校 志佐町笛吹免901 ５１ １３ 

5 調川小学校 調川町下免986 ８２ ２０ 

6 今福小学校 今福町東免16 １００ １８ 

7 福島養源小学校 福島町塩浜免2950 １１４ ２２ 

8 鷹島小学校 鷹島町中通免1833 ７２ １７ 

9 青島小学校（併） 星鹿町青島免701 ７ １１ 

 
－中学校－ 
（松浦市） 

 校名 所在地 生徒数 職員数 

1 御厨中学校 御厨町里免577 １４８ ２４ 

2 青島中学校（併） 星鹿町青島免701 ２ １２ 

3 志佐中学校 志佐町浦免808 ２３１ ２６ 

4 調川中学校 調川町下免1009 ５１ １８ 

5 今福中学校 今福町浦免431-5 ５６ １８ 

6 福島中学校 福島町塩浜免2953-1 ５９ １７ 

7 鷹島中学校 鷹島町中通免1914-2 ４９ １９ 

 
－高等学校－ 
（松浦市） 

 校名 所在地 生徒数 職員数 

1 松浦高等学校 志佐町浦免738-1 １８９ ３７ 
 

13．避難対象範囲にある施設 
（１）学校 
－小学校－ 
（松浦市） 

 校名 所在地 児童数 職員数 

1 御厨小学校 御厨町前田免10 １８５ ２３ 

2 星鹿小学校 星鹿町下田免700 ７０ １７ 

3 志佐小学校 志佐町浦免1590 ３６７ ３７ 

4 上志佐小学校 志佐町笛吹免901 ４５ １４ 

5 調川小学校 調川町下免986 ７２ ２０ 

6 今福小学校 今福町東免16 ９５ １８ 

7 福島養源小学校 福島町塩浜免2950 １１２ ２１ 

8 鷹島小学校 鷹島町中通免1914-2 ６５ １８ 

9 青島小学校（併） 星鹿町青島免701 ５ １０ 

 
－中学校－ 
（松浦市） 

 校名 所在地 生徒数 職員数 

1 御厨中学校 御厨町里免577 １２７ ２２ 

2 青島中学校（併） 星鹿町青島免701 ２ １３ 

3 志佐中学校 志佐町浦免808 ２２０ ２６ 

4 調川中学校 調川町下免1009 ４７ １８ 

5 今福中学校 今福町浦免431-5 ５９ １７ 

6 福島中学校 福島町塩浜免2953-1 ５９ １９ 

7 鷹島中学校 鷹島町中通免1914-2 ４８ １８ 

 
－高等学校－ 
（松浦市） 

 校名 所在地 生徒数 職員数 

1 松浦高等学校 志佐町浦免738-1 １８２ ３８ 
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ページ 現 行 計 画 修 正 計 画 （案） 

１７０ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１７１ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）保育所・幼稚園 
（松浦市） 

 名称 所在地 児童数 

1 みくりや双葉園 御厨町前田免541-1 ５７ 

2 じこう保育園・慈光幼稚園 御厨町中野免13-1 ３９ 

3 曙保育園 御厨町米ノ山免209 １８ 

4 今福保育園 今福町東免2681-1 ９９ 

5 志佐保育園 志佐町浦免1459-1 ５８ 

6 松浦幼稚園 志佐町浦免1567-1 ８５ 

7 たのしかこども園 志佐町栢木免1725 ５２ 

8 うつみ乳児保育園 志佐町庄野免50 ２５ 

9 上志佐保育所 志佐町笛吹免920-2 ３９ 

10 ほしか保育園 星鹿町下田免193-1 ５８ 

11 はまゆう園 星鹿町青島免483-1 ３ 

12 鷹島保育園 鷹島町神崎免139 ３２ 

13 つきっこ保育園 調川町下免591-1 ２６ 

14 ひかりヶ丘保育園 福島町塩浜免2449-35 ４６ 

15 養源保育園 福島町原免1771 １４ 

 
（３）病院・診療所 
（松浦市） 

 名称 所在地 病床数 

1 医療法人長愛会 菊地病院 志佐町浦免1765-4 ９３ 

2～4（省略） 

5 医療法人社団昌徳会 田中病院 御厨町里免871 ９０ 

6・7（省略） 
 

（２）保育所・幼稚園 
（松浦市） 

 名称 所在地 児童数 

1 みくりや双葉園 御厨町前田免541-1 ７２ 

2 じこう保育園・慈光幼稚園 御厨町中野免13-1 ３７ 

 （削除） （削除） （削除） 

3 今福保育園 今福町東免2681-1 １０２ 

4 志佐保育園 志佐町浦免1459-1 ４１ 

5 松浦幼稚園 志佐町浦免1567-1 ７１ 

6 たのしかこども園 志佐町栢木免1725 ５０ 

7 うつみ乳児保育園 志佐町庄野免50 ２６ 

8 上志佐保育所 志佐町笛吹免920-2 ４１ 

9 ほしか保育園 星鹿町下田免193-1 ４７ 

10 はまゆう園 星鹿町青島免483-1 ３ 

11 鷹島保育園 鷹島町神崎免139 ２７ 

12 つきっこ保育園 調川町下免591-1 ２４ 

13 ひかりヶ丘保育園 福島町塩浜免2449-35 ４２ 

14 養源保育園 福島町原免1771 １３ 

 
（３）病院・診療所 
（松浦市） 

 名称 所在地 病床数 

1 医療法人長愛会 菊地病院 志佐町浦免1765-4 ９２ 

2～4（省略） 

5 医療法人社団昌徳会 田中病院 御厨町里免871 ７９ 

6・7（省略） 
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１７４ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（６）障害者支援施設 

（平戸市） 

 名称 種別 所在地 定員 

１ 草笛が丘 
施設入所

支援 

田平町古梶免字吹上 40 番

地1 
56 

２ 平戸祐生園 
施設入所

支援 
大久保町2188番地 50 

 
（７）障害者グループホーム 

（佐世保市） 

 名称 種別 所在地 定員 

１ 
グループホーム

せちばる 

共同生活

援助 
世知原町栗迎1番地 18 

２ 
グループホーム

みらい 

共同生活

援助 
世知原町笥瀬777-4 24 

３ アシタバ 
共同生活

援助 
吉井町直谷1249-4 17 

４ 北松事業所 
共同生活

援助 
江迎町小川内15-3 72 

５ 
グループホーム

やなせ 

共同生活

援助 
世知原町笥瀬778-3 18 

６ 
ダイバーズホー

ム 

共同生活

援助 
江迎町長坂164-29 7 

７ サンライフ長坂 
共同生活

援助 
江迎町長坂189-1 7 

 

（６）障害者支援施設 

（平戸市） 

 名称 種別 所在地 定員 

１ 草笛が丘 
施設入所

支援 

田平町古梶免字吹上 40 番

地1 
47 

２ 平戸祐生園 
施設入所

支援 
大久保町2188番地 50 

 
（７）障害者グループホーム等 

（佐世保市） 

 名称 種別 所在地 定員 

１ 
グループホーム

せちばる 

共同生活

援助 
世知原町栗迎1番地 18 

２ 
グループホーム

みらい 

共同生活

援助 
世知原町笥瀬777-4 24 

３ 
グループホーム

やなせ 

共同生活

援助 
世知原町笥瀬778-3 18 

４ アシタバ 
共同生活

援助 
吉井町直谷368-6 16 

５ 北松事業所 
共同生活

援助 
江迎町小川内21 72 

６ 
ダイバーズホー

ム 

共同生活

援助 
江迎町長坂164-29 7 

７ サンライフ長坂 
共同生活

援助 
江迎町長坂189-1 17 

８ 
指定共同生活援

助事業所サン 

共同生活

援助 
江迎町北田544-3 19 
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 １７５ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（平戸市） 

 名称 種別 所在地 定員 

１ 
共同生活援助「椿

崎」 

共同生活

援助 

田平町古梶免字吹上 40 番

地1 
18 

２ ワークハウス 
共同生活

援助 
田平町小崎免739 11 

３ 椿の会 
共同生活

援助 
田平町小崎免1133 10 

 

（壱岐市） 

 名称 種別 所在地 定員 

１ ケアホーム壱岐 
共同生活

援助 

郷ノ浦町東触字市山424－

4 
10 

２ 

壱岐地域生活ホ

ームひまわりの

家 

共同生活

援助 
郷ノ浦町本村触562 18 

３ 
はーとふるらい

ふ飛翔 

宿泊型自

立訓練 
郷ノ浦町坪触3151－4 10 

 
 

（平戸市） 

 名称 種別 所在地 定員 

１ 
共同生活援助「椿

崎」 

共同生活

援助 

田平町古梶免字吹上 40 番

地1 
19 

２ ワークハウス 
共同生活

援助 
田平町小崎免739 19 

３ 椿の会 
共同生活

援助 
田平町大亀免1133 9 

 

（壱岐市） 

 名称 種別 所在地 定員 

１ ともいき 
共同生活

援助 
郷ノ浦町郷ノ浦598 16 

２ 

壱岐地域生活ホ

ームひまわりの

家 

共同生活

援助 
郷ノ浦町片原触2510 18 

３ 
グループホーム

ラクラ 

共同生活

援助 
石田町石田西触1048-1 5 

４ 
はーとふるらい

ふ飛翔 

宿泊型自

立訓練 
郷ノ浦町坪触3151－4 10 
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１７６ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15．車両及び船舶の状況 
（１）乗合自動車、貸切旅客自動車 
（松浦市） 

事業者名 営業所等所在地 種別 台数 定員 連絡先 

松浦観光

バス（株） 

松浦市志佐町 

栢木免1744-8 

大型 ３ １６４ 

0956-72-2525 

中型 ２ ８１ 

マイクロ ７ １４７ 

マイクロ 

（ハイエース） 
２ ２８ 

 
 

15．車両及び船舶の状況 
（１）乗合自動車、貸切旅客自動車 
（松浦市） 

事業者名 営業所等所在地 種別 台数 定員 連絡先 

松浦観光

バス（株） 

松浦市志佐町 

栢木免1744-8 

大型 ３ １６２ 

0956-72-2525 

中型 １ ４０ 

マイクロ ７ １４７ 

マイクロ 

（ハイエース） 
２ ２４ 
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改正理由 

（機関） 

玄海原子力発電所 原子力事業者防災業務計画の修正に伴う修正（九州電力株式会社 長崎支店） 

  
ページ 現 行 計 画 修 正 計 画 

 

１８７ 

18．通報様式等 

 

18．通報様式等 
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改正理由 

（機関） 

佐賀県地域防災計画の修正に伴う修正（九州電力株式会社 長崎支店） 

ページ 現 行 計 画 修 正 計 画 

 

１８８ 
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改正理由 

（機関） 

玄海原子力発電所 原子力事業者防災業務計画の修正に伴う修正（九州電力株式会社 長崎支店） 

ページ 現 行 計 画 修 正 計 画 

 

１８９ 
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改正理由 

（機関） 

佐賀県地域防災計画の修正に伴う修正（九州電力株式会社 長崎支店） 

ページ 現 行 計 画 修 正 計 画 

 

１９０ 
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改正理由 

（機関） 

組織改正に伴う修正（長崎地方気象台） 

ページ 現 行 計 画 修 正 計 画 

 

１９３ 

20．防災関係機関及び連絡窓口 

 

指定地方行政機関等 

機関名 連絡窓口 所在地 電話番号 FAX 

（略） 

長崎地方気象台 観測予報課 
長崎市南山

手町11-51 
095-811-4861 095-822-4285 

（略） 
 

20．防災関係機関及び連絡窓口 

 

指定地方行政機関等 

機関名 連絡窓口 所在地 電話番号 FAX 

（略） 

長崎地方気象台 （削除） 
長崎市南山

手町11-51 
095-811-4861 095-822-4285 

（略） 
 

 


